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『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
つ
い
て

一

従
来
の
旧
民
法
研
究
に
お
け
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
利
用
状
況

池
田
真
朗

･
七
戸
克
彦

(-
)

本
復
刻
資
料
…

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
-

は
へ
か
つ
て
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
研
究
に
お
い
て
は
､
き
わ
め
て
引

用
頻
度
の
高
い
文
献
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
の
後
､
本
書
は
次
第
に
使
用
さ
れ
な
く
な
り
､
今
日
に
お
い
て
は
､
本
書
を
参
照

し
っ
つ
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
の
説
明
を
行
う
文
献
は
､
む
し
ろ
少
数
と
い
え
る
O
こ
れ
は
､
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
く
も
の
な
の

ヽ

一
〇
め

着
の
問
題
は
'
本

『
ボ
ワ
ソ
ナ
～
ド
民
法
典
資
料
集
成
』
に
お
い
て
､
こ
の
資
料
を
復
刻
す
る
こ
と
の
意
義
と
密
接
に
関
連
し
て

く
る
｡
そ
こ
で
､
以
下
で
は
､
ま
ず
､
従
来
の
旧
民
法
研
究
に
お
け
る
本
書
の
利
用
状
況
の
変
化
と
そ
の
理
由
を
探
る
こ
と
か
ら
､

考
察
を
開
始
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡



〓

)

昭
和
E
(〇
年
代

1

昭
和
四
〇
年
代
前
半

昭
和
四
〇
年
代
以
前
の
時
代
に
お
け
る
旧
民
法
研
究
は
､
も
っ
ぱ
ら
法
制
史
の
担
当
領
域
と
理
解
さ
れ
て
お
り
､
民
法
解
釈
学
の

領
域
に
お
い
て
は
､
①
そ
も
そ
も
立
法
者
意
思
説
的
な
論
文
手
法
が
と
ら
れ
な
い
か
､
あ
る
い
は
沿
革
的
考
察
が
行
わ
れ
た
と
し
て

も
､
そ
こ
で
参
照
さ
れ
る
の
は
､
た
か
だ
か
､
②
現
行
民
法
の
審
議
資
料

(
｢法
典
調
査
会
議
事
筆
記
｣
等
)
か
､
あ
る
い
は
､
③

ボ
ワ
リ
ナ
ー
ド
旧
民
法
の
正
文
に
と
ど
ま
り
'
④
旧
民
法
の
編
纂
段
階

(ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
等
)
に
ま
で
遡
っ
て
こ
れ
を
参
照
す

る
研
究
は
､
存
在
し
な
か
っ
た
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
昭
和
四
〇
年
前
後
､
民
法
解
釈
学
の
領
域
に
お
い
て
､
④
の
手
法
を
は
じ
め
て
採
用
し
､
そ
の
後
の
わ
が
国
の

学
説
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
研
究
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
る
｡
星
野
英

1
二
二
ケ
月
章

･
内
地
慶
四
郎

(敬
称
略
､

以
下
同
様
)
の
次
の
論
稿
が
'
そ
れ
で
あ
る
｡

a

星
野
英

一

M
I
】
星
野

｢軍
痕
担
保
の
研
究
-

日
本
｣
比
較
法
研
究

二

九
六
二

(昭
和
三
七
)
年
)
三
頁
-
-
所
収

『
民
法
論
集

(第
三

巻
)
』
(有
斐
閣
'

一
九
七
二

(昭
和
四
七
)
年
)

一
七

一
貫

叩
2
】
星
野

｢日
本
民
法
典
に
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響

(
一
)
～

総
論
､
総
則

(A
-
初
)｣
日
仏
法
学
三
号

(
一
九
大

五

(昭
和
四
〇
)
年
)

一
頁
-
-
所
収

『
民
法
論
集

(第

1
巻
)』
(有
斐
閣
､

1
九
七
〇

(昭
和
四
五
)
年
)
六
九
頁
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印
3
】
星
野

｢編
纂
過
程
か
ら
見
た
民
法
拾
遺
｣
法
学
協
会
雑
誌
八
二
巻
三
号

(
1
九
六
五

(昭
和
四
〇
)
年
)
三
五
三
頁
'
五
号

六

1
八
頁
-
-
所
収

『
民
法
論
集

(第

1
巻
)』
(有
斐
閣
､

一
九
七
〇

(昭
和
四
五
)
年
)

1
五

1
頁

叩
4
】
星
野

｢時
効
に
関
す
る
覚
書
-

そ
の
存
在
理
由
を
中
心
と
し
て
～

｣
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
六
号

二

九
六
九

(昭
和

四
四
)
年
)
六
二
五
頁
､
八
号
八
九
七
頁
､
八
九
巻

1
号

二

九
七
二

(昭
和
四
七
)
年
)
三
三
頁
'
九
〇
巻
六
号

二

九
七

三

(昭
和
四
八
)
年
八
八
二
頁
-
-
所
収

『
民
法
論
集

(第
四
巻
)
』
(有
斐
閣
､

1
九
七
八

(昭
和
五
三
)
年
)

〓
ハ
七
東

門
-
】

【
2
山
門
3
】

【

4

山
で
は
､
旧
民
法
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
現
れ
た
諸
資
料
の
う
ち
､
ボ
ワ
ジ
ナ
ー
ド
起
草
の
仏
文
草
案

申
注
釈

(以
下

『
プ
ロ
ジ

エ
』
と
略
記
す
る
)
が
使
用
さ
れ
､
ま
た
､
【
2
山
で
は
､
こ
れ
と
な
ら
ん
で

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註

釈
』
が
使
用
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
う
ち
､
円
-
】
で
使
用
さ
れ
て
い
る

『
プ
ロ
ジ

エ
』
が
､
三
種
存
在
す
る
活
版
本
-

『初
版
』
(財

産
編
の
部
分
の
み
｡

一
八
九

〇
-
1
九
八
二
年
刊
行
)
｡
『
第
二
版
』
(
1
八
九
二
-
1
八
八
九
年
刊
行
)
･
『
新
版
』
二

八
九

〇
I

(2
)

1
八
九

1
年
刊
行

)
-
!
の
う
ち
の
何
れ
で
あ
る
が
は
不
明
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
【
2
】
に
な
る
と
､
｢旧
民
法
中
'
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
の
起
草
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
､
G
.
B
oissonade,P
TOjet
d
e
C
od
e
civ
il
p
o
u
T
i'E
m
pire
d
u
Jap
o
n
,
aceo
n
p
ag
n
恥
d
Yu
n

com
m
entaire,
T
o
m
e

l･5,
T
o
kio,
i8
82
･48
89
が
草
案
と
そ
の
コ
メ
ン
ト
と
を
収
め
る
｡

-
-

本
稿
は
二
版
官

u
v
etle
ed
ition,

T
om
e

l･4
,
18
9
0･189
))を
用
い
た
｣
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

i
方
､
｢な
お
そ
の
邦
訳
に
は
色
々
あ
る
よ
う
だ
が
､
筆
者
は
､
『
ボ

(3
)

ワ
ジ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈
』
と
あ
る
も
の

(4
)

M
4
】
で
引
用
さ
れ
る

『
プ
ロ
ジ

エ
』
も

｢新
版
｣
で
あ
る
.

(刊
行
年
不
明
)
を
用
い
た
｣
と
さ
れ
る
に
至
る
｡
な
お
､
閃
3
】

b

三
ケ
月
章

叩
5
】
三
ケ
月

｢占
有
訴
訟
の
現
代
的
意
義
-

民
法
二
〇
二
条

1
項
の
比
較
法
的

･
系
譜
的
考
察
～

｣
法
学
協
会
雑
誌
七
九
巻

『再開修正民法草案註釈』についてix



二
号

二

九
六
二

(昭
和
三
七
)
年
)

1
頁
-
-
所
収

『
民
事
訴
訟
法
研
究

(第
三
巻
)
』
(有
斐
閣
､

7
九
六
六

(昭
和
四

1
)

年
)

i
頁

【
6
】
三
ケ
月

｢わ
が
国
の
代
位
訴
訟

･
取
立

訴
訟の
特

異
性
と

そ
の判
決
の
効

力
の
主
観
的
範

囲～

法
定
訴
訟
担
当
及
び
判
決

効
の
理
論
の
深
化
の
た
め
に
-

｣

兼
子

1

博士
還

暦
記
念

『裁判
法
の
諸

問
題

(中
)
』
(有

斐
閣
､

1
九
六
九

(昭
和
四
四
)

年
)
三
四

1
頁
-
-
所
収

『
民
事
訴
訟
法
研
究

(第
六
巻
)
』
(有
斐
閣
､

1
九
七
二

(昭
和
四
七
)
年
)

1
頁

円
7
】
三
ケ
月

｢『
任
意
競
売
』
概
念
の
終
鳶
!

強
制
執
行
制
度
改
正
の
担
保
物
権
法
に
及
ぼ
す
影
響
の

1
考
察
-

｣
鈴
木
竹

雄
先
生
古
稀
記
念

『
現
代
商
法
学
の
課
題

(下
)
』
(有
斐
閣
､

1
九
七
五

(昭
和
五
〇
)
年
)

1
五
九
五
頁
-
-
所
収

『
民
事

訴
訟
法
研
究

(第
七
巻
)
』
(有
斐
閣
'

1
九
七
八

(昭
和
五
三
)
年
)

1
五
七
頁

こ
れ
ら
の
三
ケ
月
の
論
稿
も
'
後
続
の
研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
｡
も
っ
と
も
'
こ
れ
ら
の
論
稿
に
お
い
て

『
再
開
修
正

Ⅹ『再閲修正民法草案註釈』について

民
法
草
案
註
釈
』
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
｡
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
み
で
あ
り
､
し
か
も
､
そ
の
版
は

不
明
の
個
所
は
あ
る
が
-

星
野
と
同
様

『新
版
』
で
払
努

1･部

O

内
地
慶
四
郎

【
8
】
内
地

｢無
意
識
的
不
合
意
と
錯
誤
の
関
係
に
つ
い
て
-

意
思
表
示
解
釈
の
原
理
を
め
ぐ
り
～

｣
法
学
研
究

(慶
大
)
三

八
巻

1
号

二

九
六
五

(昭
和
四
〇
)
年
)

1
八
七
頁

【
9
】
内
地

『
出
訴
期
限
規
則
略
史
～

明
治
時
効
法
の
1
系
譜
-

』
(慶
磨
通
信
､

1
九
六
八

(昭
和
四
三
)
年
)

内
池
の
右
論
稿
も
､
錯
誤
論

｡
時
効
論
の
二
領
域
に
お
け
る
そ
の
後
の
研
究
に
影
響
を
与
え
た
が
､
そ
の
文
献
引
用
は
'
星
野

｡

三
ケ
月
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
ま
ず

【
8
】
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の



(6
)

み
で
あ
り
､
星
野

二
二
ケ
月
に
お
け
る
よ
う
な

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
参
照
は
な
い
｡
他
方
､
内
地
の
学
位
論
文
で
あ
る

【
9
】
は
'
旧

民
法
関
係
資
料
と
し
て
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
ほ
か
､
そ
れ
以
外
の
多
彩
な
資
料
-

『
民
法
草
案

(財

産
編

･
財
産
取
得
編

･
債
権
担
保
編

･
証
拠
編
)
』
等
-

を
も
用
い
て
旧
民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
草
案
の
変
化
を
追
跡
し
て
い

る
点
に
お
い
て
'
星
野

･
三
ケ
月
よ
り
も
法
制
史
領
域

へ
の
傾
斜
の
度
合
い
が
強
い
｡
ま
た
､
【
9
】
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る

『
プ
ロ
ジ

エ
』
は
､
星
野

二
二
ケ
月
の
用
い
る

『
新
版
』
で
は
な
く
し
て

『
第
二
版
』
の
側
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
星
野

【
2
】
は
､
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の

｢邦
訳
｣
と
説
明

し
て
い
た
が
､
こ
れ
に
対
し
て
､
内
地

【
9
】
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
間
に
相
違
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
O
す
な
わ
ち
､
｢内
容
に
つ
い
て
も
､
本
草
案

〔=

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
指
す
〕
第

1
四
七
〇

条
第
三
項
全
部
､
同

一
四
七
九
条
第
三
号
の
一
部
が
'
再
開
修
正
民
法
草
案
第

一
九
七
〇
条
､
同

1
九
九
七
条
に
お
い
て
削
除
さ
れ

て
い
る
反
面
､
再
開
修
正
民
法
草
案
第

1
九
八
三
条
第
二
項
が
新
設
さ
れ
て
い
る
等
､
両
草
案
の
内
容
は
殆
ど
同

1
な
が
ら
､
わ
ず

か
な
差
異
が
存
す
る

(こ
れ
に
対
し
て
､
再
開
修
正
民
法
草
案
第

1
九
四
七
条
第
二
項
に

『
1
ケ
月
』
と
あ
る
は

『
二
ケ
月
』､
ま

た
同

1
九
七
〇
条
第

1
項
に

『進
行
セ
ス
』
と
あ
る
は

『
進
行
ス
』
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
'
こ
の
点
で
は
両
草
案
の
内
容
上
区
別
が

(7
)

な
い
よ
う
で
あ
る
)
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡

だ
が
､
こ
の
よ
う
な
相
違
個
所
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
結
局
､
内
地
も
､
星
野
と
同
様
'
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
活
版
本
が

(oo)

(9
)

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の

｢原
案
｣
あ
る
い
は

｢原
文
｣
で
あ
る
と
し
'
｢再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
は
､
本
書

〔=

『
プ

(_o
)

ロ
ジ

エ
第
二
版
』〕
に
基
づ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｣
と
結
論
づ
け
た
｡

な
お
､
そ
の
後
の
内
地
の
著
作
に
関
し
て
い
え
ば
､
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
資
料
の
種
類

専
内
容
は
､
上
記
文
献
に
お
け
る
そ
れ
か

『再開修正民法草案註釈』についてXi



ら
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

M
iO
】
内
地

｢明
治

1
八
年
司
法
省

『
民
事
期
満
効
規
則
』
草
案
と
出
訴
期
限
規
則
改
正
の
動
向
｣
法
学
研
究

(慶
大
)
四
六
巻
二

号

二

九
七
三

(昭
和
四
八
)
午
)
1
頁
-
-
所
収

『
消
滅
時
効
法
の
原
理
と
歴
史
的
課
題

(消
滅
時
効
法
研
究
第
二
巻
)』
(成

文
堂
､

1
九
九
三

(平
成
五
)
年
)
四
三
頁

【
E
】
内
池

｢現
行
時
効
法
の
成
立
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
理
論
｣
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文
集

『
明
治
法
制
史

･
政
治
史
の
諸
問
題
』

(慶
鷹
通
信
､

一
九
七
七

(昭
和
五
二
)
年
)
七
九
五
頁
-
-
所
収

『
消
滅
時
効
法
の
原
理
と
歴
史
的
課
題
』
(前
掲
)
八
三

頁

叩
㍑
】
内
地

｢時
効
の
制
度
倫
理
と
援
用
の
問
題
-

梅
謙
次
郎
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
結
ぶ
も
の
-

｣
法
学
研
究

(慶
大
)
六

1

巻
三
号

(
一
九
八
八

(昭
和
六
三
)
午
)

1
頁
､
四
号
三
六
貢
-
･･･所
収

『
消
滅
時
効
法
の
原
理
と
歴
史
的
課
題
』
(前
掲
)

1
八

1
頁

(‖
)

す
な
わ
ち
､
内
池

門川
】に
お
い
て
は
､
叩8
】
と
同
様
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
み
が
参
照
さ
れ
て
お
り
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
引
用
は
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
MH
山
に
お
け
る
引
用
表
記
は
､
そ
れ
が

『
プ
ロ
ジ

エ
』
を
指
す
も
の
か

『
再
開
修
正
民

(12
)

法
草
案
註
釈
』
を
指
す
も
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
O
そ
し
て
､
【ほ..芸

に
な
る
と
､
引
用
は

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
み
と
な
り
､
『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
参
照
さ
れ
な
く
な
る
.
し
か
も
､
そ
こ
で
内
地
が
引
用
す
る

『
プ
ロ
ジ

エ
』
は
､
【9
】
に
お
け
る
よ

(13)

う
な

『
第
二
版
』
で
は
な
く
し
て
､
星
野
や
三
ケ
月
と
同
様
の

『新
版
』
で
あ
る
0
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2

昭
和
四
〇
年
代
後
半

以
上
の
よ
う
に
､
昭
和
四
〇
年
代
初
頭
､
民
法
学
者
ら
に
よ
り
旧
民
法
研
究
が
開
始
さ
れ
た
時
期
に
お
い
て
､
そ
こ
で
用
い
ら
れ

て
い
た
資
料
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
お
よ
び

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
二
種
が
中
心
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
､
旧
民
法
関
係
資
料

の
発
見

･
公
表
が
未
だ
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
の
時
代
に
お
い
て
､
右
二
種
の
文
献
が
…

少
な
く
と
も
民
法
学
者
ら
に
と
つ
て
は

-

最
も
入
手

･
参
照
し
や
す
い
資
料
だ
っ
た
t
と
い
う
単
純
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
法
制
史
の
領
域
に
お
い
て
は
､
す
で
に
古
く
か
ら
､
石
井
良
助

･
手
塚
豊

･
向
井
健
ら
に
よ
り
'
『プ
ロ
ジ

エ
』

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
限
ら
ず
'
旧
民
法
編
纂
過
程
に
現
れ
た
種
々
の
草
案
等
が
紹
介

･
検
討
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
､

そ
の
成
果
が
､
民
法
領
域
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た

(肉
池

【
9
】
に
そ
の
影
響
が
見
出
さ
れ
る
程
度
で
､
星
野

二
二
ケ

月
の
研
究
は
法
制
史
分
野
の
研
究
成
果
と
は
没
交
渉
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
)0

な
お
､
昭
和
四
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
､
旧
民
法
関
係
資
料
を
参
照
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
つ
き
､
二
つ
の
画
期
的
な
出

来
事
が
生
じ
て
い
る
O
そ
の
一
は
､

一
九
七

1

(昭
和
四
六
)
年
七
月
に
国
立
公
文
書
館
が
設
立
さ
れ
p
｢御
署
名
原
本
｣
｢太
政

類
典
｣
｢公
文
録
｣
｢公
文
類
衆
｣
｢公
文
雑
纂
｣
と
い
っ
た
明
治
前
期
立
法
関
係
資
料
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
二
は
'

1
九
七
二
-

1
九
七
三

(昭
和
四
七
-
四
八
)
年
に
手
塚
豊
が
法
務
省
の
依
嘱
を
受
け
法
務
図
書
館
所
蔵
の
貴
重
書
の
分
類

･
整
理

を
行
い
p
そ
の
成
果
が

『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録

(和
書
)
』
(法
務
図
書
館
'

1
九
七
三

(昭
和
四
八
)
年
)
と
し
て
公

表
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ
れ
ら
の
イ
ン
フ
ラ
も
ま
た
､
も
っ
ぱ
ら
法
制
史
家
に
よ
り
利
用
さ
れ
､
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
成
果

が
民
法
学
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

『再開修正民法草案註釈』についてxiii



民
法
学
の
領
域
に
お
い
て
､
法
制
史
分
野
の
研
究
が
積
極
的
に
参
照
さ
れ
､
あ
る
い
は
国
立
公
文
書
館

･
法
務
図
書
館
所
蔵
の
諸

資
料
を
用
い
て
旧
民
法
以
来
の
沿
革
論
を
展
開
す
る
論
稿
が
本
格
的
に
登
場
す
る
の
は
､
昭
和
五
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
｡
昭

和
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
p
そ
も
そ
も
-

引
用
文
献
の
種
類

･
内
容
を
問
題
に
す
る
以
前
に
-

現
行
民
法
の
沿
革
を
旧
民
法
草

案
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
す
る
研
究
手
法
そ
れ
自
体
が
､
星
野

二
二
ケ
月

･
内
池
の
独
壇
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
p
注
目
す
べ
き
は
､
小
林

1
俊
お
よ
び
有
地
亨
の
以
下
の
研
究
で
あ
る
｡

a

小
林

一
便

円
13
】
小
林

｢日
本
民
法
に
お
け
る
錯
誤
法
の
系
譜
と
関
連
問
題
点

(
こ

～

(二
完
)
｣
亜
細
亜
法
学
七
巻
二
号

(
1
九
七
二

(昭

和
四
七
)
寧
)
二

1
頁
､
八
巻

1
号

二

九
七
三

(昭
和
四
八
)
年
)

1
頁
-
-
所
収

『
錯
誤
法
の
研
究
』
(酒
井
書
店
､

1

九
八
六

(昭
和
六

1
)
年
)

一
四
七
頁

(な
お
p
同
書
は

1
九
九
七

(平
成
九
)
年
に
増
補
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
未
見
)

門
川

】

小
林

｢民
法
理
由
書
な
ど
に
つ
い
て
の
1
つ
の
メ
モ
｣
亜
細
亜
法
学
九
巻

1
号

二

九
七
四

(昭
和
四
九
)
年
)
八
三
頁

(14
)

小
林

円
持
】
は
､
著
者
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
､
内
地

【
8
】
の
手
法
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
業
績
で
あ
る
O
他
方
p
【

川

】

は
､
門
拍
】
の
考
察
に
際
し
て
生
ま
れ
た
副
産
物
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
が
p
す
で
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
､
法
務
図
書
館
所

蔵
資
料
等
を
も
参
照
し
､
ま
た
､
旧
民
法
関
係
資
料
に
つ
き
城
数
馬

(他
)
訳

『
民
法
理
由
書
』
お
よ
び
そ
の
仏
語
原
本
で
あ
る

『
エ

ク
ス
ポ
ゼ
』
等
に
つ
き
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
る
点
で
､
極
め
て
先
進
的
で
あ
る
0

な
お
､
叩

け

】

内

相
】
の
何
れ
に
お
い
て
も
p
『
プ
ロ
ジ

エ
』
お
よ
び

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
両
者
が
引
用
さ
れ
て
い
る
(15
)

が
'
両
者
の
関
係
に
つ
き
､
小
林
も
ま
た
､
星
野

･
内
地
と
同
様
､
後
者
を
前
者
の

｢訳
本
｣
な
い
し

｢邦
訳
｣
と
理
解
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
小
林

M
摘
】
は
､
『
註
釈
民
法
草
案
』
(本
資
料
集
成

･
第
三
回
配
本
)
が

『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
の
翻
訳
で
あ
り
､
『
再
開

Xiv『再開修正民法草案註釈』について



民
法
草
案

〔註
釈
〕
』
(本
資
料
集
成

申
第
四
回
配
本
)
な
ら
び
に

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が
と
も
に

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』

の
翻
訳
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
『
再
開
民
法
草
案

〔註
釈
〕
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
異
同
に
関
し

(16
)

て
は
'
こ
れ
を
同

1
と
考
え
る
よ
う
で
あ
る
｡

b

有
地
亨

叩
け
】
有
地
亨

｢旧
民
法
の
編
纂
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
草
案
～

旧
民
法
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
の
比
較
検
討
の
準
備
作
業
と
し
て

ー

｣
法
政
研
究

(九
大
)
三
九
巻
二
=
三
=
四
号

二

九
七
三

(昭
和
四
八
)
年
)
三
七
二
頁

同
論
文
は
､
九
州
大
学
法
学
部
所
蔵
資
料
を
用
い
て
､
旧
民
法
編
纂
過
程
に
お
い
て
現
れ
た
諸
草
案
を
古
い
順
に
配
列
し
て
ゆ
く

と
い
う
画
期
的
手
法
を
と
っ
て
い
る
O
こ
れ
は
､
内
地

印
9
】
が
用
い
る
手
法
と
類
似
す
る
が
､
上
記
小
林
の
研
究
が
内
池
の
影
響

下
に
成
立
し
た
の
に
対
し
て
'
有
地

関
門
】
と
､
星
野

二
二
ケ
月

･
内
地
ら
の
業
績
の
間
に
は
､
直
接
の
影
響
関
係
は
な
い
O
有
地

が
参
照
し
て
い
る
の
は
'
主
と
し
て
法
制
史
分
野
の
業
績
で
あ
り
､
上
述
の
ご
と
く
法
制
史
学
と
民
法
学
が
ほ
ぼ
没
交
渉
で
あ
っ
た

こ
の
時
代
に
お
い
て
､
こ
の
点
は
特
筆
に
値
す
る
｡
結
果
と
し
て
'
同
論
文
の
参
照
す
る
旧
民
法
関
係
資
料

(草
案
)
の
数
も
'
内

地
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

だ
が
､
星
野

二
二
ケ
月

･
内
池
ら
の
業
績
が
'
そ
の
後
の
民
法
解
釈
論
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
に
対
し
て
､
有
地

【
15
】

の
手
法
を
積
極
的
に
参
照
す
る
民
法
学
説
は
､
近
時
に
な
る
ま
で
現
れ
な
か
っ
た
｡
こ
れ
も
ま
た
､
有
地
論
文
そ
れ
自
体
の
内
容
が

解
釈
学
よ
り
も
法
制
史
に
傾
斜
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
有
地
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を

｢訳
出
し
た
も
の
｣
と
す
る
点
で
は
従
前
の
見
解

と
同
様
な
が
ら
､
『
再
開
民
法
草
案
註
釈
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
上
記
小
林
の
理
解
と
異
な
り
､

『再開修正民法草案註釈』についてXV



(I7
)

前
者
を

｢さ
ら
に
改
訳
し
て
手
を
加
え
た
も
の
｣
と
し
て
い
る
｡

XVl

(
二)

昭
和
五

〇
年
代

1

昭
和
五
〇
年
代
前
半

星
野

･
三
ケ
月

･
内
地
ら
の
確
立
し
た
沿
革
的
手
法
は
､
彼
ら
の
弟
子
筋
に
当
た
る
第
二
世
代
の
民
法
学
者
た
ち
が
昭
和
五
〇
年

代
前
半
に
発
表
し
た
著
作
に
受
け
継
が
れ
た
｡
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
'
右
第
二
世
代
以
降
の
民
法
学
者
の
中
に
､
二
つ
の
異
な
る

手
法
の
流
れ
が
生
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
.
そ
の
1
つ
は
'
星
野

二
二
ケ
月

(と
く
に
前
者
)
の
影
響
を
受
け
た
東
大
系
の
民

法
学
者
た
ち
の
手
法
で
あ
り
'
い
ま

一
つ
は
､
内
池

･
手
塚
の
薫
陶
を
受
け
た
慶
大
系
の
民
法
学
者
な
ら
び
に
民
法
の
個
々
の
法
制

度
の
成
立
史
に
関
心
を
も
つ
若
手
法
制
史
学
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
法
制
史
学
的
手
法
で
あ
る
｡

a

東
大

G
法
学
協
会
雑
誌
系

円
は

】

瀬
川
信
久

｢不
動
産
附
合
法
の
一
考
察

(
こ

～

(六
完
)
｣
法
学
協
会
雑
誌
九
四
巻
六
号

二

九
七
七

(昭
和
五
二
)
午
)

八
二
1
頁
､
九
号

〓

1七
三
頁
､
一
一
号

〓
ハ
二
七
頁
'
〓

1号

一
七
七
八
頁
､
九
五
巻
二
号

(
1
九
七
八

(昭
和
五
三
)
午
)

二
四

1
頁
､
四
号
六
六
五
頁
-
-
所
収

『
不
動
産
附
合
法
の
研
究
』
(有
斐
閣
､

一
九
八

1

(昭
和
五
六
)
年
)

∩
.=
】
内
田
貴

｢抵
当
権
と
利
用
権
の
関
係
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

(
こ

～

(七
完
)
｣
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
六
号

二

九
八

〇

(昭
和
五
五
)
年
)
七
二
九
頁
p
九
号

〓

1七
二
頁
p

一
一
号

〓
ハ
二
八
頁
､

二

一号

1
七
六
四
頁
､
九
八
巻
二
号

二

九

八

一

(昭
和
五
六
)
年
)

一
八
六
頁
､
五
号
七

二
二
頁
､
七
号
八
七

一
頁
-
･･･所
収

『
抵
当
権
と
利
用
権
』
(有
斐
閣
､

1
九

『再開修正民法草案註釈』について



八
三

(昭
和
五
八
)
年
)

周
知
の
ご
と
く
､
両
論
稿
は
､
独

･
仏

･
英
米
に
全
面
展
開
す
る
広
汎
な
比
較
法
研
究
と
旧
民
法
制
定
過
程
以
前
に
ま
で
遡
る
詳

細
な
沿
革
的
考
察
と
い
う
二
つ
の
先
進
的
手
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
当
該
法
制
度
の
本
質
構
造
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功

し
､
そ
の
結
果
､
以
後
の
東
大
系

(な
い
し
法
学
協
会
雑
誌
系
)
若
手
研
究
者
の
論
文
手
法
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
名
論
文
で

あ
る
｡

こ
の
う
ち
と
く
に
沿
革
論
に
関
す
る
両
論
文
の
研
究
手
法
が
､
星
野

･
三
ケ
月
の
上
記
業
績
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
､
注

(_塞
)

に
お
け
る
そ
の
引
用
か
ら
も
見
て
取
れ
る
が
､
使
用
す
る
旧
民
法
関
係
資
料
に
関
し
て
も
､
星
野

二
二
ケ
月
と
同
様
の
傾
向
が
存
在

す
る
｡
す
な
わ
ち
､
上
述
し
た
よ
う
に
､
星
野

二
二
ケ
月
は
､
旧
民
法
関
係
資
料
の
中
で
も

『
プ
ロ
ジ

エ
』
を
多
用
し
､
『
再
開
修

正
民
法
草
案
註
釈
』
そ
の
他
の
邦
文
資
料
は
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
か
っ
た
が
'
こ
れ
と
同
様
'
瀬
川

｡
内
田
も
､
も
っ
ぱ
ら

『
プ
ロ

ジ

エ
』
の
み
を
使
用
し
て
お
り
､
他
の
資
料
は
参
照
し
て
い
な
い
｡

な
お
'
右
引
用
さ
れ
る

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
版
に
つ
き
'
内
田

叩
.;
】
は
､
あ
る
個
所
で
は

『
第
二
版
』
を
'
他
の
個
所
で
は

『
新

(19
)

版
』
を
使
用
し
て
お
り
'
両
者
の
違
い
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
o
こ
れ
に
対
し
て
､
瀬
川
円

摘

山

は
'
『
プ
ロ
ジ

(20
)

エ
初
版
』
と

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
二
者
を
使
用
し
て
い
る
O
こ
れ
は
'
第

1
に
､
『
初
版
』
の
使
用
と
い
う
点
に
お
い
て
後
述

池
田

【
柑
】
と
並
ん
で
画
期
的
で
あ
り
､
第
二
に
､
星
野

･
三
ケ
月
が
好
ん
で
用
い
て
い
た

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
を
参
照
し
て
い
な

い
と
い
う
点
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
り
､
第
三
に
､
『
初
版
』
と

『
第
二
版
』
の
内
容
面
で
の
異
同
問
題
に
配
慮
し
て
い
る
点
に
お

い

て

(こ
れ
も
後
述
池
田

円
柑
山
と
並
ん
で
)
画
期
的
で
あ
る
o

『再開修正民法草案註釈』について



b

慶
大

･
法
制
史
系

【
18
】
池
田
真
朗

｢民
法
四
六
七
条
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
復
権
｣
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文
集

『
明
治
法
制
史

･
政
治
史

の
諸
問
題
』
(慶
鷹
通
信
､

1
九
七
七

(昭
和
五
二
)
年
)

1
〇
三
九
頁
-
-
所
収

『
債
権
譲
渡
の
研
究

(増
補
版
)
』
(弘
文

堂

､

1
九
九
七

(平
成
九
)
年
､
初
版

二

九
九
三

(平
成
五
)
年
)

1
0
真

岡
論
文
は
､
手
塚
豊

･
内
地
慶
四
郎
の
弟
子
で
あ
る
著
者
が
､
彼
ら
よ
り
直
接
伝
授
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
基
に
書
き
上
げ
た
も
の

で
あ
り
､
法
制
史
学
領
域
で
の
研
究
成
果
が
直
接
利
用

･
反
映
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
'
上
記
東
大
系
の
手
法
と
の
間
に
顕
著
な

差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
引
用
文
献
に
関
し
て
も
､
旧
民
法
の
考
察
方
法
と
し
て

『
プ
ロ
ジ

エ
』
や

『
再
閲
修
正
民
法
草
案

註
釈
』
の
う
ち
の
1
種
の
み
を
単
発
で
引
用
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
､
三
種
の

『プ
ロ
ジ

エ
』
の

す
べ
て
と

『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
そ
の
他
種
々
の
翻
訳
､
『
エ
ク
ス
ポ
ゼ
』
と
そ
の
翻
訳
で
あ
る

『
民
法
理
由
書
』
等
の
諸

資
料
を
使
用
し
､
か
つ
'
そ
れ
ら
諸
資
料
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
に
関
し
て
も
か
な
り
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
｡
同
論
文

は
'
『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
(財
産
編
の
部
分
の
み
で
刊
行
)
を
使
用
し
､
お
よ
び
そ
の

『
第
二
版
』
と
の
異
同
に
触
れ
た
も
の
と
し

て
は
､
瀬
川
叩

16

】

に
わ
ず
か
に
先
行
す
る
.
当
時
の
民
法
解
釈
学
に
お
い
て
､
こ
の
よ
う
な
法
制
史
的
色
彩
の
色
濃
い
手
法
は
-

～

内
地

･
小
林

･
有
地
の
上
記
業
績
を
除
け
ば
-

存
在
し
な
か
っ
た
｡

と
く
に
本
解
題
と
の
関
係
で
い
え
ば
､
同
論
文
は
､
前
掲
の
手
塚
豊
が
作
成
し
た

『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録

(和
書
)』

を
活
用
し
て
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
民
法
解
釈
学
に
反
映
し
た
お
そ
ら
く
最
初
の
も
の
と
い
え
る
｡
す
な
わ
ち
同
論
文
は
､
右
目
録
の
各

書
籍
に
手
塚
が
解
説
文
と
し
て
付
し
た
考
証
を
紹
介
し
て
､
『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
と
そ
の
訳
本
と
み
ら
れ
る
数
種
の
和
書
､
ま
た

『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と
そ
の
訳
本
と
み
ら
れ
る
数
種
の
和
書
を
同
定
し
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
つ
い
て
は

｢第
二
編
～
第

XVlll『再開修正民法草案註釈』について



五
編
証
拠
編
ま
で
の
初
め
て
の
1
貫
し
た
訳
｣
､
つ
ま
り

(第

7
編
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
し
な
か
っ
た
人
事
編
と
し
て
除
か
れ

て
い
た
の
で
)
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
起
草
し
た
第
二
編

(旧
民
法
成
文
で
は

｢財
産
編
｣)
か
ら
最
後
の
第
五
編

(証
拠
編
)
ま
で
の

(21
)

部
分
全
体
の
初
め
て
の
一
貫
し
た
訳
､
と
の
1
応
の
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
手
塚
の
考
証

(お
よ
び
池
田
の
引

用
評
価
)
に
つ
い
て
は
､
目
録
中
に
簡
略
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
さ
ら
に
厳
密
な
検
証
を
要
す
る
部
分
も
あ
り
､
と
く
に
『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
つ
い
て
は
､
本
解
題
で
後
述
す
る
よ
う
に
'
『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
翻
訳
な
の
か
そ
れ
以
前
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
の
仏
文
草
稿

(あ
る
い
は
そ
の
修
正
稿
)
の
翻
訳
な
の
か
を
厳
密
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
｡

上
記
瀬
川

･
内
田
論
文
が
そ
の
後
の
東
大
若
手
研
究
者
に
影
響
を
与
え
た
の
と
同
様
､
池
田

【
ほ
】
の
用
い
た
手
法
も
､
内
池
の

上
記
著
作
と
と
も
に
､
後
続
の
慶
大
系
の
研
究
者
ら

片
山
直
也

･
七
戸
克
彦

｡
北
居
功

･
上
山
泰

こ
別
田
敦
ら

に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
｡

な
お
､
こ
の
時
代
､
旧
民
法
を
草
泰
段
階
ま
で
遡
っ
て
沿
革
的
考
察
を
行
っ
た
民
法
学
上
の
業
績
と
し
て
は
､
上
記

a
･
b
の
ほ

か
に
も
'
次
の
も
の
が
あ
る
｡

【柑
】

淡
路
剛
久

『
連
帯
債
務
の
研
究
』
(弘
文
堂
､

1
九
七
五

(昭
和
五
〇
)
年
)

【
20
】
平
井

1
雄

｢解
除
の
効
果
に
つ
い
て
の
覚
書
｣
濁
協
法
学
九
号

二

九
七
七

(昭
和
五
二
)
年
)
四
七
頁

も
っ
と
も
､
淡
路

【
柑
山
は

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
み
を
使
用
し
､
平
井

M
N0
3
は

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
の
み
を
使
用
し
て
お

り
'
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
資
料
の
参
照
は
な
い
｡
手
法
的
に
は
､
上
記
b
の
系
統
よ
り
､

a
の
系

統
に
近
い
研
究
と
い
え
る
｡

『再開修正民法草案註釈』についてXIX



2

昭
和
五
〇
年
代
後
半

昭
和
四
〇
年
代
後
半
の
国
立
公
文
書
館
の
開
館
な
ら
び
に
法
務
図
書
館
貴
重
書
目
録
の
作
成
が
､
昭
和
五
〇
年
代
以
降
の
研
究
に

反
映
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
｡
こ
れ
に
対
比
さ
れ
る
べ
き
､
昭
和
五
〇
年
代
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
し
て
は
'
司
法
省
法
律
取

調
委
員
会
議
事
筆
記
そ
の
他
の
立
法
資
料
の
復
刻

｡
出
版
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
0
そ
の

1
は
､
商
事
法
務
研
究
会
に
よ

る
､
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
』
全
三
二
巻
の
刊
行
で
あ
り

二

九
八
三

(昭
和
五
八
)

年
刊
行
開
始
､

1
九
八
七

(昭
和
六
二
)
年
終
了
)
､
こ
れ
に
よ
り
'
法
律
取
調
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
原
案

･
再
調
査
案
や
そ
の

(22
)

審
議
内
容
等
に
つ
き
､
研
究
者
が
容
易
に
参
照
で
き
る
環
境
が
整

っ
た
｡
そ
の
二
は
､
有
斐
閣
-
宗
文
館
書
店
に
よ
る

『
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
文
献
双
書
』
の
刊
行
開
始
で
あ
る
o
こ
れ
は
t

i
九
八
三

(昭
和
五
八
)
年
の

『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
復
刻
-

『
仏
文

･

日
本
民
法
草
案
註
解

〔復
刻
版
〕
(ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
文
献
双
書
①

～
⑤
)
』
(発
売

中
有
斐
閣
､
制
作
発
行

｡
有
斐
閣
出
版
サ
ー
ビ
ス

(秩
)
､
発
行

こ
不
文
館
書
店
､

一
九
八
三

(昭
和
五
八
)
年

)
-
に
始
ま
り
､
『
エ
ク
ス
ポ
ゼ
』
の
第

1
巻

(条
文
部
分
)
の
復

刻
-

『
仏
文

･
日
本
民
法
理
由
書

〔復
刻
版
〕
(ボ
ア
ソ
ナ
!
ド
文
献
双
書
⑥
)』
(宗
文
館
書
店
､
昭
和
五
九

二

九
八
四
)
午
)

-

を
経
て
'
現
在
も
続
行
中
で
あ
る
｡
な
お
､
右

『
エ
ク
ス
ポ
ゼ
』
に
関
し
て
は
､
後
に
信
山
社
が
､
『
日
本
立
法
資
料
全
集
』

に
お
い
て
､
『
〔仏
語
公
定
訳
〕
日
本
帝
国
民
法
典
並
び
に
立
法
理
由
書

(明
治
二
三
年
三
月
二
七
日
公
布
)
(日
本
立
法
資
料
全
集

｡
別
巻
28
-

=

)

』
(信
出
社
'

1
九
丸
三

(平
成
五
)
年
)
と
し
て
､
全
巻
を
復
刻
し
て
い
る
.
も
っ
と
も
､
こ
れ
ら
の
復
刻
資

料
を
用
い
た
沿
革
的
考
察
が
登
場
す
る
の
は
､
昭
和
六
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
｡

ⅩⅩ『再開修正民法草案註釈』について



a

星
野
異

相
編
集
代
表

『
民
法
講
座
』

1
方
､
昭
和
五
〇
年
代
後
半
を
代
表
す
る
沿
革
研
究
と
し
て
､
ま
ず
第

1
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
､
星
野
英

1
編
集
代
表

『
民
法

講
座
』
二

九
八
四

(昭
和
五
九
)
年
刊
行
開
始
)
で
あ
ろ
う
｡

こ
の

『
講
座
』
の

｢は
し
が
き
｣
は
'
本
講
座
の
目
的
お
よ
び
考
察
手
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡
｢問
題
と
な

る
種
々
の
制
度
や
概
念
を
､

1
方
で
そ
の
根
本
p
す
な
わ
ち
､
民
法
典
編
纂
を
経
て
旧
民
法
､
さ
ら
に
そ
の
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス

法
や
ド
イ
ツ
法
に
遡
っ
て
探
求
し
､
さ
ら
に
は
そ
れ
と
異
な
る
立
法
例
と
対
比
し
て
そ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
､
他
方
で
そ
れ
ら
の

現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
機
能
を
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
が
'
民
法
の
理
解
に
と
っ
て
基
本
的
で
あ
る
が
､
そ
の
よ
う
な
研
究
は
必

(23
)

ず
し
も
多
く
は
な
い
｣｡
か
か
る
現
状
に
鑑
み
､
本
講
座
に
お
い
て
は
､
｢学
説
の
現
状
に
至
っ
た
由
来
を
法
学
史
的
に
探
求
す
る

こ
と
を
試
み
る
｡
こ
の
､
各
論
点
ご
と
の
学
説
史
が
本
講
座
の
特
に
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
の
さ
い
､
出
発
点
は
､

一

(24
)

応
､
民
法
典
制
定
期
と
し
､
そ
の
後
の
変
遷
を
追
う
こ
と
と
し
た
｣
と
｡

右

｢は
し
が
き
｣
の
提
示
す
る
'
比
較
法
と
立
法
沿
革
の
二
つ
を
用
い
て
当
該
法
制
度

｡
概
念
を
明
確
化
す
る
と
い
う
手
法
は
､

上
記
東
大

･
法
学
協
会
雑
誌
系
の
研
究
手
法
と
軌
を

一
に
す
る
が
'
わ
が
民
法
の
典
型
論
点
に
関
し
て
､
日
本
を
代
表
す
る
研
究
者

た
ち
が

1
堂
に
会
し
､
右
の
よ
う
な
共
通
の
論
文
作
法
に
基
づ
く
考
察
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
､
旧
民
法
の
草
案
段
階
以
前
ま
で
遡
っ

て
立
法
沿
革
を
探
求
す
る
手
法
は
､
そ
の
後
の
わ
が
国
に
お
い
て

1
気
に

1
般
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
.

な
お
､
本
講
座
所
収
の
諸
論
稿
の
使
周
す
る
旧
民
法
関
係
資
料
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
ほ
ぼ
限

定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
も
ま
た
､
星
野

二
二
ケ
月
あ
る
い
は
瀬
川

･
内
田
と
い
っ
た
東
大
系
研
究
者
の
手
法
と
同

一
で
あ
る
｡
し

『再開修正民法草案註釈』について

か
も
､
引
用
さ
れ
る
の
は

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
側
が
圧
倒
的
に
多
く
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
使
用
す
る
論
文
は
少
な
い
.

血



(25
)

『
1
民
法
綿
則
』
(有
斐
閣
､

完

八
四

(昭
摘
,Ld
i<
)
辛
)
で
は
'
【
空

相
本
宏

｢緩

論
｣
､
【
P3]
雷

達
明

｢法
人
の
不

‥m

法
行
為
責
任
｣
､
叩
23
】
松
久
三
四
彦

｢時
効
制
度
｣
t
M
24
】
山
崎
敏
彦

｢抗
弁
権
の
永
久
性
｣
の
四
論
文
､
『
2
物
権

(有
斐
閣
'

(29
)

(30
)

一
九
八
四

(昭
和
五
九
)
年
)
で
は
､
【
25
】
鎌
田
薫

｢対
抗
問
題
と
第
三
者
｣
､
【
26
】
槙
悌
次

｢即
時
取
得
｣
の
二
論
文
'
『
3

物
権
拘
』
で

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
引
用
す
る
論
文
は
な
く
'
『
4
債
権
総
論
』
(有
斐
閣
､

1
九
八
五

(昭
和
六
〇
)

(31
)

年
)
で
は
t
M
27
】
船
越
隆
司

｢弁
済
者
の
代
位
｣
の
1
論
文
の
み
'
『
5
契
約
』
(有
斐
閣
'

一
九
八
五

(昭
和
六
〇
)
年
)
も
t

(32
)

M
28
山
岡
孝

｢委
任
-
-
報
酬
請
求
権
を
中
心
に
｣
の

1
論
文
の
み
､
『
6
事
務
管
理

･
不
当
利
得

･
不
法
行
為
』
(有
斐
閣
､

1

(3
)

(3
)

九
八
五

(昭
和
六
〇
)
午
)
に
お
い
て
は
､
【
望

浦
川
道
太
郎

｢無
過
失
損
害
賠
償
責
任
｣
t
M
30
】
田
上
富
信

｢使
用
者
責
任
｣
)

の
二
論
文
の
み
で
あ
り
､
そ
の
後
'
平
成
期
に
入
っ
て
追
加
さ
れ
た

『
別
巻
』
二
巻
に
お
い
て
も
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』

(35
)

を
使
用
す
る
論
稿
は
､
『
別
巻
1
』
(有
斐
閣
､

一
九
九
〇

(平
成
二
)
午
)
に
お
け
る
､
【
31
】
高
橋
暴

｢損
害
論
｣
の
み
で
あ
る
｡

b

法
制
史
系

他
方
､
こ
の
時
代
に
な
る
と
､
法
史
研
究
の
み
な
ら
ず
実
定
法
の
解
釈
技
術
に
も
長
じ
た
法
制
史
学
者
に
よ
る
'
民
法
の
個
々
の

条
文

･
法
制
度
の
成
立
史
を
扱
っ
た
本
格
的
研
究
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
の
代
表
は
､
藤
原
明
久
の
次
の
業
績
で
あ
ろ
う
｡

叩
32
】
藤
原
明
久

｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
日
本
民
法
草
案
に
お
け
る
抵
当
権
の
性
質

･
目
的
物

･
種
類
～

旧
民
法
に
お
け
る
抵
当
権
の

前
提
!

｣
神
戸
法
学
雑
誌
三
〇
巻
三
号

二

九
八
〇

(昭
和
五
五
)
年
)
五
九
九
頁
'
同

｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
日
本
民
法
草
案

に
お
け
る
抵
当
権
の
登
記
-

旧
民
法
に
お
け
る
抵
当
権
の
前
提

-

(こ
～

(二
完
)
｣
神
戸
法
学
雑
誌
三
〇
巻
四
号

二

九
八

1

(昭
和
五
六
)
寧
)
八

一
七
頁
､
三

1
巻

1
号
七
九
頁
､
同

｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
日
本
民
法
草
案
に
お
け
る
抵
当
権
の
効

『再開修正民法草案註釈』について

力

･
消
滅

旧
民
法
に
お
け
る
抵
当
権
の
前
提

(1
)
-

(三
完
)
｣
神
戸
法
学
雑
誌
三

1
巻
三
号

二

九
八

1
(

昭



和
五
六
)
年
)
四
七
七
頁
七
四
号

二

九
八
二

(昭
和
五
七
)
年
)
八

二
二
頁
､
三
二
巻

1
号

1
七
七
頁
-
-
所
収

『
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
抵
当
法
の
研
究

(神
戸
法
学
双
書
28
)
』
(有
斐
閣
'

1
九
九
五

(平
成
七
)
年
)

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
は
､
藤
原
も
､
先
の
内
地

M
9
】
と
同
様
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
内
容
に
相
違
個
所
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
①

｢『ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
氏
起
稿
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
(訳
者
､
刊
行
年
不
明
)
は
､
右
四
編

〔=

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
指
す
〕
の
翻
訳
で

あ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の

『
註
釈
』
に
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
と
の
異
同
が
若
干
散
見
さ
れ
る
の
は
､
フ
ラ
ン
ス
語
草
稿
な
い
し
フ
ラ
ン
ス

(36
)

語
版
本
の
修
正
稿
に
よ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
｣｡
あ
る
い
は
､
②

｢本
項

〔-
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案

〓

1八
二
条
二
項

を
指
す
〕
は
t
B
o
isson
ad
e,
P
rojet
の
条
文
に
は
脱
落
し
て
い
る
が
､
該
当
す
る
註
釈
個
所
に
は
そ
の
註
釈
が
あ
る
｡
『
ボ
ワ
ソ
ナ

(37
)

-
ド
氏
起
稿
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
は
'
本
項
は
訳
載
さ
れ
て
い
る
｣｡

こ
こ
で
は
､
引
用
①
に
お
け
る
､
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
版
本
そ
の
も
の
の
翻
訳
で
は
な
く
'

そ
れ
に
先
行
す
る

｢
フ
ラ
ン
ス
語
草
稿
｣
(法
務
図
書
館
所
蔵
)
の
翻
訳
､
あ
る
い
は
そ
れ
に
復
行
す
る

｢修
正
稿
｣
(ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
は
元
老
院
審
議
段
階
に
至
る
ま
で
草
案
内
容
に
個
別
的
修
正
を
加
え
て
い
る
)
の
翻
訳
で
あ
る
と
の
指
摘
に
注
目
し
た
い
｡
従

来
の
理
解
に
よ
れ
ば
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
活
版
本
の
翻
訳
で
あ
る
と
単
純
に
考
え
ら
れ
'
し

た
が
っ
て
'
そ
の
克
復
関
係
は
､
『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
活
版
本
1

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
順
と
理
解
さ
れ
て
い
た
｡
こ

れ
に
対
し
て
､
藤
原
は
､
次
の
二
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の

1
は
'
｢
フ
ラ
ン
ス
語
草
稿
｣
-

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二

版
』
活
版
本
-

｢修
正
稿
｣
-

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
順
番
､
そ
の
二
は
､
｢
フ
ラ
ン
ス
語
草
稿
｣
-

『
再
開
修
正
民
法

草
案
註
釈
』
1

｢修
正
稿
｣
-

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
活
版
本
の
順
番
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
前
者
の
流
れ
は
'
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』

『再開修正民法草案註釈』についてXXlll



活
版
漆
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
間
に

｢修
正
稿
｣
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
違
う
だ
け
で
､
従
来
理
解
さ
れ
て
い
た

順
序
と
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
(も
っ
と
も
｢修
正
稿
｣
の
存
在
を
指
摘
し
た
点
が
画
期
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
)0

こ
れ
に
対
し
て
'
後
者
の
順
序
-

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
(掲
載
の
条
文

･
注
釈
)
の
ほ
う
が

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
活

XXlV

版
本

(掲
載
の
条
文

｡
注
釈
)
よ
り
も
時
代
的
に
先
行
す
る

(個
所
が
あ
る

)

は
､
従
来
の
学
説
が
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
か

っ
た
順
序
で
あ
っ
た
｡

な
お
､
法
制
史
的
観
点
か
ら
民
法
の
個
別
的
法
制
度

｡
条
文
を
取
り
扱

っ
た
こ
の
時
代
の
代
表
的
業
績
と
し
て
は
､
藤
原

【
32
】

の
ほ
か
に
'
貸
借
権
に
関
す
る
小
柳
春

一
郎
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

E
33
】
小
柳
春

一
郎

｢穂
積
陳
重
と
貸
借
権
…

民
法
六
〇
九
条
を
中
心
に
…

｣
山
梨
大
学
法
経
論
文
集
三
〇
号

二

九
八
三

(昭

(38
)

和
五
八
)
年
)
二
三
頁

だ
が
､
小
柳
も
､
他
の
東
大
系
研
究
者
と
同
様
､
も
っ
ぱ
ら

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
の
側
を
使
用
し
､
『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
利
用
し
て
い
な
い
｡

『再開修正民法草案註釈』について

(≡
)
昭
和
六
〇
年
代
･

平
成
期

昭
和
六
〇
年
代

･
平
成
期
に
な
る
と
､
星
野
-
法
学
協
会
雑
誌
論
文

･
『
民
法
講
座
』
と
展
開
さ
れ
た
立
法
沿
革
に
関
す
る
論
文

手
法
は
､
さ
ら
に
広
く

1
般
に
定
着
し
て
ゆ
く

一
方
､
参
照

･
引
用
資
料
の
種
類
に
関
し
て
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
み
の
引
用
で
は

満
足
せ
ず
､
数
多
く
の
立
法
関
係
資
料
を
駆
使
す
る
法
制
史
系
の
研
究
手
法
を
と
る
論
文
が
増
え
て
き
た
｡
昭
和
四
〇
年
代
に
な
さ



れ
た
国
立
公
文
書
館

｡
法
務
図
書
館
資
料
の
整
理
､
お
よ
び
､
昭
和
五
〇
年
代
よ
り
生
じ
た
立
法
関
係
資
料
の
復
刻
と
い
っ
た
イ
ン

フ
ラ
整
備
の
効
果
が
'
こ
こ
に
至
っ
て
着
実
に
現
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
｡

1

個
別
論
文

こ
の
時
期
以
降
の
研
究
業
績
で
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
ま
で
遡
っ
た
沿
革
的
考
察
を
行
う
著
作
は
､
枚
挙
に
暇
が
な
い
.
と
い
う

よ
り
も
'
あ
る
程
度
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
研
究
論
文
で
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
以
来
の
立
法
沿
革
に
立
ち
入
ら
な
い
論
稿
は
､
今

や
少
数
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
こ
の
時
期
に
入
る
と
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
版
の
違
い
や
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』

と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
関
係
を
意
識
し
た
論
稿
も
増
え
は
じ
め
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
全
体
的
傾
向
と
し
て
は
､
上
記

東
大

･
法
学
協
会
雑
誌
系
あ
る
い
は

『
民
法
講
座
』
の
手
法
と
同
様
､
旧
民
法
関
係
資
料
と
し
て

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
み
を
参
照
す
る

(39
)

論
文
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
り
'
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
引
用
資
料
の
中
心
に
据
え
て
論
旨
を
展
開
す
る
論
稿
は
'

従
前
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
｡

か
か
る
傾
向
の
中
に
あ
っ
て
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
引
用
す
る
論
稿
に
は
､
た
と
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
｡

叩
34
】
円
谷
峻

｢民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
軍
庇
担
保
責
任
論
～

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
お
よ
び
法
典
調
査
会
質
疑
応
答
を
中
心
に

(40
)

し
て
-

判
夕
五
五
八
号

(季
刊

｡
民
事
法
研
究

二

号
)
(
1
九
八
五

(昭
和
六
〇
)
年
)
四
頁

『再開修正民法草案註釈』について

叩
35
】
高
橋
良
彰

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
不
動
産
公
示
制
度
-

『
証
書
の
登
記
』
の
概
念
と
そ
の
史
的
検
討
の
た
め
に

ー
(41)

(二
完
)
｣
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
二
九
巻

1
号

二

九
八
八

(昭
和
六
三
)
年
)
四
四
九
頁
､
二
号
二
七
三
頁

(こ
～

XXⅤ



(42
)

【
36
〓
戸
田
知
行

｢売
主
の
債
務
不
履
行
と
担
保
責
任
｣
早
稲
田
法
学
会
誌
三
九
巻

(
1
九
八
九

(平
成
元
)
年
)

二
二
九
頁

【
37
】
新
井
敦
志

｢権
利
行
使
期
間
制
限
規
制
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
…

出
訴
期
限
規
制
と
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
=
旧
民
法
を
素
材
と(43
)

し
て
-
～

(こ

～

(二
完
)
｣
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
五
五
号

(
1
九
九
〇

(平
成
二
)
年
)

1
頁
､
五
六
号

1
頁

(44
)

【
38
】
小
山
賢

1

｢慣
習
法
理
論
の
伝
来

(
こ
｣
関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要

7
号

二

九
九

1

(平
成
三
)
午
)
三
三
頁

【
39
】
筏
津
安
恕

｢ボ
ワ
ジ
ナ
ー
ド
の
契
約
理
論
の
構
成
原
理
｣
名
古
屋
大
学
法
政
論
集

一
四
二
号

(
1
九
九
二

(平
成
四
)
午
)

(45
)

四
七
頁

【
40
】
筏
津
安
恕

『
失
わ
れ
た
契
約
理
論
-

プ
-
フ
エ
ン
ド
ル
フ
･
ル
ソ
ー

･
ヘ
ー
ゲ
ル

･
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
-

』
(昭
和
堂
､

1
九
九
八

(平
成

1
0
)
年
)

な
お
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
関
係
に
つ
き
､
筏
津

【
40
】
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を

(46
)

指
し
て

｢旧
民
法
第
二
草
案
｣
あ
る
い
は

｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
第
二
草
案
｣
と
呼
ぶ

1
方
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
関
し

(47
)

て
は
'
｢第
三
草
案
と
も
い
う
べ
き

『
ボ
ワ
リ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
｣
と
表
現
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

同
じ
邦
文
草
案
の
活
版
本
の
中
で

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を

｢第
三
草
案
｣
と
呼
ぶ
の
な
ら
と
も
か
く

(『
註
釈
民
法
草
案
』

-

『
再
開
民
法
草
案
』
-

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
)､
仏
文
草
案
と
邦
文
草
案
の
活
版
本
を
つ
な
げ
て

(『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』

-

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
-

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
)
最
後
の
も
の
を

｢第
三
草
案
｣
と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡

【
41
】
熊
谷
芝
青

｢日
本
民
法
に
お
け
る

『
無
効
及
ヒ
取
消
』
｣
早
稲
田
法
学
会
誌
四
二
巻

二

九
九
二

(平
成
四
)
年
)

1
八
三

(舶
)
頁

『再開修正民法草案註釈』について ⅩⅩvi



【
42
山
上
山
泰

｢明
治
期
に
お
け
る
時
効
学
説
～

法
典
継
受
の
1
断
面
…

｣
法
学
政
治
学
論
究

(慶
大
)

二
二
号

二

九
九
二

(平
成
四
)
年
)

二

九
頁

な
お
､
上
山

【
42
】
は
､
旧
民
法
草
案
に
関
し
て

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
側
を
参
照
す
る
学
説
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の

時
代
に
お
い
て
､
敢
え
て

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
参
照
し
た
理
由
に
つ
き
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢『
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
氏
起
稿
再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈

(五
)
』
五

二

i
責

｡
周
知
の
通
り
'
こ
れ
に
は
仏
語
原
本
た
る
B
oissonad
e,
P
roj
et
de

code
civ
il
p
o
u
r
rem
p
ire
du
Japon,
i.
V
,
)8
89
が
あ
る
.
前
者
は
明
治
期
の
翻
訳
の
た
め
､
先
に
指
摘
し
た
概
念
内
容
の
ズ
レ
の

問
題
に
加
え
て
､
文
法
上
の
問
題
点
も
少
な
く
な
い
｡
従
っ
て
､
彼
の
原
意
を
探
る
た
め
に
は
'
後
者
よ
り
直
接
現
代
語
訳
を
行
な

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
こ
で
は
次
の
理
由
か
ら
考
え
て
直
接
前
者
か
ら
引
用
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
｡
①
仏
語
原
本
と
の
完

全
な
照
応
が
不
能
な
い
し
困
井
で
あ
る
三
種
の

『
性
法
講
義
』
及
び

『
法
律
大
意
講
義
』
に
つ
い
て
翻
訳
文
か
ら
の
引
用
の
手
法
を

取
っ
た
た
め
､
こ
こ
で
の
み
原
文
か
ら
の
現
代
語
訳
を
用
い
る
こ
と
は
方
法
上
の
混
交
に
な
る
こ
と
､
②
現
代
語
訳
と
は
い
え
､
そ

こ
に
解
釈
の
営
為
が
介
在
す
る
以
上
､
原
文
と
の
完
全
な

一
対

一
対
応
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
.
な
お
､
将
来
的
に
は
､
仏

･
日
南

語
の
突
き
合
わ
せ
に
よ
る
厳
密
な
テ
キ
ス
ト

･
ク
リ
テ
ィ
-
ク
が
望
ま
し
い
こ
と
'
そ
し
て
そ
れ
自
体
が
極
め
て
興
味
深
い
比
較
文

(49
)

化
論
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
'
言
う
ま
で
も
な
い
｣｡

M
43
】
前
田
敦

｢特
定
物
売
買
に
お
け
る
所
有
者
主
義
の
危
険
負
担
-

フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
の
示
唆
…

｣
法
学
政
治
学
論
究
二
〇

(50
)

号

(
1
九
九
四

(平
成
六
)
年
)
四
六
七
東

門
44
】
前
田
敦

｢特
定
物
債
務
の
現
状
引
渡
と
危
険
負
担
-

立
法
沿
革
か
ら
考
察
し
た
民
法
四
八
三
条
…

｣
法
学
政
治
学
論
究

(Lr)～)

二
四
号

二

九
九
五

(平
成
七
)
年
)
三
八
五
貢

『再開修正民法草案註釈』についてXXVlI



(52
)

円
45

】

草
野
元
巳

『
取
得
時
効
の
研
究
』
(信
出
社
､

1
九
九
六

(平
成
八
)
年
)

円46

】
草
野
元
巳

｢抵
当
権
と
時
効
｣
玉
田
弘
毅
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

『
現
代
民
法
学
の
諸
問
題
』
(信
山
社
､

一
九
九
八

(辛

(53
)

成

一
〇
)
年
)
四
五
頁

円
47
】
野
村
豊
弘

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
契
約
に
関
す
る
基
礎
理
論
-

錯
誤
を
中
心
に
-

｣
星
野
英

1
先
生
古
稀
祝
賀

『
日
本
民

(54
)

法
学
の
形
成
と
課
題

(上
)』
(有
斐
閣
p

l
九
九
六

(平
成
八
)
年
)
二
五
七
頁

な
お
､
野
村

【
47
】
は
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
再
開
修
正
民
法
草
案
註
樺
第
武
編
人
権
之
部
上
巻
｣
に
つ
き
p
｢
こ
れ
は
､

(55
)

フ
ラ
ン
ス
語
の
注
釈
書
第
二
版
の
翻
訳
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｣
と
す
る
｡

【
48
】
芦
野
訓
和

｢民
法
成
立
過
程
に
お
け
る
履
行
請
求
権
｣
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
三
五
巻
二
号

(通
巻
四
六
集
)
二

九
九
七

(平
成
九
)
年
)

〓

1七
頁

【

49

】

芦
野
訓
和

｢日
本
民
法
成
立
過
程
に
お
け
る
履
行
請
求
権

･
再
論
｣
法
律
論
叢

(明
大
)
七

1
巻
四

｡
五
合
併
号

二

九
九

九

(平
成

1
二

年
)
二
三
九
頁

(5
)

な
お
､
芦
野
は
､
円
48
】
と

【
49
】
で

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
使
用
原
本
を
変
更
し
て
い
る
が
'
こ
れ
と
の
関
連
で
､

芦
野
【

49

山

が

｢『
再
開
修
正
』
に
も
異
本
が
見
ら
れ
る
｣
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢『
再
開
修
正
』

に
つ
い
て
は
､
『
人
権
之
部
』
の
部
分
の

｢之
｣
(筆
者
参
照
書
)
が

｢ノ
｣
と
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る

(出
版
年
不
明
)
〔=

芦
野
が

刑
48
】
で
参
照
し
た
資
料
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
引
用
者
注
〕｡
こ
の
両
者
は
'
装
丁

･
巻
数

｡
活
字
の
大
き
さ
が
異
な

る
以
外
に
も
異
な
る
点
が
存
す
る
｡
例
え
ば
､
八

一
四
条
の
註
釈

〓

〕
で
､
筆
者
が
引
用
す
る
も
の

〔=

叩
49
】〕
は

『
(第

1

冊
総
論
第
五
百
十
五
候
註
解
二
十
七
競
第
五
百
十
七
儀
註
解
三
十

1
競
)』
と
あ
る
の
に
対
し
､
他
書

〔-

州
48
】〕
は

『
(第

一
冊

XXVlll『再開修正民法草案註釈』について



第
四
菓
第
五
十
五
葉
及
第
五
十
八
葉
)
』

と
あ
る

(単
に
製
本
上
の
違
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
)｡
し
か
し
な
が
ら
､
本
稿
の

(57
)

対
象
と
な
る
条
文
に
つ
い
て
の
注
釈
に
関
し
て
は
違
い
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡

2

企
画

･
講
座

近
時
の
動
向
と
し
て
は
､
さ
ら
に
､
と
く
に
上
述

『
民
法
講
座
』
と
の
関
係
で
'
そ
の
論
文
手
法
を
基
本
的
に
受
け
継
い
だ
企
画

･
講
座
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡

a

水
本
浩
:=
平
井

j
雄
編

『
日
本
民
法
学
史
』

そ
の
第

1
は
､
水
本
浩
-
平
井

1
雄
編

『
日
本
民
法
学
史

｡
通
史
』
'
同

『
各
論
』
(信
山
社
'

一
九
九
七

(平
成
九
)
年
)
で

あ
る
｡

本
講
座
は
､
『
民
法
講
座
』
の
考
察
手
法
を
明
確
に
意
識
し
て
お
り
､
｢は
し
が
き
｣
は
､
こ
の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢き
わ
め
て
現
代
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
場
合
は
も
と
よ
り
､
比
較
的
古
典
的
な
民
法
上
の
論
題
を
考
察
す
る
場
合
す
ら
､
古
い
学
説

や
判
例
は
余
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
-
-
も
っ
と
も
､
近
時
の
作
品
に
は
､
旧
民
法
あ
る
い
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
草
案
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
も
の
も
か
な
り
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
0

1
例
を
挙
げ
る
と
'
『
民
法
講
座
』
の

『
は
し
が
き
』

に

は

､

そ
の
ね
ら
い
と
し
て
､
『
学
説
の
現
状
に
至
っ
た
由
来
を
法
学
史
的
に
探
求
す
る
こ
と
を
試
み
る
』
と
さ
れ
､
そ
の
趣
旨
に

(5
)

沿
っ
た
労
作
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
本
書
も
､
同
様
の
趣
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
｣｡

一
方
､
使
周
文
献
に
関
し
て
い
え
ば
'
本
講
座
所
収
論
文
に
お
い
て
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
用
い
る
論
稿
は

『
民
法

『再開修正民法草案註釈』についてXXIX



講
座
』
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
く
､
こ
れ
を
使
用
す
る
の
は
'

『各
論
』
の
巻
に
収
録
さ
れ
た
､

【
50
】
平
山
也
寸
志

｢代
理
論
史

(59
)

(60
)

-
代
理
権
濫
用
論
を
中
心
に

～

｣､
【
51
】
月
岡
利
男

｢物
権
変
動
論
史
｣
の
二
論
文
の
み
で
あ
る
O

な
お
､
『
通
史
』
の
巻
に
収
録
の
t
M
52
】
岸
上
晴
志

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
時
代
｣
は
'
『プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
と

『プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』

(61
)

を
指
し
て
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
～
ド
草
案
に
は
､
原
案
と
再
開
修
正
民
法
草
案
が
あ
る
｣
と
す
る
.
し
か
し
､
こ
の
記
述
は
､
次
の
二
点
に

お
い
て
問
題
が
あ
る
.
ま
ず
第

1
に
'
こ
の
記
述
で
は

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
が
落
ち
て
い
る
.
第
二
に
､
か
か
る
表
現
で
は
仏
文
草

案
と
邦
文
草
案
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
に
対
応
す
る
邦
文
草
案
に
は

『
再
開
民
法
草

案
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
二
つ
が
あ
る
の
だ
か
ら
'
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
指
し
て

｢再
開
修
正
民
法
草
案
｣
と

表
記
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
｡

b

広
中
俊
雄
-
星
野
英

t
編

『
民
法
典
の
百
年
』

『
民
法
講
座
』
の
手
法
を
基
本
的
に
受
け
継
い
だ
第
二
の
企
画
は
､
広
中
俊
雄
-
星
野
英

一
編

『
民
法
典
の
百
年
』
全
四
巻

(有

斐
閣
'

1
九
九
八

(平
成

1
0
)
年
)
で
あ
る
.

本
講
座
の
所
収
論
文
の
中
に
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
や

『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
そ
の
他
種
々
の
資
料
を
用
い
て
､
旧
民
法

の
制
定
過
程
を
詳
細
に
掃
出
し
よ
う
と
す
る
論
稿
も
あ
る
が
､
し
か
し
'
全
体
的
傾
向
と
し
て
は
'
星
野
-
法
学
協
会
雑
誌
系
論
文

･
『
民
法
講
座
』
所
収
論
文
に
お
け
る
と
同
様
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
の
み
を
引
用
す
る
論
稿
が
多
い
｡

他
方
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
参
照
す
る
論
文
は
､
非
常
に
少
な
い
｡
『
Ⅰ
全
体
的
観
察
』
で
は
､
【
53
】
中
舎
寛
樹

｢日

(62
)

本
民
法
の
展
開
甜
刊
例
の
法
形
成
～

無
権
利
者
か
ら
の
不
動
産
の
取
得

-
｣
の

1
論
文
の
み
､
『
Ⅱ
個
別
的
観
察
用
総
則
編

･

(63
)

物
権
編
』
で
は
､
【

54

】
山
本
豊

｢民
法

1
四
五
条

(時
効
の
援
用
の
意
味
お
よ
び
援
用
権
者
の
範
囲
)
｣
､
【
55
】
安
永
正
昭

｢民

m『再開修正民法草案註釈』について



′一t＼

法

7
九
二
条
～
7
九
四
条

(動
産
の
善
意
取
得
)
｣
'
【
56
】
生
熊
長
幸

｢民
法
三
〇
四
条

･
三
七
〇
条

(先
取
特
権

･
抵
当
権
の
物

(65
)

(66
)

上
代
泣
)
｣
の
三
論
文
､
『
Ⅲ
個
別
的
観
察

鞘債
権
編
』
で
は
､
叩
57
】
大
塚
直

｢民
法
七

1
五
条

｡
七

1
七
条
｣
の
一
論
文
の
み
で

あ
る
｡

(
四
)

小

括

以
上
'
わ
が
国
の
民
法
学
説
に
お
け
る
旧
民
法
草
案
ま
で
遡
る
沿
革
史
的
研
究
の
発
生

･
展
開
過
程
の
中
で
の
､
『
再
開
修
正
民

法
草
案
註
釈
』
の
利
用
状
況
の
変
化
を
概
観
し
た
｡

そ
こ
か
ら
は
'
本
解
題
の
冒
頭
で
提
示
し
た
問
題
に
対
し
て
､
次
の
よ
う
な
答
え
を
導
き
う
る
｡

〔

1
〕
ま
ず
'
か
つ
て
の
旧
民
法
研
究
に
お
い
て

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
引
用
頻
度
が
高
か
っ
た
理
由
は
'
こ
の
文
献
が
､

旧
民
法
関
係
資
料
の
発
見

｡
公
表
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
そ
の
時
代
に
お
い
て
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
と
な
ら
ん
で
最
も
ポ
ピ

ユ
ラ
～
で

入
手

･
参
照
し
や
す
い
資
料
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
へ
か
つ
て

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が
多
用
さ
れ
た
の
は
､
単
に

｢そ
れ
し
か
資
料
が
な
か
っ
た
｣
か
ら
で
あ
る
｡

他
方
､
こ
の
文
献
が
次
第
に
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
理
由
と
し
て
は
､
次
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

〔

2
〕
そ
の
1
は
'
こ
の
文
献
が
､
『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
単
な
る
翻
訳
な
い
し
二
次
資
料
に
過
ぎ
な
い
と
の
理
解
が

1
般
化
し

た
点
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
従
前
の
学
説
は
､
こ
の
文
献
の
有
す
る
独
自
的
な
意
義
-

こ
の
文
献
が
そ
も
そ
も

｢何
の
た
め
に
｣
出

『再閲修正民法草案註釈』について

版
さ
れ
'
｢誰
に
よ
っ
て
｣
｢
い
か
な
る
用
途
で
｣
利
用
さ
れ
た
の
か

に
つ
き
'
さ
し
た
る
調
査

｡
検
討
も
行
う
こ
と
も
な
く
も



こ
れ
を

『
プ
ロ
ジ

エ
』
に
完
全
に
従
属
す
る
-

資
料
価
値
と
し
て
劣
る
～

文
献
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
結
果
p
｢二

次
資
料
は

一
次
資
料
に
劣
後
す
る
｣
あ
る
い
は

｢翻
訳
で
は
な
く
原
本
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
っ
た

一
般
命
題
を
､

こ
の
文
献
に
関
し
て
も
単
純
に
当
て
は
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

〔

3
〕
右
の
点
は
､
従
来
の
旧
民
法
研
究
に
お
け
る

｢プ
ロ
ジ

エ
中
心
主
義
｣
と
で
も
い
う
べ
き
手
法
上
の
特
徴
と
関
連
し
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
､
従
来
の
旧
民
法
研
究
に
お
い
て
は
､
参
照
資
料
と
し
て
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
起
草
の
仏
文
草
案

｡
注
釈

(そ
の
中
で
も
と
く

に

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
)
と
旧
民
法
正
文
の
二
つ
を
挙
示

･
対
比
す
れ
ば
事
足
り
る
､
と
い
う
手
法
が

7
般
的
で
あ
っ
た
O
こ
れ

は
､
立
法
過
程
に
関
す
る
考
察
方
法
と
し
て
は
非
常
に
特
異
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
と
え
ば
現
行
民
法
の
起
草
過
程
に
つ

き
､
法
典
調
査
会
に
お
け
る
穂
積

･
富
井

･
梅
ら
起
草
委
員
に
よ
る
原
案
の
趣
旨
説
明
と
現
行
民
法
正
文
の
二
種
の
資
料
の
み
を
紹

介

･
検
討
す
る
だ
け
で
十
分
と
考
え
る
者
は
'
お
そ
ら
く
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
多
く
の
研
究
者
は
､
起
草
委
員
の
趣
旨
儲
明
の

後
に
な
さ
れ
る
法
典
調
査
会

(主
査
会

･
整
理
会

｡
総
会
)
審
議
か
ら
帝
国
議
会

(衆
議
院

工
員
族
院
)
審
議
を
経
て
公
布
に
至
る

ま
で
の
条
文
の
変
化
を
逐

1
追
跡
す
る
に
違
い
な
い
｡
と
こ
ろ
が
p
旧
民
法
に
関
し
て
は
､
ボ
ワ
リ
ナ
～
ド
の
起
草
し
た
仏
文
草
案

が
､
そ
の
後
の
立
法
の
各
段
階
…

民
法
編
纂
局

｡
法
律
取
詞
委
員
会
に
お
け
る
翻
訳
･

審
議
の
後
'
元
老
院
に
下
付
さ
れ
､
枢
密

院
に
諮
諭
さ
れ
'
公
布
の
後
も
元
老
院
に
よ
り
事
後
検
視
が
行
わ
れ
た
-

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討

す
る
論
文
は
､
(と
く
に
商
事
法
務
研
究
会
よ
り
法
律
取
調
委
員
会
の
審
議
資
料
等
が
復
刻
さ
れ
る
以
前
に
は
)
池
田

叩
柑
】
の
よ

(67
)

う
な
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
が
も
し
検
討
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
旧
民
法
の

立
法
過
程
に
お
い
て

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が
有
し
た
独
自
的
な
意
義
に
気
づ
く
研
究
者
も
､
あ
る
い
は
現
れ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
｡

XXXli『再開修正民法草案註釈』について



も
っ
と
も
､
こ
の
よ
う
な

｢プ
ロ
ジ

エ
中
心
主
義
｣
の
研
究
手
法
に
あ
っ
て
も
'
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
内
容
が

『
プ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
良
好
な
翻
訳
と
評
価
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
こ
の
文
献
は

-

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
仏
文
読
解
の
た
め
の
補
助
資

料
と
し
て
で
は
あ
る
が
-

も
う
少
し
は
参
照

･
引
用
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
妨
げ
た
の
は
､
下
記

〔4
〕

〔5
〕
〔6
〕
に
述
べ
る
よ
う
な
､
こ
の
文
献
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
問
題
点
で
あ
っ
た
｡

〔4
〕
そ
の
第

一
は
､
上
山

【
42
】
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
こ
の
文
献
の
訳
文
に
は
種
々
の

｢文
法
上
の
問
題
点
も
少
な
く
な

い
｣
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
文
献
に
独
自
の
資
料
価
値
を
見
出
さ
ず
､
も
っ
ぱ
ら

『
プ
ロ
ジ

エ
』
仏
文
読
解
の
た
め
の
補
助
資
料
と
し

て
の
意
義
の
み
を
考
え
た
場
合
､
翻
訳
の
巧
拙
は
大
き
な
問
題
と
な
る
｡
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
､
池
田

【
柑
】
が
明
瞭
に
指
摘

し
た
よ
う
に
､
そ
の

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
見
ら
れ
る

(実
際
に
は
そ
れ
以
前
の
邦
文
草
案
か
ら
の
)
誤
訳
な
い
し
意
訳

が
､
ボ
ワ
ソ
ナ
～
ド
の
仏
文
立
法
原
案
の
趣
旨
を
曲
げ
､
そ
の
た
め
に
法
律
取
詞
委
員
会
で
の
議
論
に
紛
糾
を
来
し
た
例
ま
で
あ
る

(鍋
)

こ
と
で
あ
る
｡
勿
論
そ
れ
は
そ
れ
で
､
池
田

【
18
3
が
考
察
し
た
よ
う
に
､
当
時
の
わ
が
国
の
社
会
背
景
や
法
文
化
の
レ
ベ
ル
を
哩

解
す
る
上
で
の
貴
重
な
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
'
こ
こ
に
至
っ
て
は
､
こ
の
文
献
が

『
プ
ロ
ジ

エ
』
仏
文
読
解
の
補
助

資
料
と
し
て
不
適
切
と
い
う
だ
け
で
な
く
､
旧
民
法
の
立
法
過
程
を
た
ど
る
研
究
に
有
害
な
要
素
を
与
え
る
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
O

結
果
と
し
て
p
上
山

閃
42
】
も
い
う
よ
う
に
､
｢彼

〔ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
〕
の
原
意
を
探
る
た
め
に
は
｣
誤
訳
な
い
し
不
適
切
な
訳
の

多
い

(と
い
う
の
が
従
来
の
1
般
的
評
価
な
の
で
あ
ろ
う
)
本
資
料
を
用
い
る
よ
り
も

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
直
接
参
照
す
る
の

が
望
ま
し
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

〔

5
〕
第
二
は
､
内
地

弼
9
】
や
藤
原

叩
32
】
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の

間
に
､
そ
の
内
容
に
相
違
個
所
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
｡
だ
が
､
｢『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
活
版

『再開修正民法草案註釈』についてXXXlll



本
の
翻
訳
で
あ
る
｣
と
の
素
朴
な
理
解
を
疑
う
こ
と
も
な
か
っ
た
従
前
の
学
説
に
お
い
て
､
こ
の
点
に
気
づ
く
者
は
少
な
か
っ
た
｡

あ
る
い
は
相
違
個
所
に
気
づ
い
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
､
｢プ
ロ
ジ

エ
中
心
主
義
｣
の
下
で
は
､
上
記

〔4
〕
で
述
べ
た
よ
う
な

『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
側
の
誤
訳
な
い
し
誤
植
に
違
い
な
い
と
理
解

(誤
解
)
さ
れ
'
こ
の
文
献
の
利
用
を
い
っ
そ
う
蹄
曙
さ
せ

XXXlV

る
だ
け
だ
っ
た
ろ
う
｡
従
前
の
学
説
に
お
い
て
'
か
か
る
両
者
間
の
異
同
問
題
を

両
者
の
克
復
関
係
を
も
含
め
て

喝
破
し

た
の
は
､
ひ
と
り
藤
原

耶
32
】
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

も
っ
と
も
､
藤
原

【
32
】
が
扱
っ
た
抵
当
権
は
第
四
編

(債
権
担
保
編
)
の
規
定
で
あ
り
､
内
地

【
9
】
が
扱
っ
た
時
効
は
第
五

編

(証
拠
編
)
の
規
定
で
あ
る
.
こ
の
両
編
に
つ
い
て
は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
-
ド
の
仏
文
草
稿
が
で
き
て
す
ぐ
に
条
文
の
審
議
が
行
わ
れ

た
と
い
う
状
況
に
あ
り
､
ボ
ワ
ソ
ナ
～
ド
の
仏
文
確
定
稿
に
基
づ
く

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
印
刷
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
作

成
印
刷
時
点
が
前
後
し
て
い
た
可
能
性
も
大
き
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
た
と
え
ば
池
田

【
18
山
が
扱
っ
た
債
権
譲
渡
の
よ
う
に
､
ボ

ワ
ジ
ナ
ー
ド
が

『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
の
段
階
か
ら
時
間
を
か
け
て
検
討
を
重
ね
て
審
議
に
至
る
第
二
編

(財
産
編
)
の
部
分
で
は
'

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
異
同
問
題
の
議
論
が
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
定
で
き
る
｡

〔6
〕
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
そ
れ
自
体
の
抱
え
る
問
題
点
の
第
三
は
､
芦
野

【
49
】
も
指
摘
す
る
､
異
本
の
多
さ
で
あ
る
｡

こ
の
点
に
関
し
て
は
､
試
み
に
､
上
記

【
2
】
以
下
に
挙
げ
た
諸
論
稿
が
掲
記
す
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
引
用
頁
を
'

本
復
刻
版
で
開
い
て
み
る
と
よ
い
｡
指
定
さ
れ
た
頁
に
'
こ
れ
に
該
当
す
る
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
､
著
者
が
使

用
し
た
版
と
､
本
復
刻
版
の
原
本
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
'
こ
の
時
代
の
書
籍
に
は
し
ば
し
ば
生
ず
る
問
題
で
あ
る
が

(
つ
い
で
に
い
え
ば
､
今
日
最
も
使
用
頻
度
の
高
い

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
に
も
異
本
が
存
在
す
る
)､
そ
の
中
に
あ
っ
て
も

『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
異
本
の
多
さ
は
突
出
し
て
お
り
､
こ
の
点
が
､
本
資
料
を
使
用
し
て
執
筆
さ
れ
た
論
文
に
関
す
る
､
読

『再開修正民法草案註釈』について



者
側
の
追
検
証
を
困
韓
に
し
て
い
る
.
そ
し
て
､
右
の
問
題
に
気
づ
い
た
研
究
者
は
､

-

芦
野
の
よ
う
に
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て

こ
の
問
題
に
誠
実
に
向
き
合
う
の
で
な
け
れ
ば
-

､
本
資
料
の
使
用
そ
れ
自
体
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
る
｡

以
上

〔
2
〕

～
〔6
〕
は
､
昭
和
四
〇
年
代
の
沿
革
的
考
察
の
成
立
期
よ
り
存
在
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
が
､
近
時
の
動
向
と
の

関
係
で
は
'
さ
ら
に
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

〔7
〕
そ
れ
は
､
国
立
公
文
書
館

･
法
務
図
書
館
あ
る
い
は
種
々
の
資
料
復
刻
を
通
じ
て
､
参
照

･
利
用
可
能
な
旧
民
法
関
係
資
料

の
種
類
が
増
加
し
､
上
記

〔
1
〕
で
述
べ
た
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
み
が
参
照
可
能
な
唯

一
の
資
料
で
あ

っ
た
時
代
が

終
わ
り
を
告
げ
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
と
く
に
有
斐
閣
=
宗
文
館
書
店
に
よ
る

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
復
刻
と
､
商
事
法

務
研
究
会
に
よ
る
法
律
取
詞
委
員
会
審
議
資
料
等
の
復
刻
の
二
者
の
も

つ
意
味
が
大
き
い
｡
前
者
は
､
｢プ

ロ
ジ

エ
中
心
主
義
｣
の

下
で
､
｢原
典
｣
参
照
の
機
会
が
な
い
た
め
や
む
を
得
ず

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
引
用
し
て
い
た
研
究
者
を
､
『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
み
の
引
用

へ
と
向
か
わ
せ
た
｡
他
方
､
後
者
は
､
…

本
質
的
に
は
､
｢旧
民
法
起
草
過
程
の
研
究
に
つ
い
て
は
ボ

ワ
リ
ナ
ー
ド
草
案

(仏
文
あ
る
い
は
そ
の
翻
訳
)
だ
け
を
引
用

｡
検
討
す
れ
ば
事
足
り
る
｣
と
す
る
従
来
の
考
察
手
法
に
変
化
を
も

た
ら
す
類
の
資
料
の
は
ず
な
の
で
あ
る
が
-

､
目
下
の
と
こ
ろ
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
引
用
を
排
除
す
る
作
用
を

営
ん
で
い
る
｡
と
い
う
の
も
､
従
来
､
『
プ

ロ
ジ

エ
』
と

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
二
者
を
参
照
し
て
い
た
研
究
者
が
､
限

ら
れ
た
紙
面
の
中
で
､
後
者
に
関
す
る
検
討
を
省
略
し
て
､
こ
れ
と
差
し
替
え
に
商
事
法
務
版
資
料
の
検
討
を
盛
り
込
む
よ
う
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

以
上
が
､
と
り
わ
け
近
時
の
研
究
に
お
い
て

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が
使
用
さ
れ
な
く
な

っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
そ
れ
ら
は
何
れ
も
､
こ
の
文
献
が
有
し
て
い
た
独
自
的
な
意
義
に
関
す
る
無
関
心
な
い
し
無
知

(上
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記

〔2
〕
〔3
〕
参
照
)
か
ら
生
じ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
と
え
ば
､
か
つ
て
こ
の
文
献
の
引
用
頻
度
が
多
か
っ

た
の
は
､
そ
れ
が
最
も
入
手
し
や
す
い
文
献
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
(

〔

1
〕
)
､
し
か
し
､
そ
も
そ
も
何
故
こ
の
文
献
だ
け
が
広
く

現
存
し
て
い
る
の
か
､
あ
る
い
は
何
故
こ
の
文
献
だ
け
突
出
し
て
異
本
が
多
い
の
か

(
〔6
〕
)
t
と
い
う
点
に
つ
き
根
本
的
な
問
題

患
港
を
持
っ
た
研
究
者
は
､
従
来
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
.
ま
た
､
先
に
述
べ
た
よ
う
に

(
〔且

〔5
〕
)p
従
前
の
学
説
は
､

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と

『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
間
の
内
容
の
ず
れ
に
気
づ
か
ず
､
あ
る
い
は
気
づ
い
た
と
し
て
も
'
こ

れ
を
単
純
に
誤
訳
な
い
し
誤
植
と
し
て
片
づ
け
る
傾
向
が

1
般
的
で
あ
っ
た
O
も
し
こ
れ
ら
の
点
に
関
心
が
持
た
れ
て
い
れ
ば
'
旧

民
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
'
あ
る
い
は
明
治
二
〇
年
代
の
司
法
に
お
け
る
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
独
自
的
な
意
義
に

つ
い
て
も
､
こ
れ
に
思
い
至
る
こ
と
は
容
易
だ
っ
た
ろ
う
｡
以
下
､
こ
の
点
に
つ
き
'
章
を
改
め
て
検
討
す
る
.

XXXV1

こ

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
異
本
お
よ
び
所
蔵

『再開修正民法草案註釈』について

〓
)

調
査
方
法

そ
も
そ
も

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
な
る
表
題
を
も
つ
書
籍
は
､
今
田
ど
れ
ほ
ど
現
存
し
て
い
る
の
か
｡
ま
た
､
そ
れ
に
は

ど
の
よ
う
な
異
本
が
存
在
す
る
の
か
｡
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
､
今
回
の
復
刻
に
際
し
て
､
わ
れ
わ
れ
は
､
本
資
料
の
収

蔵
に
つ
き
'
田
本
の
大
学
図
書
館

申
公
共
図
書
館
に
対
す
る
悉
皆
調
査
を
行
っ
た
.

(69
)

(70
)

ま
ず
'
そ
の
調
査
方
法
に
関
し
て
い
え
ば
､
当
初
の
目
論
見
で
は
､
N
A
C
S
IS
IW
eb
cat
お
よ
び
各
図
書
館
の
o
p
A
C
を
検
索
し
､



そ
の
内
容
を
整
理
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
'
こ
れ
ら
の
電
子
目
録
で
は
版
の
相
違
等
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
た
め
､
結
局
､
全
図
書
館
に
現
物
の
複
写
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
ご
協
力
い
た
だ
い
た
関
係
諸
機
関
の
ご
厚
意
に
深

甚
の
謝
意
を
申
し
述
べ
た
い
o
ま
た
､
慶
庵
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
相
互
貸
出
(IL
L
)担
当
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
は
'
膨
大

な
数
の
複
写
申
込
手
続
に
つ
き
p
大
変
な
お
手
間
を
取
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
さ
ら
に
､
小
柳
春

1
郎
濁
協
大
学
教
授
､
雄
松
堂

出
版

･
鈴
木
勝
治
氏
に
は
､
濁
協
大
学
蔵
本

･
法
務
図
書
館
蔵
本
そ
の
他
に
つ
き
､
現
物
確
認
の
労
を
お
取
り
い
た
だ
い
た
｡
あ
わ

せ
て
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
｡

な
お
､
各
蔵
本
の
異
同
を
確
認
す
る
た
め
に
は
､
全
頁
を
対
比
す
る
の
が
本
筋
で
は
あ
る
が

(本
資
料
集
成

｡
第
三
回
配
本

『
註

釈
民
法
草
案
』
に
関
し
て
は
'
東
京
大
学
蔵
本

｡
法
務
図
書
館
蔵
本

･
九
州
大
学
蔵
本
に
つ
き
全
頁
の
現
物
対
比
を
行
っ
て
い
る
)
､

し
か
し
､
今
回
の
よ
う
に
収
蔵
館
の
数
が
多
い
場
合
に
は
､
全
頁
対
比
は
到
底
無
理
で
あ
る
た
め
､
複
写
対
象
を

一
定
の
も
の
に
限

定
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
問
題
は
､
各
蔵
本
の
異
同
を
確
認
す
る
た
め
に
は
最
低
限
何
を
複
写

･
入
手
す
れ
ば
十
分
か
､
で
あ
る
｡
今

回
の
悉
皆
調
査
に
お
い
て
は
､
①
表
紙
､
②
本
文

(冒
頭
頁
お
よ
び
最
終
頁
)
､
③
正
誤

(全
真
)
'
④
目
次

(全
頁
)
'
⑤
凡
例

･

増
補
そ
の
他

(冒
頭
頁
お
よ
び
最
終
頁
)
､
⑥
印
刷
元
の
記
載
頁

(全
頁
)
･
⑦
旧
蔵
印
の
押
印
頁

(全
頁
)
の
複
写
を
依
頼
し
た

が

(た
だ
し
'
③
-
⑦
に
つ
い
て
は
､
当
初
よ
り
存
在
し
な
い
巻

･
蔵
本
も
あ
る
)
､
結
論
的
に
い
え
ば
p
こ
れ
ら
の
情
報
の
み
で

は
依
然
と
し
て
異
同
の
不
明
な
も
の
も
残
さ
れ
た
｡
最
大
の
問
題
は
､
複
写
を
取
り
寄
せ
た
だ
け
で
は
､
①
-
⑦
の
事
項
が
､
当
初

よ
り
存
在
し
て
い
な
い
の
か
､
後
に
欠
損
し
た
の
か
､
あ
る
い
は
今
回
の
複
写
の
際
に
単
に
コ
ピ
ー
し
忘
れ
た
だ
け
な
の
か
に
つ
き

確
証
が
持
て
な
い
t
と
い
う
点
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
､
幾
つ
か
の
蔵
本
に
関
し
て
は
､
追
加
的
に
､
③
正
誤
の
部
分
を
用
い
て
現
物

の
比
較
対
照
調
査
を
行
っ
た
が

(蔵
本
A
に
正
誤
が
あ
り
蔵
本
B
に
正
誤
が
な
い
場
合
t
A
の
正
誤
が
B
の
本
文
印
刷
に
お
い
て
訂

『再開修正民法草案註釈』についてⅩXXVll



正
さ
れ
て
い
れ
ば
､
A
の
ほ
う
が
B
よ
り
も
古
い
印
刷
で
あ
る
｡
訂
正
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
､
可
能
性
は
二
つ
-

A
と
B
は
同
じ

版
で
B
の
正
誤
が
欠
損
な
い
し
複
写
し
忘
れ
に
な
っ
て
い
る
か
､
あ
る
い
は
t
B
の
ほ
う
が
A
よ
り
も
古
い
印
刷
か
～

で
あ
る
)
t

L
か
L
t
遺
憾
な
が
ら
､
す
べ
て
の
蔵
本
に
つ
き
右
の
確
認
を
行
う
時
間
的
な
ら
び
に
経
済
的
余
裕
は
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､

以
下
に
述
べ
る
異
本
の
分
類
､
お
よ
び
'
右
異
本
類
型

へ
の
各
図
書
館
蔵
本
の
当
て
は
め
は
､
基
本
的
に
は
前
記
①
-
⑦
の
情
報
の

限
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､
予
め
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

XXXVlll

(

こ
)

異

本

従
来
､
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
は
二
種
の
も
の
が
あ
る
と
い
わ
れ
'
旧
民
法
研
究
者
の
間
で
は
､
両
者
を
､
｢活
字
の

隙
間
の
空
い
て
い
る
版
｣
と

｢詰
ま
っ
た
版
L
t
あ
る
い
は
､
｢表
紙
に

『
司
法
省
』
の
表
記
の
な
い
版
｣
と

｢あ
る
版
｣
な
ど
と

呼
ん
で
区
別
し
て
き
た
.
時
代
的
に
は
'
各
考
の
区
別
に
お
け
る
前
者
が
古
い
版
で
､
後
者
が
新
し
い
版
で
あ
る
.

し
か
し
な
が
ら
､
今
回
の
調
査
の
結
果
､
右
に
い
う

｢活
字
の
隙
間
の
空
い
て
い
る
版
｣
(以
下
で
は
便
宜
上
こ
れ
を

｢旧
版
｣

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
二
詰
ま
っ
た
版
｣
(以
下

｢改
版
｣
と
呼
ぶ
)
の
各
々
に
つ
き
､
そ
の
内
部
に
､
さ
ら
に
数
種
の
異
本
が
存

在
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
｡
こ
れ
を
整
理
し
た
も
の
が
'
後
掲

《
図
表
1

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
異
本

一
覧
》
で
あ
る
｡

1
方
､
｢表
紙
に

『
司
法
省
』
の
表
記
の
な
い
版
｣
｢あ
る
版
｣
に
関
し
て
は
'
後
掲

《
図
表
2

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』

表
紙

一
覧
》
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
本
書
の
表
紙
の
体
裁
は
､
大
ま
か
に
は
次
の
二
種
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
o
そ
の
7
は
､
表
題
を
囲
ん
で
装
飾
的
な
縁
取
り
が
施
さ
れ
て
お
り
t
か
つ
内
容
に
関
す
る
目
次
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い

『再開修正民法草案註釈』について



版
で
あ
る
｡
そ
の
二
は
､
表
題
に
右
の
類
型
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
縁
取
り
が
存
在
せ
ず
'
そ
の
代
わ
り
に
目
次
が
記
載
さ
れ
て
い
る

版
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版
は
､
前
者
の
類
型
の
み
に
存
在
し
､
後
者
の
類
型
に
は
存
在
し
て
い

な
い
｡
し
か
も
､
こ
の

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版
は
､
活
字
の
隙
間
の
空
い
て
い
る
版

(旧
版
)
に
は
存
在
せ
ず
､
活
字
の
詰

ま
っ
た
版

(改
版
)
の
み
に
認
め
ら
れ
る
｡

表 義
顔 港
に

に縁 縁
敬 敬
り り
が が
な

あく り
目 目
吹

吹が があ なる し

ヽ版 版

秦紙に TK● A い 括る字版 の

●VL ●B義法ぎ ●M● ●E●F●

壷 琶空の表

記のない版 G しヽて

N C 活辛の壬土●0 ●H●Ⅰ PPまった版義@秦
紙
に
義

汰
筆

の
秦
記

の
あ
る
版

UP.D
●●●WQJ
■

●
R

●
(S
)

*
S
の
表
紙
に
は
､
表
題
を
囲
む
縁
取
り
が

な
い
｡

結
論
的
に
い
え
ば
､
表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版
は
､
種
々
存
在
す
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
版
本
の
中
で

も
最
後
の
版
と
い
う
こ
と
に

なるのであるが､しかしながら､この

表紙をもつ版



さ
て
､
以
上
の
よ
う
な
表
紙
お
よ
び
内
容
の
相
違
に
着
眼
し
た
分
類
を
行
っ
た
後
､
こ
れ
に
基
づ
き
各
図
書
館
の
蔵
本
を
再
整
理

し
た
も
の
が
､
後
掲

《
図
表
3

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
所
蔵

一
覧
》
で
あ
る
｡
右
図
表
に
示
し
た
旧
蔵
関
係
の
情
報
等
か

ら
も
､
各
版
本
の
刊
年

･
新
旧
関
係
等
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
以
下
､
こ
れ
ら

《
図
表
1
》

《
図
表
2
》
《
図
表
3
》
を
用
い
て
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
各
巻
に
つ
き
､
そ
の
異
本
と
新
旧
関
係
を
概
観
す
る

(な
お
､

収
蔵
関
係
の
情
報
は
二
〇
〇
〇

(平
成

〓

1)
牢
三
月
末
日
時
点
の
も
の
で
あ
る
).

xi

1

第
二
編

(財
産
編
)
総
則

･
物
権
部

ボ
ワ
ソ
ナ
r
ド
草
案
お
よ
び
旧
民
法
正
文
は
'
｢第
二
編
｣
(旧
民
法
正
文
で
は

｢財
産
編
｣
)
を
物
権
部
と
人
権
部
の
二
部
と
し
､

か
つ
､
冒
頭
に
両
部
の
共
通
規
定
と
し
て

｢前
置
条
例
｣
(旧
民
法
正
文
に
お
い
て
は

｢総
則
｣)
を
置
く
構
成
を
と
っ
て
い
る
が
､

し
か
し
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
仏
文
の
表
題
と
同
様
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
も
､
こ
の
巻
の
書
名
に
つ
き
､
｢前
置
条
例
｣
の

記
載
を
省
略
し
て
'
『
第
武

〔二
〕
編

物
権
ノ
部

〔物
権
之
部

｡
物
権
〕
』
と
だ
け
記
載
し
て
い
る
｡

a

旧

版

旧
版

(活
字
の
隙
間
の
空
い
て
い
る
版
)
は
､
上
下
二
巻
本
で
あ
る
｡

ま
ず
､
そ
の

｢上
巻
｣
に
つ
い
て
｡
表
紙
は
､
い
ず
れ
も

《
図
表
2
》
表
紙
A
で
あ
る
が
､
内
容
に
関
し
て
は
､
今
回
の
調
査
で
'

《
図
表
1
》
に
い
う
版
創
｡
N<

･
朋
の
三
種
の
異
本
を
発
見
し
た
.
こ
の
う
ち
､
版
剤
と
版
朋
の
先
後
関
係
は
､
Al
の
正
誤
が
朋
で

は
す
べ
て
の
個
所
に
つ
き
本
文
印
刷
上
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
A1
-
朋

の
順
で
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
'

『再開修正民法草案註釈』について



版
彪
と
版
<rn
の
克
復
関
係
に
つ
い
て
は
p
朋
の
正
誤
が
朋

で
は
直
さ
れ
て
い
る
個
所
も
あ
り
､
直
さ
れ
て
い
な
い
個
所
も
あ
る
｡
し

か
し
な
が
ら
､
射
･
彪
に
存
在
し
た

｢凡
例
｣
が
朋
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら

(こ
の

｢凡
例
｣
は
､
後
述

｢改
版
｣
に
お
い
て

も
存
在
し
な
い
)
I
Al
･
彪
よ
り
朋
の
ほ
う
が
時
代
的
に
は
後
の
出
版
と
推
定
さ
れ
る
｡

な
お
､
右

｢凡
例
｣
に
は
､
｢本
案
ノ
註
解
中
往
々
附
註
ア
リ
初
メ
之
チ
記
ス
ニ
附
言
ノ
稀
ヲ
以
テ
セ
シ
カ
-
-
後
二
改
メ
テ

〔イ

ロ
ハ
〕
ヲ
以
テ
之
ヲ
記
ス
然
レ
ト
モ
許
多
ノ
申
或
ハ
改
正
二
漏
レ
奮
態

ニ
テ
存
ス
ル
モ
ノ
健
之
レ
ア
ラ
ン
｣
と
あ
る
｡
右
の
記
述
か

ら
す
れ
ば
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
も
ま
た
'
そ
れ
以
前
の
邦
文
草
案
注
釈
書

(『
註
釈
民
法
草
案
』
『
再
閲
民
法
草
案
』
そ

の
他
)
と
同
様
､
数
頁
ご
と
に
翻
訳
の
う
え
分
冊
形
式
で
出
版
さ
れ
た
後
に
合
冊
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
､
版
封
よ
り
以
前
の

(分

冊
形
式
の
)
版
本
に
関
し
て
は
､
こ
れ
を
発
見
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
｡

次
に
､
｢下
巻
｣
に
つ
い
て
.
そ
の
表
紙
は

《
図
表
2
》
表
紙
B
の

一
種
類
の
み
で
あ
る
が
､
中
身
に
関
し
て
い
え
ば
'
少
な
く

と
も

《
図
表
1
》
版
別

･
配
･
即の
三
種
の
異
本
が
存
在
す
る
o
こ
の
う
ち
､
版
Bl
の
本
文
末
尾
に
は

｢明
治
二
十

1
年
/

一
月
十

七
日
/
京
橋
匿
元
数
寄
屋
町
四
丁
目
二
番
地
/
藤
田
活
版
所
印
刷
｣
の
印
字
が
あ
る
が
'
こ
の
日
付
は
､
ま
さ
に
同
着
に
収
録
さ
れ

(71
)

て
い
る
部
分
の
草
案
に
関
す
る
､
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
の
第

1
次
草
案
審
議

(｢原
案
｣
審
議
)
の
時
期
に
合
致
し
て
い
る
.

1
方
､
版
配
は
'
-

少
な
く
と
も
濁
協
大
学
蔵
本
に
関
し
て
い
え
ば

-
p
別
の
正
誤
が
印
刷
上
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､

al
よ
り
も
後
の
版
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
'
版
鋸
は
'
-

少
な
く
と
も
慶
磨
義
塾
大
学
の
二
種
の
蔵
本
な
ら
び
に
法
務
図
書
館
蔵

本
に
関
し
て
い
え
ば
-

､
別
･
配
の
何
れ
の
正
誤
と
も
本
文
印
刷
上
訂
正
済
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
結
局
､
こ
れ
ら
三
種
の
異
本

の
先
後
関
係
は
､
B1
-
配
-
即
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
た
だ
し
､
正
誤
を
用
い
た
新
旧
対
比
を
行
っ
た
の
は
右
の
三
図
書
館
の
蔵
本

の
み
で
あ
り
､
他
の
図
書
館
の
蔵
本
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
｡

『再開修正民法草案註釈』についてxli



b

改

版

1
方
､
改
版

(活
字
の
詰
ま
っ
た
版
)
は

1
冊
か
ら
な
る
が
､
こ
れ
に
も
二
種
の
異
本
が
存
在
す
る
｡

そ
の
1
は
､
三
四
〇
頁
か
ら
な
る
上
巻
と
､
四
二
〇
頁
か
ら
な
る
下
巻
を
単
純
に
合
冊
し

(頁
数
は
打
ち
直
さ
れ
て
い
な
い
)～

こ
れ
に

｢第
武
編

物
権
之
部

全
｣
の
表
紙

(《
図
表
2
》
表
紙
C
)
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
題
名
表
記
は
'
下
記
D
の

表
記
よ
り
は
､
上
記
旧
版

(A
｡
B
)
の
表
記
に
類
似
し
て
い
る
｡
宗
文
館
書
店
に
よ
る
復
刻
版
も
､
中
身
に
関
し
て
は
こ
の
版
で

あ
る
が
､
し
か
し
､
そ
の
表
紙
に
は
､
上
記

《
図
表
2
》
表
紙
C
を
そ
の
ま
ま
写
真
復
刻
し
た
も
の
と
､
復
刻
に
際
し
て
新
た
に
活

字
等
を
組
み
直
し
た
も
の
の
二
種
が
あ
る

(な
お
'
右
宗
文
館
復
刻
版
の
表
紙
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
が
復
刻
で
あ
る
こ
と
が

1
見
し

て
明
ら
か
で
あ
る
た
め
'
《
図
表
2
》
に
は
掲
げ
な
か
っ
た
)o

そ
の
二
は
､
表
紙
に

｢第
二
編

物
権

全
｣
と
表
記
さ
れ
､
ま
た

｢司
法
省
｣
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
版
で
あ
る

(《
図
表
2
》

表
紙
D
)｡
中
身
に
関
し
て
も
､
全
七
四
〇
頁
が
通
頁
に
な
っ
て
い
る
点
､
お
よ
び
､
冒
頭
に
目
次

(三
頁
)
が
存
在
し
て
い
る
点

に
お
い
て
､
右
の
版
C
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
な
お
､
早
稲
田
大
学
蔵
本
の
同
版

(D
)
に
は

｢明
治
甘
三
年
十
二
月
甘
四

日
購
求
｣
の
喜
入
が
存
在
す
る

(第
三
編

(p

･
Q
･
R
)
に
関
し
て
も
同
様
)｡
こ
れ
は
､
旧
民
法
の
公
布
と
同
年
で
､
か
つ
公

(72
)

布
か
ら
八
ケ
月
後
の
日
付
で
あ
る
｡
こ
の
版
の
刊
行
は
､
右
目
付
よ
り
も
､
そ
れ
ほ
ど
遡
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
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2

第
二
編

(財
産
編
)
人
権
部

a

旧

版

人
権
部
の
旧
版

(活
字
の
隙
間
の
空
い
て
い
る
版
｡
表
紙
は

『
第
武
編

人
権
ノ
部
』
と
表
記
)
は
､
上
中
下
の
三
巻
か
ら
な
る

が
､
そ
の
い
ず
れ
の
巻
に
も
異
本
が
存
在
す
る
｡

ま
ず
､
｢上
巻
｣
に
関
し
て
は
､
表
紙
は
､
そ
の
す
べ
て
が

《
図
表
2
》
表
紙
E
で
あ
る
が
､
内
容
的
に
は
､
-

法
務
図
書
館

蔵
本

･
慶
鷹
義
塾
大
学
蔵
本

･
濁
協
大
学
蔵
本
を
比
較
し
た
限
り
で
は
I

t
五
頁
か
ら
な
る
正
誤
が
存
在
す
る
も
の

(《
図
表
1
》

版
別
)
と
､
右
正
誤
の
内
容
が
本
文
の
印
刷
上
訂
正
さ
れ
て
い
る
も
の

(《
図
表
1
》
版
撃

と
が
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
両
者
の

先
後
関
係
は
､
E1
-
E
3と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
が
､
こ
の
巻
に
関
し
て
も
､
他
に
異
本
の
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る

(他
の
図

書
館
の
蔵
本
中
に
は

｢序
｣
の
な
い
蔵
本
が
存
在
す
る
が
､
こ
れ
が
'
当
初
よ
り
存
在
し
な
い
の
か
､
後
に
欠
損
し
た
も
の
か
､
あ

る
い
は
単
な
る
コ
ピ
ー
の
取
り
忘
れ
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
)0

｢中
巻
｣
に
関
し
て
も
､
表
紙
は
､
い
ず
れ
も

《
図
表
2
》
F
で
あ
る
が
､
中
身
に
関
し
て
右
記
三
図
書
館
蔵
本
を
比
較
し
た
限

り
で
は
､
｢上
巻
｣
と
同
様
､
正
誤
が
存
在
す
る
版

(《
図
表
1
》
版
F1
)
と
､
右
正
誤
が
本
文
の
印
刷
に
お
い
て
訂
正
さ
れ
て
い

る
版

(《
図
表
1
》
版
E
:)
と
が
あ
る
｡
な
お
､
右
記
三
図
書
館
蔵
本
以
外
に
関
し
て
は
､
《
図
表
3
》
に
お
い
て
円
に
分
類
し
た

も
の
の
中
に
'
第
三

･
第
四
の
異
本
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
､
他
の
巻
に
お
け
る
と
同
儀
で
あ
る
｡

｢下
巻
｣
に
つ
い
て
も
､
同
様
に
､
表
紙
は
す
べ
て
同

1
で
あ
る
が

(《
図
表
2
》
表
紙
G
)､
中
身
に
関
し
て
は
'
右
記
三
図

書
館
蔵
本
を
比
較
し
た
限
り
で
は
､
正
誤
が
存
在
す
る
版

(《
図
表
1
》
版
G
)
と
p
そ
れ
が
本
文
印
刷
上
訂
正
済
み
の
版

(《
図

『再開修正民法草案註釈』についてxliii



表
1
》
版

S
)と
が
あ
る
｡
な
お
p
そ
れ
以
外
の
異
本
が
存
在
し
得
る
点
に
関
し
て
も
､
上
記

｢上
巻
｣
｢中
巻
｣
と
同
様
で
あ
る
｡

肋

b

改

版

1
方
'
改
版

(活
字
の
詰
ま
っ
た
版
)
に
は
､
上
下
二
巻
線
の
も
の
と
､
全

一
巻
か
ら
な
る
も
の
の
二
種
が
認
め
ら
れ
る
｡

こ
の
う
ち
の
前
者

(表
紙
は

『第
武
編

人
権
之
部
』
と
表
記
｡
上
巻

《
図
表
1
》
版
H
､
下
巻

《
図
表
1
》
版
-
)
に
関
し
て
は
､

宗
文
館
書
店
の
復
刻
版
が
あ
る
｡
こ
れ
は
､
前
述
し
た
物
権
部
に
関
す
る

《
図
表
1
》
版
C
の
復
刻
版
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
っ
て
､

右
復
刻
版
の
表
紙
に
は
'
上
記
C
の
復
刻
版
と
同
様
､
版
H
･
Ⅰ
の
原
本
を
そ
の
ま
ま
複
写
し
た
も
の
と
'
復
刻
に
際
し
て
新
た
に

(73
)

活
字
等
を
組
み
直
し
た
も
の
の
二
種
が
あ
る
｡
そ
の
他
の
異
本
に
関
し
て
は
'
今
回
の
調
査
で
は
現
物
を
確
認
し
て
い
な
い
｡

他
方
､

1
冊
本

(表
紙
は

『
第
二
編

人
権

全
』
と
表
記
o
《
図
表
1
》
1
)
は
､
｢司
法
省
｣
の
記
載
の
あ
る
表
紙
と
､
目
次
頁

と
を
有
す
る
版
で
あ
っ
て
'
前
記
物
権
部
に
関
す
る

《
図
表
1
》
版
D
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
｡
な
お
早
稲
田
大
学
蔵
本
の
同
版

(∫
)
に
は
､
｢明
治
廿
三
年
十
月
二
日
購
求
｣
の
書
き
込
み
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら

(第
四
編

(
S
)
･
第
五
編

(
耶
)
に
つ
い
て

『再開修正民法草案註釈』について

も
同
様
)､
同
版
の
出
版
は
､
お
そ
ら
く
は
こ
の
日
付
付
近
の
こ
と
-

す
な
わ
ち
旧
民
法
公
布
後
の
こ
と

が
っ
て
､
こ
の
版
が
旧
民
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
参
照
さ
れ
た
可
能
性
は

前
記
物
権
部

(D
)
同
様

と
考
え
ら
れ
､
し
た

否
定
さ
れ
て
く
る
｡

(74
)

3

第
三
編

(財
産
取
得
編
)
特
定
名
義
獲
得
部

以
上
の
ご
と
く
､
第
二
編
物
権
部
お
よ
び
人
権
部
の
表
紙
は
'
旧
版

･
改
版
と
も
､
す
べ
て
表
題
に
縁
取
り
が
あ
り
目
次
が
な
い

体
裁
で
あ
る
点
で

1
貫

･
共
通
し
て
い
る
が
､
こ
れ
に
対
し
て
､
第
三
編
以
降
の
巻
の
表
紙
の
体
裁
は
､
次
の
よ
う
に
変
化
し
た
O



す
な
わ
ち
､
旧
版
の
表
紙
は
､
表
題
に
縁
取
り
が
な
く
目
次
が
あ
る
も
の
で

(第
三
編
に
つ
き

《
図
表
2
》
K
･
L
･
M
t
第
四
編

･
第
五
編
に
つ
き

《
図
表
2
》
T
･
Ⅴ
)､
改
版
に
お
い
て
も
'
第
三
編
に
関
し
て
は
､
は
じ
め
は
こ
の
体
裁
の
表
紙
が
用
析
ら
れ

た

(《
図
表
2
》

N

｡
0
)
O
し
か
し
､
そ
の
後
､
第
三
編
の
表
紙
は
､
第
二
編
物
権
部

･
人
権
部
の
表
紙
の
体
裁
に
合
わ
せ
る
形

で
変
更
さ
れ
る

(《
図
表
2
》
P
･
Q

･
R
)
｡
他
方
'
第
四
編

｡
第
五
編
の
改
版
に
関
し
て
は
'
当
初
よ
り
第
二
編
物
権
部

･
人

権
部
の
表
紙
の
体
裁
が
用
い
ら
れ
た

(《
図
表
2
》
U
｡
W
)0

a

旧

版

第
三
編
の
旧
版
は
､
上
中
下
の
三
巻
本
で
あ
る
が
'
そ
の
い
ず
れ
に
も
異
本
が
あ
る
｡

｢上
巻
｣
に
関
し
て
は
､
今
回
の
調
査
の
結
果
'
二
頁
か
ら
な
る
正
誤
が
存
在
す
る
版

(《
図
表
1
》
版
=
)
と
'
こ
の
正
誤
が

本
文
印
刷
上
訂
正
さ
れ
て
い
る
版

(《
図
表
1
》
版
E2
)
の
二
種
の
版
本
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
0

1
方
p
｢中
巻
｣
に
関
し
て
は
､
本
文
末
尾
に

｢東
京
銀
座
三
丁
目
報
行
社
印
行
｣
の
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
版

(《
図
表
1
》

版

u
)
の
ほ
か
に
､
｢東
京
京
橋
匠
八
宮
町
忠
愛
社
印
行
｣
の
印
字
が
あ
る
版
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た

(《
図
表
1
》
版
u

-

《
図
表
3
》
関
西
大
学
蔵
本
)｡
た
だ
し
､
今
回
の
調
査
で
は
'
両
者
の
条
文

･
注
釈
内
容
の
異
同
ま
で
は
調
べ
て
い
な
い
｡

他
方
p
｢下
巻
｣
に
関
し
て
は
､
次
の
三
種
の
異
本
を
発
見
し
た
o
そ
の
1
は
､
印
刷
元
の
記
載
が
な
く
'
正
誤
が
あ
る
版
で
あ

る

(《
図
表
1
》
版
5
)｡
そ
の
二
は
､
印
刷
元
に
つ
き
巻
末
に

｢東
京
銀
座
三
丁
目
十
七
番
地
報
行
社
印
行
｣
と
活
字
印
刷
さ
れ

た
小
さ
な
付
等
が
綴
じ
込
ま
れ
て
お
り
､
か
つ
'
上
記
Ml
と
同

1
の
正
誤
が
存
在
し
て
い
る
版
で
あ
る

(《
図
表
1
》
版
S
)o
そ

の
三
は
p
印
刷
元
に
つ
き
巻
末
に

｢明
治
二
十

1
年
三
月
二
十
六
日
東
京
京
橋
匝
銀
座
三
丁
目
十
七
番
地
報
行
社
簡
内
拙
三
印
行
｣

の
文
字
が
印
刷
さ
れ
た
頁

(頁
数
表
示
な
し
｡
そ
の
余
は
白
紙
)
が
存
在
し
て
い
る
が
､
正
誤
が
存
在
し
な
い
版
で
あ
る

(《
図
表
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1
》
版
9
).
淵
と
臓
と
の
間
に
は
､
-

少
な
く
と
も
慶
庵
義
塾
大
学
蔵
本
を
比
較
し
た
限
り
で
は
-

'
内
容
的
な
差
異
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
o
他
方
p
禦

椛
に
認
め
ら
れ
る
正
誤
が
棚
に
お
い
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
､
慶
磨
義
塾
大
学
蔵
本

(
肌

｡
S
)
と
法
務
図
書
館
蔵
本

(
S
)
を
用
い
て
調
査
し
て
み
る
と
､
訂
正
済
み
の
個
所
と
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
個
所
と
が
存
在
す
る
.

し
た
が
っ
て
､
こ
の
調
査
の
限
り
で
は
､
禦

聖

和
の
新
旧
関
係
は
依
然
と
し
て
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､
禦

椛
の
出
版

年
も
､
蛸
記
載
の
年
月
日
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
.
ち
な
み
に
t
は
記
載
の
刊
行
年
月
日
は
､
司
法
省
法
律
取
調

委
員
会
の
第

1
次
草
案
審
議

(｢原
案
｣
審
議
)
に
お
け
る
第
四
〇
回
審
議
日
に
当
た
る
｡
こ
の
時
期
､
委
員
会
審
議
は
第
二
編

(財

産
編
)
人
権
部
の
終
わ
り
に
さ
し
か
か
っ
て
お
り
､
翌
々
日

(明
治
二

1
(
7
八
八
八
)
年
三
月
二
八
日
)
の
第
四
二
回
審
議
よ
り
､

xlvi

委
員
会
は
-

ま
さ
に
本
巻
を
は
じ
め
と
す
る
上
中
下
三
巻

(K
･
L
･
M
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

第
三
編

(財
産

取
得
編
)
に
関
す
る
草
案
審
議
に
入
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
こ
れ
ら
第
三
編
に
関
す
る
旧
版

(K
･
L
･
M
)
に
お
い
て
は
p
本
文
冒
頭
に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
名
の
表
記
が
-

表

紙
記
載
の
書
名
と
は
異
な
り
-

｢再
開
民
法
草
案
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
.
す
な
わ
ち
､
第
二

編

(財
産
編
)
に
関
し
て
は
､
仏
文
の
活
版
本
と
し
て

『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
-

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
が
存
在
し
､
そ
の
各
々
に
対

応
す
る
翻
訳

(と
の
表
現
に
と
り
あ
え
ず
従
っ
て
お
く
)
が

『
註
釈
民
法
草
案
』
(本
資
料
集
成

･
第
三
回
配
本
)
-

『
再
開
民
法

草
案
』
(本
資
料
集
成

｡
第
四
回
配
本
)
な
る
名
称
の
書
籍
で
あ
っ
た
O
そ
し
て
'
さ
ら
に
そ
の
後
の

(ボ
ワ
ソ
ナ
!
ド
あ
る
い
は

日
本
人
委
員
の
手
に
よ
る
)
変
更
を
受
け
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
第
二
編

(物
権
部

･
人
権
部
)

部
分
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
『
註
釈
民
法
草
案
』
-

『
再
開
民
法
草
案
』
-

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
な
る
書
名
は
'
今
日
い
わ

(75
)

ゆ
る
初
版
-
第
二
版
-
第
三
版
に
相
応
す
る
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
い
わ
ゆ
る

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
活

『再開修正民法草案註釈』について



版
本
の
第
三
巻
は
､
第
三
編

へ財
産
取
得
編
)
に
関
す
る
最
初
の
仏
文
草
案
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
そ
の
最
初
の
翻
訳
書

(正
確

に
い
え
ば
､
右
活
版
本
以
前
に
存
在
し
た
未
発
見
の
仏
文
草
案
の
翻
訳
書
)
の
題
名
も
'
単
に

『
民
法
草
案
』
と
な
っ
て
い
る

(本

資
料
集
成

･
第
五
回
配
本
)
.
そ
し
て
t
K
･
L

･
M
の
本
文
冒
頭
に
認
め
ら
れ
る

『
再
開
民
法
草
案
』
の
表
記
は
､
こ
の
書
籍
が
､

右
第
三
編
に
関
す
る
最
初
の
翻
訳
書
の
第
二
版
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
｡

右
の
点
と
の
関
連
で
は
'
さ
ら
に
､
『
民
法
草
案
修
正
文
』
の
表
題
を
も
つ
書
籍
と
､
本
書
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
注
目
し
て

お
き
た
い
｡
『
民
法
草
案
修
正
文
』
に
は
､
①
条
文
内
容
が

｢自
五
百

1
候
至
千
五
百
二
健
｣
か
ら
な
る
三
冊
本
お
よ
び
そ
れ
を
合

冊
し
た

1
冊
本
と
､
②

｢自
五
百

1
候
至
千
五
百
候
｣
か
ら
な
る
二
冊
本
が
存
在
す
る
o
①
は
明
治

1
九

(
1
八
八
六
)
牢
三
月
三

1
日
に
民
法
編
纂
局
が
内
閣
に
提
出
し
た
草
案
を
収
録
し

(印
刷
時
期
は
明
治

1
九
年
と
推
測
さ
れ
る
)
､
他
方
､
②
は
こ
れ
に
さ

ら
に
修
正
を
加
え
た
後
の
草
案
を
収
録
し
て
い
る
が

(印
刷
時
期
は
不
明
)､
こ
の
う
ち
の
②
の
第

1
巻
冒
頭
の
凡
例
に
は
､

本
案
第
三
編
特
定
名
義
獲
得
ノ
部

ハ
嘗
今
原
文
印
刷
中
ニ
シ
テ
此
際
或

ハ
候
項
ヲ
増
加
変
更
ス
ル
如
キ
修
正
ヲ
加
フ
ル
所
鮮
少
ナ
ラ
ス
従
テ
又

詩
文
ヲ
修
正
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
依
テ
原
文
ノ
印
刷
完
成
修
正
確
定
ノ
日
ヲ
待
テ
詩
文
ノ
印
刷

二
着
手
ス
ヘ
シ

と
あ
る
｡
右
凡
例
に
い
う

｢印
刷
中
｣
の

｢第
三
編
特
定
名
義
獲
得
ノ
部
｣
の

｢原
文
｣
と
は
､

一
八

八
八

(明
治
二

一
)
年
刊
行

の

『
プ
ロ
ジ

エ

(第
二
版
)』
第
三
巻
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

1
方
p
こ
れ
を
受
け
て
-
-
右
凡
例
の
記
述
ど
お
り
に
事
が
進
ん
だ
の
な
ら
ば

『
プ
ロ
ジ

エ

(第
二
版
)』
第
三
巻
の
刊
行
後
に

～

印
刷
さ
れ
た
右
記
資
料
②
の
第
二
巻
の
冒
頭
の
凡
例
に
は
､

本
編
本
部
最
初
ノ
詩
文
ニ
ハ
原
文
第
千
二
百
二
十
候
ノ
第
二
ヲ
第
千
二
百
二
十

一
俵
卜
為
シ
逐
次
二
条
数
ヲ
送
リ
タ
リ
シ
ニ
後
起
案
者
ヨ
リ
ノ

注
意

二
因
り
第
千
二
百
二
十
健
ノ
第
二
ヲ
其
健

二
存
ス
ル
コ
ト
ト
為
り
遂
二
註
解
ノ
分
卜
本
文
ノ
ミ
ノ
分
ト
ノ
間
ニ
1
健
ノ
差
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
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レ
リ
故
二
註
解
中
ノ
第
千
二
百
二
十

1
榛
ヲ
第
千
二
百
二
十
榛
ノ
第
二
卜
為
シ
己
下
之
＼ニ
準
シ
テ
条
数
ヲ
繰
上
ケ
見
ル
ヘ
シ

と
あ
る
｡

つ
ま
り
､
第
三
編

(財
産
取
得
編
)
に
関
し
て
は
､
右
記
資
料
②
の
第
二
巻
刊
行
以
前
に
､
｢本
編
本
部
最
初
ノ
詩
文
｣

な
い
し

｢註
解
｣
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
三
巻
の
旧
版
上
巻

(K
)
お
よ

び
中
巻

(L
)
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
Q
と
い
う
の
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
三
巻
の
旧
版
下
巻

(M
)
の
凡
例
に
､

本
編
本
部
註
帝
上
中
両
巻
ノ
謬
文

ニ
ハ
原
文
第
千
二
百
二
十
榛
ノ
第
二
ヲ
第
千
二
百
二
十

一
俵
卜
為
シ
逐
次
棟
数
ヲ
送
り
之
ヲ
別
行
セ
リ
後
起

案
者
ヨ
リ
ノ
注
意
二
因
り
正
使
印
刷
ノ
際
之
ヲ
正
ス
故
二
両
巻
ノ
分
卜
本
文
ノ
ミ
ノ
分
ト
ノ
間
ニ
1
榛
ノ
差
ヲ
生
セ
リ
因
テ
本
巻
ヨ
リ
之
ヲ
正

ス

と
の
記
述
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
以
上
に
挙
げ
た
文
献
の
先
後
関
係
は
'
次
の
よ
う
に
な
る
｡

1

『
民
法
草
案
修
正
文
』

一
五
〇
二
条
本

(=
上
記
資
料
①
)
(明
治

1
九

二

八
八
六
)
年
)

↑

2

『
民
法
草
案
修
正
文
』

一
五
〇
〇
条
本

(=
上
記
資
料
②
)
第

1
巻

(刊
年
不
明
)

↑

3

『
プ
ロ
ジ

エ

(第
二
版
)』
第
三
巻

(明
治
二

1

二

八
八
八
)
年
)

↑

4

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
三
編
上
巻

(K
)
･
中
巻
(

L

)

(

刊
年
不
明
)

↑

5

『
民
法
草
案
修
正
文
』

1
五
〇
〇
条
本

(=
上
記
資
料
②
)
第
二
巻

(刊
年
不
明
)
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↑

6

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
三
編
下
巻

(
S
)
萌

治
三

二

八
八
八
)
年
三
月
二
六
日
)

↑

7

司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
､
第
三
編
に
関
す
る
第

1
次
草
案
審
議

(
｢原
案
｣
審
議
)
開
始

(明
治
二

1

(
1
八
八
八
)
年
三

月
二
八
日
)

b

改

版

1
方
'
改
版

(活
字
の
詰
ま
っ
た
版
)
に
は
'
上

｡
下
か
ら
な
る
二
巻
本

(《
図
表
1
》
版
N
･
0
)
と
､
上

｡
中

｡
下
か
ら
な

る
三
巻
本

(《
図
表
1
》
版
p
･
Q
｡
R
)
の
二
種
が
あ
る
｡

こ
の
う
ち
､
N
｡
0
の
二
巻
本
の
表
紙
は
､
先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
前
記
旧
版

(K
･
L
･
M
)
と
同
様
の
目
次
形
式
の
も
の
で

あ
る
o
宗
文
館
書
店
復
刻
版
は
､
第
二
編

(財
産
編
)
物
権
部

(C
)
･
人
権
部

(
H
･
-
)
に
続
き
'
第
三
編

(財
産
取
得
編
)

で
は
こ
の
版

(N
｡
0
)
を
復
刻
し
て
い
る
｡
右
復
刻
版
の
表
紙
に
関
し
て
も
､
本
来
の
N
｡
0
の
表
紙
と
同
様
の
も
の
と
､
ま
っ

た
く
別
の
体
裁
の
も
の

(復
刻
に
際
し
て
新
た
に
活
字
等
を
組
ん
だ
も
の
)
の
二
種
が
あ
る
O

こ
れ
に
対
し
て
､
P
･
Q
･
R
の
三
巻
本
の
表
紙
は
､
第
二
編

(財
産
編
)
物
権
部

申
人
権
部
に
つ
き

｢司
法
省
｣
の
表
示
が
認

め
ら
れ
る
版

(D
ぜ
1
)
と
同

7
の
体
裁
と
な
っ
て
い
る
｡
右
の
二
巻
本

(N
｡
0
)
と
こ
の
三
巻
本

(p
･
Q
･
R
)
の
新
旧
関

係
に
関
し
て
､
今
回
の
調
査
で
は
､
正
誤
を
用
い
た
比
較
を
行
っ
て
い
な
い
が
'
右
表
紙
の
体
裁
や
目
次
頁
の
有
無
等
か
ら
考
え
て
､

二
巻
本
よ
り
も
三
巻
本
の
ほ
う
が
後
の
出
版
と
思
わ
れ
る
O
ま
た
､
前
記
旧
版
の
上
巻

･
中
巻

(
K

専
L
)
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た

〓

1二
〇
条
の
二
を

〓

1二

1
条
と
し
た
こ
と
か
ら
く
る
条
文
の
ず
れ
の
問
題
は
'
少
な
く
と
も
改
版
の
三
巻
本

(p
｡
Q
･
R
)
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で
は
補
正
さ
れ
て
い
る

(二
巻
本

(N
･
0
)
に
関
し
て
は
未
確
認
)0

な
お
'
改
版
三
巻
本
の
上
巻

(p
)
の
本
文
冒
頭
頁

｢第
千
百

1
榛
｣
の
欄
外
に
は
､
｢草
案
正
健

ハ
第

1
健

二
起
ス
｣
と
の
注

記
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
P
の
巻
に
関
し
て
は
'
そ
の
刊
行
は
､
明
治
二

1

二

八
八
八
)
年

二

一月
二
八
日
に
法
律
取
詞
委

員
会
が
審
議
を
終
え
た
草
案
を
内
閣
に
上
申
し
て
以
降
の
こ
と
と
解
さ
れ
､
し
た
が
っ
て
､
こ
の
版
は
､
少
な
く
と
も
法
律
取
詞
委

員
会
に
お
い
て
は
参
照

･
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
､
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
早
稲
田
大
学
蔵
本
の

三
巻
本

(p
･
Q
･
R
)
に
は
'
旧
民
法
公
布
後
で
あ
る
と
こ
ろ
の

｢明
治
甘
三
年
十
二
月
甘
四
日
購
求
｣
の
喜
入
が
存
在
す
る
こ

と
か
ら

(第
二
編
物
権
部

(D
)
に
つ
い
て
も
同
様
)､
結
局
､
こ
の
版
は
､
お
よ
そ
旧
民
法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
参
照
さ
れ

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
､
本
文
冒
頭
の
書
名
表
記
に
関
し
て
､
二
巻
本

(N
･
0
)
は
い
ず
れ
も
こ
れ
を

｢再
開
民
法
草
案
註
釈
｣
と
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
三
巻
本
(

p

｡Q
･R
)の
側
は
､
本文
冒

頭
の

書名表
記
に
関
し
て
は
'
す
べ
て

｢再
開
修

正
民
法
草
案
註
釈
｣

(76
)

に
改
め
ら
れ
て
い
る
.
本
書

に
関
す
る
図書
館
の
目
録
の記
載
や
､

従前
の

学
説
に
お
ける
書
名
表
記
に
混
乱

が
見
ら
れ
る
の
は
､

こ
の
よ
う
な
原
典
そ
れ
自
体
に
お
け
る
書
名
表
記
の
不
統

一
に
起
因
す
る
部
分
も
あ
る
｡

『再開修正民法草案註釈』について

4

第
二
編

･
第
三
編
摘
要

本
巻
に
は
､
第
二
編

(物
権
部

･
人
権
部
)
に
関
す
る
①

｢民
法
草
案
法
文

･
註
釈
摘
要
｣
(
1
頁
-

7
七
二
頁
)
お
よ
び
②

｢傍

国
法
典

･
日
本
法
案
対
照
表
｣
(
1
七
三
頁
-
1
九
六
頁
)
､
第
三
編
に
関
す
る
③
法
文

･
注
釈
摘
要

(
1
九
七
頁
-
三
三
八
頁
)



お
よ
び
④

｢字
類
要
領
｣
(三
三
九
頁
-
五
九
八
頁
)､
第
二
編

･
第
三
編
に
関
す
る
⑤

｢第
二
編
及
ヒ
第
三
編
羅
旬
語
格
言
要
録
｣

(五
九
九
頁
-
六
六
四
頁
)
が
収
め
ら
れ
て
い
る
O
こ
の
う
ち
の
①
お
よ
び
②
は
'
『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
第

7
巻

･
第
二
巻
巻
末

の

《
s
o
M
M
A
IR
E

D
U

T
E
X
T
E

E
T

D
U

C
O
M
M
E
N
T
A
i戸
口
.》
お
よ
び

《T
A
B
L
E

D
E

C
O

NC
O
R
D
A
N
C
E

D
E

L
A

L
o
‡

F
R
A
N
C
A
IS
A
V
E
C
L
E
P
R

OIETJA
PO
N
A
IS
.》
の
翻
訳
､
③

･
④

･
⑤
は
『プ

ロ
ジ

三

第
二
版
)
』
第
三
巻
巻
末
の
《
s
o
M
M
A
iR
E

D
U

T
EX
T
E

E
T

D
U

C
O
M
M
E
N
T
A
tR
E
.》
《
T
A
B
L
E

A
L
P
H
A
B
i
T
tQ
U
E

E
T

A
N
A
L
Y
T
IQ
U
E

D
E
S

M
A
T
鼠
R
E
S

CONT
E
N
U
E
S
D
A
N
S
C
E
V
O
L
U
M
E
.》
《
T
A
B
L
E
A
L
P
H
A
B
B
T
IQ
U
E
D
ES

A
X

IO
M
E
S
L
A
T
IN
S
D
E
S
T

R
O
IS
P
R
E
M
iE
R
S

V
O
L
U
M
E
S
.》
の
翻
訳
で
あ
る
.

こ
の
巻
に
関
し
て
は
'
今
回
の
調
査
の
限
り
で
は
､
異
本
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
｡
ま
た
､
本
書
の
表
紙
に
は

｢司
法
省
｣
の
記

載
が
認
め
ら
れ
る
が

(《
図
表
2
》

S
)
'
し
か
し
な
が
ら
､
本
巻
は
改
版
の
中
の

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版

(D
+
∫
+
P

Q
R
)
に
接
続
す
る
も
の
で
は
な
く
p
旧
版

(A
B
+
E
F
G
+

K
L
M
)
に
対
応
す
る
書
籍
で
あ
る
.
と
い
う
の
は
'
右
の
②

｢傍

国
法
典

･
日
本
法
案
対
照
表
｣
の

｢附
言
｣
に
は
､

附
言

既

二
草
案
ノ
各
健

二
於
テ
其
健
国
法
典
ト
ノ
対
照
ヲ
見
タ
リ
是
即
チ
此

二
対
応
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

引
用

二
関
シ
タ
ル
其
他
ノ
指
示
二
付
テ

ハ
物
権
最

及
ヒ
人
権
詣

西
京
ノ
部
ノ
注
意
ヲ
見
ル
可
シ

と
あ
る
と
こ
ろ
､
こ
こ
に
い
う

｢物
権

(上
巻

･
九
頁
)
｣
｢人
権

(上
巻

･
三
十
四
頁
)
｣
に
対
応
す
る
の
は
､
旧
版
A
お
よ
び
E

の
頁
で
あ
っ
て
､
改
版
で
は
な
い

(そ
も
そ
も
改
版
の
物
権
に

｢上
巻
｣
は
存
在
し
な
い
)
か
ら
で
あ
る
｡

ま
た
'
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料

『
司
法
省
第
十
五
事
務
功
程
報
告
』
の
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年

｢刊
行
書
籍

1
覧
表
｣
中
に
､

『再閲修正民法草案註釈』についてli



書
名

鮒
習

法
草
晶

二
管

要

冊
数

一
､
二
〇
〇

払
下
許
否

非

売

と
あ
る
こ
と
か
ら
､
本
巻
の
刊
行
時
期
は
､
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年
-

法
律
取
詞
委
員
会
審
議
が
終
了
し
た
翌
年
で
あ
っ
て
､

元
老
院
審
議
が
行
わ
れ
た
年

と
考
え
ら
れ
る
｡

5

第
四
編

(債
権
担
保
編
)

a

旧

版

第
四
編

(債
権
担
保
編
)
の
旧
版
に
関
し
て
は
､
表
紙
は
同

一
な
が
ら

(《
図
表
2
》
表
紙
T
)､
中
身
に
関
し
て
'
今
回
の
調

査
で
最
も
多
い
四
種
の
異
本
が
見
つ
か
っ
た
｡
そ
の

1
は
'
正
誤
二
頁
と
本
文

7
〇
二
〇
頁
か
ら
な
る
版

(《
図
表
1
》
版
T1
)
､

そ
の
二
は
､
本
文
が

1
〇
二
〇
頁
か
ら
な
る
点
で
は
封
と
同
様
な
が
ら
､
刑
の
正
誤
が
本
文
印
刷
上
訂
正
済
み
の
版

(《
図
表
1
》

版

E:)'
そ
の
三
は
､
朋
の
本
文
末
尾
に
続
け
て

1
〇
二
八
頁
ま
で
増
補
が
収
録
さ
れ
て
お
り
､
か
つ
新
た
な
正
誤

(付
等

1
枚
)

が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の

(《
図
表
1
》
版
E:
)
､
そ
の
四
は
､
朋
と
同
じ
正
誤
の
後
､
九
二
〇
頁
か
ら
な
る
本
文
と
､
他
の
版
に

は
見
ら
れ
な
い
正
誤
が
存
在
す
る
版

(《
図
表
1
》
版
朋
-

《
図
表
3
》
北
海
道
教
育
大
学
蔵
本
)
で
あ
る
｡

1
方
､
そ
の
刊
行
時
期
に
関
し
て
は
､
鬼
に
引
用
し
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料

『
司
法
省
第
十
五
事
務
功
程
報
告
』
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年

｢刊
行
書
籍

1
覧
表
｣
中
に
p

『再開修正民法草案註釈』について ii i



書
名

鯛
習

法
草
案
毒

議

部

冊
数三

〇
〇

払
下
許
否

仝

〔=
非
売
〕

坐下
巻

第
四
編

第
五
編

人
権
部

上
巻

坐中
巻

仝下
巻

三

〇
〇

二
､
五
〇
〇

二
､
五
〇
〇

三
五
〇

三
五
〇

三
五
〇

と
あ
る
こ
と
か
ら
'
第
四
編
に
関
す
る
旧
版

(
朋
｡
m
･
耶
｡
刊
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
)
は
､
前
記
第
二
編

･
第
三
編
摘
要

(S
)

や
'
後
掲
第
五
編
の
旧
版

(
Ⅵ

･
閑
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
)
と
と
も
に
､
明
治
二
二

二

八
八
九
)
午
-

法
律
取
調
委
員
会
審
議

終
了
の
翌
年
で
あ
っ
て
元
老
院
審
議
の
年
!

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
0

な
お
､
右

｢
1
覧
表
｣
に
お
い
て
､
物
権
部
上
巻

･
下
巻
､
人
権
部
上
巻

･
中
巻

･
下
巻
と
あ
る
の
は
'
そ
の
表
題
お
よ
び
発
行

部
数
か
ら
考
え
て
､
い
ず
れ
も
旧
版

(A
･
B
お
よ
び
E
･
F
｡
G
)
の
増
刷
と
解
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
増
刷
が
重
ね

ら
れ
た
こ
と
が
､
本
書
に
関
し
て
種
々
の
異
本
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

『再開修正民法草案註釈』についてl iii



b

改

版

1
方
､
第
四
編
の
改
版
は
'
表
紙
に
つ
い
て
は
'
｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
も
の
1
種
の
み
で
あ
る

(《
図
表
2
》
表
紙
U
).

1
方
'
中
身
に
関
し
て
は
p
六
頁
の
目
次
と
､
六
三
三
頁
の
本
文
か
ら
な
る
点
で
は
同

1
な
が
ら
'
正
誤
が
存
在
す
る
蔵
本

(《
図

表
1
》
Ⅲ
)
と
'
存
在
し
な
い
蔵
本

(《
図
表
1
》
eqD
)
と
が
あ
る
｡
宗
文
館
書
店
の
復
刻
版
は
､
こ
の
う
ち
の
正
誤
の
存
在
し
な

い
版

(
S
)
で
あ
る
が
､
右
の
版
に
お
い
て
､
ul
の
正
誤
が
印
刷
上
訂
正
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
､
調
査
し
て
い
な
い

(も
し
訂
正

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
､
rS
の
ほ
う
が
ul
よ
り
も
古
い
版
で
あ
る
か
､
あ
る
い
は
も
両
者
は
同

1
の
版
で
あ
っ
て
､
当
該
蔵
本
に
本
来

存
在
し
た
正
誤
が
剥
が
れ
落
ち
た
か
の
'
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
)0

な
お
､
前
述
し
た
よ
う
に
､
早
稲
田
大
学
蔵
本

(
∽
)
に
は
'
｢明
治
廿
三
年
十
月
二
日
購
求
｣
の
喜
入
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら

liヤ

(第
二
編
人
権
部

(∫
)
｡
第
五
編

(
那
)
に
つ
い
て
も
同
様
)
'
そ
の
印
刷
は
､
こ
の
日
付
付
近
の
こ
と

す
な
わ
ち
旧
民
法
公

『再開修正民法草案註釈』について

布
後
の
こ
と

と
解
さ
れ
る
｡

6

第
五
編

(証
拠
編
)

a

旧

版

第
五
編

(証
拠
編
)
の
旧
版
に
関
し
て
は
､
表
紙
は
同

1
な
が
ら

(縁
取
り
の
な
い
目
次
の
記
載
さ
れ
た
も
の
o
《
図
表
2
》
表

紙
Ⅴ
)
､
中
身
に
関
し
て
は
､
正
誤
の
あ
る
も
の
と

(《
図
表
1
》
版
Ⅵ
)
'
正
誤
の
内
容
が
本
文
印
刷
上
訂
正
済
み
の
も
の

(《
図

表
1
》
版
Ⅵ
)
の
二
種
が
あ
る
｡



そ
の
発
行
時
期
に
関
し
て
は
､
先
に
第
四
編
旧
版
の
個
所
で
引
用
し
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料

『
司
法
省
第
十
五
事
務
功
程
報

告
』
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年

｢刊
行
書
籍

1
覧
表
｣
か
ら
推
測
す
る
に
､
明
治
二
二

(
1
八
八
九
)
年
に
'
お
そ
ら
く
は
第
二

編

･
第
三
編
摘
要

(S
)､
第
四
編
旧
版

(T
)
と
時
を
同
じ
う
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

b

改

版

第
五
編
改
版
に
関
し
て
も
､
第
四
編
改
版
と
同
様
の
事
柄
が
い
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
そ
の
表
紙
は

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
も

の

1
種
の
み
で
あ
り

(《
図
表
2
》
表
紙
W
)
､
中
身
に
関
し
て
も
'
目
次

･
本
文
に
関
し
て
は
､
少
な
く
と
も
頁
数
の
み
を
比
較

し
た
場
合
に
は
同

1
な
が
ら
'
正
誤
が
存
在
す
る
蔵
本

(《
図
表
1
》
版
聖

と
､
存
在
し
な
い
蔵
本

(《
図
表
1
》
版
Ⅵ
)
の
二

種
が
あ
る
｡
宗
文
館
復
刻
版
に
関
し
て
い
え
ば
､
前
記
第
四
編
と
同
様
'
こ
の
巻
に
関
し
て
も
正
誤
が
存
在
し
な
い
が

(
Ⅵ
)
'
1W

の
正
誤
が
Ⅵ
で
印
刷
上
訂
正
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
し
て
は
'
未
調
査
で
あ
る
0

ま
た
､
～

こ
れ
も
す
で
に
述
べ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
-

､
早
稲
田
大
学
蔵
本

(
耶
)
に
は
､
旧
民
法
公
布
後
の

｢明

治
廿
三
年
十
月
二
日
購
求
｣
の
喜
入
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら

(第
二
編
入
綾
部

(1
)
･
第
四
編

(
冒
)
に
つ
い
て
も
同
様
)
､
こ

の
版
が
旧
民
法
の
立
法
過
程

(法
律
取
調
委
員
会
-
内
閣
-
元
老
院
-
枢
密
院
)
に
お
い
て
参
照
さ
れ
た
可
能
性
に
関
し
て
は
'
否

定
的
に
解
さ
れ
る
｡

(

≡
)

所

蔵

次
に
､
こ
の
書
籍
の
所
蔵
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
｡

lv 『再開修正民法草案註釈』について



因
に
由
来
す
る
｡
そ
の
1
は
､
旧
版
の
各
巻
が
､
同
時
期
に

1
括
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
は
な
く
､
時
期
を
異
に
し
て
順
次
上
梓
さ

れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
二
は
､
同
じ
巻
の
内
部
に
お
い
て
も
'
数
次
に
わ
た
っ
て
増
刷
が
な
さ
れ
､
そ
の
た
び
に
内
容
に

訂
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

〔3
〕
第
三
に
､
と
く
に
宗
文
館
書
店
の
復
刻
版
に
関
し
て
い
え
ば
､
同
復
刻
版
は
､
第
二
編
物
権
部

･
同
人
権
部

･
第
三
編
に
つ

い
て
は
､
改
版
の
う
ち
の
古
い
版

(C
+
H
I
+
N
O
)
を
用
い
る

一
方
'
第
四
編

･
第
五
編
に
つ
い
て
は
､
表
紙
に

｢司
法
省
｣

の
表
記
の
あ
る
版

(最
終
版
｡
U
+
W
)
を
用
い
て
い
る
｡
し
か
し
､
旧
蔵
関
係
の
明
確
な
蔵
本
を
見
る
限
り
､
C
+
H
I
+
N
O

に
接
続
し
て
い
る
の
は
､
旧
版

(T
+
Ⅴ
)
の
側
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
今
回
作
成
し
た

《
図
表
3
》
は
､
従
前
の
学
説
が

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
い
ず
れ
の
異
本
を
参
照
し
た
か

を
判
断
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
も
利
用
可
能
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
'
-

試
み
に
冒
頭
の

G
に
お
い
て
挙
示
し
た
諸
論
稿
に
つ
き
検

証
し
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
-

､
従
前
の
学
説
の
使
用
す
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
､
(著
者
個
人
蔵
の
も
の
も
若

干
あ
る
が
)
そ
の
多
く
が
､
著
者
の
母
校
あ
る
い
は
勤
務
校
の
蔵
本
だ
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
､
右
母
校

･
勤
務
校
の
蔵
本
に
は
'
上

に
述
べ
た
よ
う
な
不
統

一

(
〔1
〕
〔2
〕
〔3
〕)
が
存
在
し
て
い
る

(個
人
蔵
書
に
つ
い
て
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
)0
従
前

の
学
説
の
参
照
す
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
版
が
各
巻
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
り
す
る
の
は
'
右
の
よ
う
な
理
由
に
基

づ
く
0

こ
の
よ
う
な
所
蔵
状
況
に
あ
っ
て
､
い
ず
れ
の
蔵
本
を
今
回
の
復
刻
底
本
と
す
べ
き
か
は
､
す
こ
ぶ
る
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
｡

①
第

1
の
選
択
肢
と
し
て
は
､
旧
版

(A
B
+
E
F
G
+
K
L
M
+

(S
)
+
T
+
Ⅴ
)
の
中
で
も
最
も
古
い
版
を
揃
え
て
い
る
蔵

本
を
復
刻
す
る
､
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
｡
②
第
二
の
選
択
肢
と
し
て
は
'
最
後
の
版
す
な
わ
ち
改
版
の
中
で
も
表
紙
に

｢司

『再開修正民法草案註釈』についてlvii



法
省
｣
の
記
載
の
あ
る
蔵
本

(D
+
J
+
P
Q
R
+

(S
)
+
U
+
W
)
を
復
刻
す
る
､
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
な

…Ⅷi

が
ら
､
①
と
②
の
中
間
の
版
で
あ
っ
て
も
t
も
し
そ
れ
に
立
法
過
程
そ
の
他
に
お
け
る
特
別
の
意
味
が
見
出
さ
れ
る
場
合
に
は
､
③

第
三
の
選
択
肢
と
し
て
､
そ
の
版
を
復
刻
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
か
く
し
て
､
問
題
は
､
種
々
存
在
す
る

『
再
開
修
正
民
法
草

案
註
釈
』
の
異
本
の
各
々
の
-

あ
る
い
は

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
と
い
う
書
籍
そ
の
も
の
の

と
移
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡

資
料
的
意
義
の
検
討

へ

三

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
資
料
的
意
義

何
故
こ
の
文
献
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
大
量
に
印
刷

･
刊
行
さ
れ
た
の
か
｡
そ
の
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か
｡
ま
た
､
実
際
に
'
こ
の
文

献
は
､
誰
に
よ
っ
て
､
い
か
な
る
用
途
で
利
用
さ
れ
た
の
か
｡
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
'
従
前
の
学
説
は
'
右
の
よ
う
な
疑
問
に
思

い
至
ら
ず
'
そ
の
結
果
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
も
っ
ぱ
ら

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
に
従
属

･
劣
後
す
る
二
次
資
料
と
評

価
し
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
代
用
物
あ
る
い
は
そ
の
仏
文
読
解
の
た
め
の
補
助
的
文
献
と
し
て
し
か
利
用
し
て
こ
な
か
っ
た
｡

だ
が
､
こ
の
よ
う
な
評
価
お
よ
び
利
用
方
法
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が
'
次
の
二
つ
の
側
面
に
お
い
て
有
し
て
い
た

独
自
的
な
意
義
を
看
過
し
た
も
の
で
あ
る
o
そ
の
7
は
､
こ
の
文
献
が
旧
民
法
お
よ
び
現
行
民
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
有
し
て
い

た
独
自
的
な
意
義
で
あ
り

(
こ
､
そ
の
二
は
､
こ
の
文
献
が
現
行
民
法
成
立
前
の
司
法

(裁
判
)
に
お
い
て
有
し
て
い
た
独
自
的

な
意
義
で
あ
る

(二
)｡
以
下
､
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
順
次
説
明
を
加
え
る
｡

『再開修正民法草案註釈』について



≡

)

立
法
に
お
け
る
意
義

1

旧
民
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
利
用

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
､
ま
ず
第

一
に
､
旧
民
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
'
日
本
人
委
員
ら
に
よ
り
積
極
的
に
参
照

･

利
用
さ
れ
た
ふ
し
が
あ
る
｡

す
で
に
二
で
触
れ
た
よ
う
に
､
第
二
編
物
権
部
の
旧
版
下
巻
の
異
本
中
､
Bl
に
認
め
ら
れ
る
刊
行
年
月
日

(
｢明
治
二
十

1
年

1

月
十
七
日
｣)
は
'
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
の
第

1
次
草
案
審
議

(
｢原
案
｣
審
議
)
が
､
ま
さ
に
こ
の
巻
の
内
容

(
｢第
四
章

占
有
権
｣
以
下
)
に
入
っ
た
日
付
と
合
致
し
て
い
る
.
ま
た
､
第
三
編
の
旧
版
下
巻
の
異
本
中
､
棚
記
載
の
刊
行
年
月
日

(
｢明
治

二
十

1
年
三
月
二
十
六
日
｣
)
は
､
法
律
取
調
委
員
会
が
第
三
編
に
関
す
る
第

一
次
草
案
審
議

(
｢原
案
｣
審
議
)
に
入
る
二
日
前

の
こ
と
で
あ
る
.
こ
れ
ら
は
､
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
っ
て
､
む
し
ろ
､
両
者
の
間
に
有
意
的
な
関
連
が
あ
る
-

法
律
取
調
委
員
会
の
第

1
次
草
案
審
議

(
｢原
案
｣
審
議
)
に
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
巻
が
刊
行
さ
れ
た
～

と
見
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
｡

1
方
'
法
律
取
調
委
員
会
の
第

1
次
草
案
審
議

(
r原
案
｣
審
議
)
な
ら
び
に
第
二
次
草
案
審
議

(
｢再
調
査
案
｣
審
議
)
に
お

け
る
委
員
ら
の
発
言
か
ら
は
へ
彼
ら
が

｢原
案
｣
な
い
し

｢再
調
査
案
｣
の
条
文
を
記
載
し
た
紙
と
な
ら
ん
で
'
｢註
釈
｣
な
い
し

｢註
解
｣
記
載
の
条
文

･
注
釈
を
参
照
し
っ
つ
審
議
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
右

｢註
釈
｣
｢註
解
｣
が
仏
文
の

『
プ
ロ

ジ

エ
』
で
あ
る
の
か
､
そ
れ
と
も
邦
文
の
注
釈
書
で
あ
る
の
か
､
さ
ら
に
､
後
者
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は

『
再
開
修
正
民
法
草

『再開修正民法草案註釈』についてlix



案
註
釈
』
で
あ
る
の
か
､
そ
れ
と
も
そ
れ
以
前
の
邦
文
注
釈
書

(た
と
え
ば

『
再
開
民
法
草
案
』
等
)
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
は
'

参
照
の
1
つ
1
つ
に
関
す
る
厳
密
な
内
容
確
認
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
も
し
そ
の
結
果
､
仮
に
当
該
個
所
に
つ
き
委
員
ら
が
『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
､
右
個
所
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
論
文
等
で
言
及
す
る
際

に
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
援
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
'
(委
員
ら
が
参
照
し
て
い
な
い
)
『
プ
ロ
ジ

エ
』
仏
文
の
側

(
の

み
)
を
用
い
て
右
個
所
の
立
法
沿
革
を
説
明
す
る
こ
と
は
､
資
料
の
引
用

書
利
用
方
法
に
お
い
て
厳
密
さ
を
欠
く
と
い
う
こ
と
に
な

る
｡さ

ら
に
'
そ
の
際
に
は
.､
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
各
巻
な
ら
び
に
各
異
本
の
刊
行
時
期
の
違
い
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
｡

〔

1
〕
ま
ず
'
同
書
の
う
ち
'
第
二
編
物
権
部
の
旧
版

(A
･
B
)
お
よ
び
第
三
編
の
旧
版

(K
･
L
･
M
)
に
関
し
て
は
'
上
記

の
ご
と
く
'
法
律
取
詞
委
員
会
の
第

1
次
草
案
審
議

(
｢原
案
｣
審
議
)
に
間
に
合
う
よ
う
に
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
基
づ
い
て
法
律
取
詞
委
員
会
審
議
が
な
さ
れ
た
､
と
述
べ
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
な
る
｡
あ
る
い
は
'

資
料
の
新
旧
関
係
を
､
1

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
-
2
法
律
取
調
委
員
会

｢原
案
｣
と
そ
の
審
議
1
3
同

｢再
調
査
案
｣
と

そ
の
審
議
t
の
順
と
捉
え
て
差
し
支
え
な
い
｡
な
お
､
第
二
編
入
綾
部
の
旧
版

(E

･
F

･
G
)
に
関
し
て
は
刊
行
年
の
表
示
が
な

い
が
､
同
様
の
順
と
解
す
る
こ
と
を
と
く
に
妨
げ
る
理
由
は
な
い
｡

〔

2
〕
こ
れ
に
対
し
て
､
第
四
編
の
旧
版

(T
)
お
よ
び
第
五
編
の
旧
版

(Ⅴ
)
に
関
し
て
は
'
こ
れ
を
引
用
す
る
場
合
に
は
､
以

下
の
点
に
つ
き
注
意
を
要
す
る
｡

す
な
わ
ち
､
ま
ず
第

一
に
'
こ
れ
ら
の
版
の
刊
年
は
'
す
で
に
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料

『
司
法
省
第
十
五
事
務
功
程
報
告
』
明

lx『再開修正民法草案註釈』について



治
二
二

二

八
八
九
)
年

｢刊
行
書
籍

7
覧
表
｣
を
引
用
し
っ
つ
述
べ
た
よ
う
に
p
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年

-
す
な
わ
ち
法

律
取
詞
委
員
会
が
審
議
を
終
了
し
草
案
を
内
閣
に
提
出
し
た
翌
年
で
あ
っ
て
､
元
老
院
で
の
審
議
が
行
わ
れ
た
年
と
解
さ
れ
る
｡
し

た
が
っ
て
'
上
記
第
二
編
物
権
部

｡
同
人
権
部

･
第
三
編
旧
版
と
異
な
り
､
右
第
四
編

｡
第
五
編
の
活
版
本
旧
版

(T
･
Ⅴ
)
は
､

法
律
取
調
委
員
会
審
議
に
お
い
て
は
'
参
照
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
第
二
に
､
右
法
律
取
詞
委
員
会
審
議
の
時
点
に
お
い
て
こ
の
活
版
本
参
照
の
余
地
が
な
か
っ
た
こ
と
と
､
右
活

版
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
条
文

･
注
釈
そ
れ
自
体
が
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
参
照

･
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
の
問
題
は

別
物
で
あ
っ
て
､
右
活
版
本
の
中
に
は
､
①
法
律
取
調
委
員
会

｢原
案
｣
よ
り
も
時
代
的
に
前
の
草
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
､

②
法
律
取
調
委
員
会

｢原
案
｣
と
同

一
内
容
の
草
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
'
③

｢原
案
｣
よ
り
後
で
あ
る
が

｢再
調
査
案
｣

よ
り
は
古
い
草
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
､
④

｢再
調
査
案
｣
と
同

一
内
容
の
草
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
'
⑤

｢再
調

査
案
｣
よ
り
後
で
あ
る
が
法
律
取
詞
委
員
会
の
最
終
案

(明
治
二

1

(
1
八
八
八
)
年

〓

1月
二
八
日
内
閣
上
申
案
=
翌
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年

1
月
二
四
日
元
老
院
下
付
案
)
よ
り
は
古
い
草
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
'
⑥
右
最
終
案

(内
閣
上
申
案
-

元
老
院
下
付
案
)
と
同

7
内
容
の
草
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ケ
～
ス
､
⑦
右
最
終
案

(内
閣
上
申
案
=
元
老
院
下
付
案
)
よ
り
も
新

(77
)

し
い
草
案
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ケ
-
ス
､
と
い
っ
た
種
々
の
場
合
が
混
在
し
て
い
る
0

第
三
に
､
こ
れ
ら
第
四
編

｡
第
五
編
の
活
版
本
旧
版

(T
｡
Ⅴ
)
が
'
明
治
二
二

(
1
八
八
九
)
年
三
月
七
日
元
老
院
本
会
議
に

お
い
て
選
出
さ
れ
た
民
法
審
査
委
員
が
右
日
付
以
降
に
行
っ
た
審
議
の
際
に
参
照

･
利
用
さ
れ
た
か
否
か
-

こ
れ
ら
の
活
版
本
の

『再開修正民法草案註釈』について

刊
行
年
月
日
は
右
三
月
七
日
以
前
か
否
か
-

に
関
し
て
は
､
こ
れ
を
直
接
明
ら
か
に
す
る
資
料
を
発
見
し
て
い
な
い
｡
た
だ
､
ボ

33ZmE

ワ
ソ
ナ
ー
ド
が

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
草
稿
を
脱
稿
す
る
の
が
同
年
三
月
二
日
で
あ
る
か
ら
､
活
版
本
旧
版

(T
｡
Ⅴ
)
の
刊
行
時
期
は
'

txi



右
日
付
か
ら
そ
う
遠
く
は
離
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
も
っ
と
も
､
こ
の
点
に
関
し
て
は
､
右
記
①
-
⑦
と
同
様
､
右
活
版
本
の
内

容
が
'
⑧
右
の
元
老
院
民
法
審
査
委
員
会
が
審
議
の
結
果
提
出
し
た
修
正
案
よ
り
も
古
い
か
同
じ
か
新
し
い
か
'
⑨
右
修
正
案
を
受

け
て
法
律
取
詞
委
員
会
が
修
正
を
行
い
同
年
七
月
二
三
日
に
内
閣
龍
提
出
さ
れ
翌
七
月
二
四
日
に
元
老
院
に
再
下
付
さ
れ
た
議
案
よ

り
も
古
い
か
同
じ
か
新
し
い
か
'
⑩
元
老
院
が
右
議
案
に
対
す
る
審
議
の
後
七
月
二
九
日
に
こ
れ
を
可
決
し
翌
三
〇
日
に
内
閣
に
上

奏
し
た
案
よ
り
も
古
い
か
同
じ
か
新
し
い
か
､
と
い
っ
た
点
に
関
す
る
個
別
具
体
的
な
考
察
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
｡

〔

3
〕
以
上
の
よ
う
に
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
旧
版
に
関
し
て
は
'
第
二
編
物
権
部

(A
B
)
･
同
人
権
部

(E
F
G
)

｡
第
三
編

(K
L
M
)
に
つ
い
て
は
､
明
治
二

1

二

八
八
八
)
年
の
法
律
取
調
委
員
会
の
第

1
次
草
案
審
議

(
｢原
案
｣
審
議
)

段
階
か
ら
の
参
照

･
利
用
が
､
ま
た
､
第
四
編

(T
)
｡
第
五
編

(Ⅴ
)
に
つ
い
て
は
'
明
治
二
二

(
1
八
八
九
)
年
の
元
老
院
審

議
段
階
か
ら
の
参
照

･
利
用

(あ
る
い
は
遅
く
と
も
翌
明
治
二
三

二

八
九
〇
)
年
の
枢
密
院
審
議
段
階
で
の
利
用
)
が
考
え
ら
れ

た
が
､
こ
れ
に
対
し
て
､
改
版
の
う
ち
の
最
終
版
-

表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版

(D
+
∫
+
P
Q
R
+
冒
+
W
)
は
､

早
稲
田
大
学
蔵
本
に
認
め
ら
れ
る
喜
入
の
日
付

(
｢明
治
甘
三
年
十
月
二
日
購
求
｣
な
い
し

｢明
治
甘
三
年
十
二
月
廿
四
日
購
求
｣)

か
ら
推
測
す
る
に
､
旧
民
法
公
布
後
で
あ
る
明
治
二
三

二

八
九
〇
)
年
後
半
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
'
右
の

版
は
､
旧
民
法
の
起
草
段
階
に
お
い
て
は
参
照

･
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
右
の
版
を
用
い
て
'
1

『
再
開

修
正
民
法
草
案
註
釈
』
-
2
旧
民
法
正
文
の
順
序
で
叙
述
を
展
開
す
る
こ
と
は
､
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
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2

現
行
民
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
利
用

ま
た
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
､
以
上
に
述
べ
た
旧
民
法
編
纂
過
程
の
各
段
階

(法
律
取
調
委
員
会
1
元
老
院
-
枢
密

院
)
に
お
け
る
利
周
の
み
な
ら
ず
､
現
行
民
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
も
､
既
成
法
典
た
る
旧
民
法
の
立
場
を
説
明
す
る
際
に
参
照

･
利
用
さ
れ
た
ふ
し
が
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
前
記
旧
民
法
の
立
法
過
程
に
お
け
る
と
同
様
､
現
行
民
法
に
関
す
る
法
典
調
査
会
で
の
審
議
等
に
お
い
て
も
､
旧
民

法
草
案
の

｢註
釈
｣
｢註
解
｣
｢説
明

〔書
〕
｣
な
る
文
献
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
､
仏
語
文
献
た
る

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
あ
る
い
は

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
を
意
味
し
て
い
る
場
合
と
'
邦
語
文
献
た
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』

(79
)

を
意
味
し
て
い
る
場
合
と
が
あ
り
得
る
｡
こ
こ
で
､
現
行
民
法
起
草
者
ら
が

『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
用
い
て
旧
民
法
の
立

場
を
説
明
し
､
こ
れ
に
基
づ
き
現
行
民
法
の
規
定
を
立
案
し
て
い
る
場
合
に
'
彼
ら
が
参
照

･
援
周
し
て
い
な
い

『
プ
ロ
ジ

エ
』
そ

の
他
を
引
用
し
っ
つ
旧
民
法
と
現
行
民
法
の
関
係
を
説
く
の
は
､
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
｡

な
お
'
そ
れ
が

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
意
味
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､
法
典
調
査
会
の
審
議
の
開
始
さ
れ
る
明
治

二
六

二

八
九
三
)
牢
に
は
'
改
版
の
最
終
版
-

表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版

(D
+
-
+
P
Q
R
+
U
+
W
)
も
刊

行
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
前
記
旧
民
法
の
場
合
と
異
な
り
､
現
行
民
法
の
起
草
過
程
に
関
し
て
は
､
参
照
さ
れ
て
い
る
の
が
旧
版

･
改

版
の
い
ず
れ
な
の
か
を
確
定
す
る
必
要
が
生
ず
る
｡

と
も
あ
れ
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
､
旧
民
法
お
よ
び
現
行
民
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
'
日
本
人
委
員

･
起
草
委
員

『再開修正民法草案註釈』についてlxiii



そ
の
他
の
担
当
者
ら
に
よ
り
積
極
的
に
参
照

･
利
用
さ
れ
､
審
議
の
基
礎
と
な
っ
た
文
献
と
し
て
'
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
｡

こ
の
点
が
'
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
独
自
的
な
意
義
の
第

一
で
あ
る
｡

lxiv

(

二)

司
法
に
お
け
る
意
義

第
二
に
､
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
'
明
治
二
〇
年
代
!

す
な
わ
ち
現
行
民
法
典
施
行
以
前
の
時
代
-

に
お
い
て
p

裁
判
官
が
判
決
を
下
す
際
の
参
考
書
と
し
て
EEe
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
O

現
行
民
法
施
行
以
前
の
我
が
国
に
お
い
て
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
や
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
な
い
し
旧
民
法
正
文
が
…

自
然
法
論
を

(帥
)

媒
介
項
と
し
て
-

｢法
源
｣
と
し
て
通
用
し
て
い
た
こ
と
は
､
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡

で
は
､
裁
判
官
ら
は
'
い
ず
れ
の
文
献
を
用
い
て
､
フ
ラ
ン
ス
法
や
ボ
ワ
ソ
ナ
-
ド
民
法
典
の
立
場
を
参
照
し
た
の
か
.

ま
ず
'
彼
ら
が
判
決
を
下
す
際
に

『
プ
ロ
ジ

エ
』
活
版
本
三
種
を
参
照
し
た
可
能
性
は
低
い
.
と
い
う
の
も
､
第

1
に
'
『
プ
ロ

ジ

エ
』
の
今
日
現
存
す
る
部
数
な
ら
び
に
旧
蔵
関
係
情
報
か
ら
考
え
て
､
右
仏
語
文
献
が
全
国
の
裁
判
所
な
い
し
裁
判
官
に
行
き
渡

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
第
二
に
､
当
時
の
裁
判
官
の
語
学
能
力
か
ら
考
え
て
､
右
仏
語
文
献
を
参
照
し
っ
つ
判
決
を
下
す
裁
判
官

が

1
般
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
.
司
法
省
法
学
校
に
お
い
て
さ
え
'
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
速
成
科
第
二
期
生
に
対
す
る

『
プ

ロ
ジ

エ
初
版
』
講
義
に
つ
き
､
生
徒
ら
は
通
訳
お
よ
び
種
々
の
翻
訳
書
に
頼
り
な
が
ら
講
義
内
容
を
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る

(杏

資
料
集
成
第
三
回
配
本

『
註
釈
民
法
草
案
』
解
題
参
照
)0

と
こ
ろ
で
､
本
資
料
集
成
の
第
三
回
配
本
と
し
て
復
刻
し
た

『
註
釈
民
法
草
案
』
九
州
大
学
蔵
本
は
､
司
法
省
法
学
校
速
成
科
第

『再開修正民法草案註釈』について



先
に
引
用
し
た
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料

『
司
法
省
第
十
五
事
務
功
程
報
告
』
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年

｢刊
行
書
籍

1
覧
表
｣

fE

か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
本
書
の
発
行
部
数
は
､
こ
の
当
時
の
立
法
関
係
資
料
中
で
も
群
を
抜
い
て
多
い
｡
そ
し
て
､
か
か
る
発

行
部
数
の
多
さ
が
p
本
書
が
今
日
も
な
お
広
く
普
及
し
て
い
る
原
因
の
1
つ
と
な
っ
て
い
る
o
い
ま

7
つ
の
原
因
は
､
本
書
の
旧
蔵

関
係
と
関
連
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
《
図
表
3
》
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
現
在
各
図
書
館
が
所
蔵
す
る
蔵
本
は
､
そ
も
そ
も
全
国

の
裁
判
所
あ
る
い
は
地
方
行
政
庁
の
所
蔵
で
あ
っ
た
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
る
｡
も
と
も
と
の
所
蔵
者
が
こ
う
し
た
公
的
機
関
で

あ
っ
た
こ
と
が
､
本
書
の
多
く
が
良
好
な
状
態
で
今
日
ま
で
保
存
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
そ
も
そ
も
本
書
が
こ

れ
ほ
ど
ま
で
大
量
に
印
刷
さ
れ
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
｡
ま
た
'
そ
れ
が
'
全
国
の
裁
判
所

｡
行
政
庁
に
収
め
ら
れ
た
理
由
は

何
で
あ
っ
た
の
か
｡
こ
の
点
は
､
本
書
の
意
義
と
関
連
し
て
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
し

(後
述
三
)
､
こ
こ
で
は
､
さ
し
あ
た
っ
て

の
検
討
対
象
で
あ
る
所
蔵
関
係
に
つ
き
､
以
下
の
点
を
さ
ら
に
指
摘
し
て
お
く
｡

〔

1
〕
第

一
に
､
今
日
に
お
け
る
各
図
書
館
の
蔵
本
は
'
古
書
韓
を
通
じ
て
購
入
さ
れ
た
も
の
が
多
く
､
そ
の
際
に
､
本
来
は
別
個

の
旧
蔵
書
で
あ
っ
た
も
の
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
ま
と
め
ら
れ
'
あ
る
い
は
､
本
来
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
散
逸
し
た
も
の
も
少
な
く

な
い
｡
旧
蔵
印
か
ら
推
測
す
る
に
､
慶
庵
義
塾
大
学
蔵
本
と
都
立
大
学
蔵
本
､
都
立
大
学
蔵
本
と
立
教
大
学
蔵
本
は
､
お
そ
ら
く
本

来
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
0
東
北
学
院
大
学
蔵
本

･
龍
谷
大
学
蔵
本

｡
神
戸
商
科
大
学
蔵
本
も
､
旧
蔵
は
同

一
で
あ
る
o

〔

2
〕
第
二
に
､
本
来
の
セ
ッ
ト
が
散
逸
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
蔵
本
に
お
い
て
も
､
上
記
異
本
の
組
み
合
わ
せ
に
関
し
て
は
､

-

改
版
の
う
ち
表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版

(D
+
J
+
P
Q
R
+

(S
)
+

U
+
W
)
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
程
度
で
-

､
と
く
に
旧
版

(A
B
+
E
F
G
+
K
L
M
+

(S
)
+
T
+
Ⅴ
)
に
関
し
て
は
p
そ
の
内
部
の
異

本
中
の
ど
れ
と
ど
れ
と
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
あ
る
か
に
つ
き
'

1
定
の
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
O
こ
れ
は
'
二
つ
の
原

『再開修正民法草案註釈』について



二
期
生

･
小
幡
虎
三
郎
が
卒
業
の
際
に
下
賜
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
O
ま
た
､
第
四
回
配
本

『
再
開
民
法
草
案

(財
産
編
)
』
･
第

五
回
配
本

『
民
法
草
案

(財
産
取
得
編
)
』
の
底
本
と
し
て

一
部
利
用
し
た
慶
庵
義
塾
大
学
蔵
本
に
は
､
｢新
潟
始
審
裁
判
所
蔵
書

印
｣
が
押
さ
れ
て
い
る

(な
お
'
慶
大
蔵
本
の

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
法

i9-393
(《
図
表
3
》
参
照
)
は
､
右
書
籍
と
ワ

ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
)｡
そ
し
て
､
右

『
註
釈
民
法
草
案
』
･
『
再
開
民
法
草
案
』
の
第
三
版
た
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』

に
関
し
て
は
､
す
で
に
見
た
よ
う
に
'
当
時
と
し
て
は
破
格
の
部
数
が
発
行
さ
れ
､
か
つ
広
く
全
国
の
裁
判
所

･
行
政
庁
に
収
め
ら

れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
'
当
時
の
裁
判
官
が
､
判
決
を
下
す
に
際
し
て
参
照
し
た
資
料
は
､
『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
は
じ
め
と
す
る
邦
語
文
献
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

こ
こ
で
､
わ
れ
わ
れ
は
'
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
前
､
ロ
ー
マ
法
が
普
通
法
(g
em
ein
es
R

e
c
h
t)
と
し
て
通
用
し
て
い
た
時
代
に
お

け
る
'
ヴ
イ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
科
書
の
権
威
と
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
､
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
つ
い
て

抱
く
｡
当
時
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
は
､
ヴ
イ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
教
科
書
を
手
元
に
置
い
て
判
決
を
下
し
た
'
と
ま
で

い
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
と
同
様
､
現
行
民
法
典
制
定
前
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
な
い
し
ボ
ワ
リ
ナ
-
ド
草
案

･
旧
民
法
が
自
然
法
と

し
て
通
用
し
て
い
た
時
代
の
日
本
に
お
い
て
､
裁
判
官
ら
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
参
照
し
っ
つ
判
決
を
下
し
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
｡

も
っ
と
も
､
本
資
料
が
､
い
つ
､
い
か
な
る
経
緯
で
'
各
裁
判
所
等
に
収
蔵
さ
れ
た
の
か
を
示
す
送
り
状
そ
の
他
の
資
料

(史
料
)

を
､
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
発
見
し
て
い
な
い
｡
ま
た
､
仮
に
本
資
料
が
司
法
省
そ
の
他
の
指
示
に
よ
り
各
裁
判
所
に
送
付
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
､
右
送
付
の
際
に

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
べ
き
趣
旨
の
指
令
そ
の
他
が
発
せ
ら

れ
た
か
に
関
し
て
も
p
目
下
の
調
査
の
限
り
で
は
'
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
'
し
た
が
っ
て
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
関

『再開修正民法草案註釈』についてlxv



し
て
抱
く
上
に
述
べ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
'
単
な
る
空
想
の
域
を
超
え
な
い
｡
た
だ
'
現
行
民
法
典
制
定
以
前
の
判
例
を
検
討
す

る
際
に
は
､
判
決
書
の
表
現
そ
の
他
を

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
そ
れ
と
対
比
し
て
み
る
の
も
有
益
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
『
プ

ロ
ジ

エ
』
の
仏
文
テ
ク
ス
ト
で
は
不
可
能
な
作
業
で
あ
っ
て
､
要
す
る
に
､
明
治
二
〇
年
代

｡
現
行
民
法
典
制
定
以
前
の
判
例
と
の

関
係
で
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
』
で
は
な
く
し
て

『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
側
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
｡
こ
の
点
が
､
『
再
開
修

呈xvi

正
民
法
草
案
註
釈
』
の
有
す
る

義
の
第
二
で
あ
る
｡

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
単
な
る
翻
訳

･
二
次
資
料
と
い
う
従
前
の
理
解
を
超
え
た

独
自
的
な
意

四

本
復
刻
版
の
内
容

『再開修正民法草案註釈』について

(

〓

底

本

前
章
で
述
べ
た
よ
う
な

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
独
自
的
意
義
に
鑑
み
､
今
回
の
復
刻
で
は
､
種
々
の
異
本
の
中
か
ら
､

旧
版

(A
B
+

E
F
G
+
K
L
M
+

(S
)
+
T
+
Ⅴ
)
の
中
で
も
最
も
古
い
版
を
揃
え
て
い
る
蔵
本
を
復
刻
す
る
こ
と
と
し
た
｡

そ
の
最
大
の
理
由
は
､
こ
の
版
が
､
刊
行
時
期
か
ら
考
え
て
､
旧
民
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
参
照
さ
れ
た
と
解

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
他
方
､
い
ま

一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
た
､
最
後
の
版
す
な
わ
ち
改
版
の
中
で
も
表
紙
に

｢司
法
省
｣

の
記
載
の
あ
る
蔵
本

(D
+
1
+
P
Q
R
+

(S
)
+
U
+
W
)
に
関
し
て
は
､
第

一
に
､
右
の
版
の
刊
行
が
旧
民
法
公
布
後
で
あ

る
こ
と
'
第
二
に
'
同
版
の
第
四
編

(U
)
･
第
五
編

(W
)
部
分
に
つ
き
'
す
で
に
宗
文
館
書
店
の
復
刻
版
が
存
在
し
て
い
る
こ



と
か
ら
､
復
刻
の
対
象
と
し
て
は
､
右
の
旧
版
の
次
順
位
と
考
え
た
｡

次
に
､
い
ず
れ
の
所
蔵
館
の
蔵
本
を
復
刻
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
､
《
図
3
》
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
旧
版
の
う
ち

最
も
古
い
版
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
揃
え
て
い
る
図
書
館
は
存
在
し
な
い
｡
ま
た
､
旧
蔵
関
係

･
書
籍
の
保
存
状
態
そ
の
他
の
観
点
か
ら

見
て
も
､
と
り
わ
け
復
刻
に
良
好
な
蔵
本
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
今
回
の
復
刻
底
本
と
し
て

は
､
解
題
執
筆
者
の
勤
務
校
で
あ
る
慶
鷹
義
塾
大
学
蔵
本
を
選
択
し
た
｡
慶
大
は
旧
版
を
二
種
所
蔵
し
て
い
る
が
'
選
択
し
た
の
は
'

そ
の
う
ち
欠
本
が
な
く
t
か
つ
古
い
版
を
収
め
て
い
る
蔵
本

(法

3
ム
53
)
の
側
で
あ
る
.
な
お
､
原
典
に
認
め
ら
れ
る
書
き
込
み

等
に
関
し
て
は
､
こ
れ
を
す
べ
て
消
去
し
た
｡

(

二)

体

裁

1
方
､
復
刻
版
の
体
裁

･
内
容
に
関
し
て
は
'
以
下
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た
｡

1

判
型

･
縮
小
率

･
頁

ま
ず
､
判
型
に
関
し
て
は
'
第
三
回

･
第
四
回

･
第
五
回
配
本
と
同
様
､
復
刻
部
分
に
つ
き
書
籍
を
横
置
き
に
L
t
原
本
二
頁
を

縮
小
し
て
復
刻
版

1
頁
に
収
め
る
こ
と
と
し
た
o

原
本
の
縮
小
率
は
'
七
八
%
で
あ
る
｡
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な
お
p
引
用
の
際
に
は
'
原
典
の
書
名

車
頁
の
表
示
の
他
に
'
復
刻
版
の
書
名

･
頁
を
表
示
す
る
形
で
も
､
当
該
個
所
を
特
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
と
え
ば
､
ボ
ワ
ジ
ナ
～
ド
氏
起
稿

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

(第
二
編
物
権
ノ
部
上
巻
)
』

1
頁

(雄
松

堂
復
刻
版

『
第
-
巻
』
5
頁
)
と
い
う
よ
う
に
｡
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目
次

･
注
記

『再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
最
後
の
版
…

改
版
の
中
で
も
表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
記
載
の
あ
る
蔵
本

(D
+
1
+
P
Q
R

+
言
)
+
U
+
W
)
-

に
は
目
次
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
､
そ
れ
以
前
の
版
に
お
い
て
は
'
-

1
部
の
巻
の
表
紙
に
'
収

録
条
文
に
関
す
る

｢章
｣
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
Ⅰ

､
詳
細
な
目
次
が
存
在
し
な
い
.
そ
こ
で
､
今
回
､
原
本
の
編

･
部

･
章

｡
節

｡
款
な
ら
び
に
条
数
の
見
出
し
番
号

･
原
本
頁

･
復
刻
版
頁
を
示
し
た
目
次
を
作
成
し
､
各
巻
の
冒
頭
に
掲
載
し
た
｡

7
方
淘

7
部
の
巻
に
存
在
す
る

｢正
誤
｣
に
つ
い
て
は
､
本
文
の
当
該
個
所
の
欄
外
に
､
そ
れ
が
存
在
す
る
旨
を
注
記
し
た
O
第

三
編
下
巻
末
尾
に
存
在
す
る

｢法
文
並

二
註
樺
ノ
増
補
改
正
｣
(
こ
れ
は

『
プ

ロ
ジ

エ

(第
二
版
)
』
第
三
巻
末
尾
に
存
在
し
た

《
A
D
D
IT
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N
S
E

T
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RK
C
T
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N
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A

U
P

R
i
s
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N
T

V

O
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》

お
よ
び
《
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L
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S

A

D
D
IT
tO

N
S

E
T

c
o
R
R
E
C
T
I
O
N
S
A

U
X
T
O
M
E
S
Ier
E
T

嵩

e》
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
)
に
関
し
て
も
'
同
様
に
注
記
を
行
っ
た
｡
こ
れ
ら
は
'

第

一
回

｡
第
二
回
配
本
に
お
い
て
行
っ
た
の
と
同
様
の
措
置
で
あ
る
｡

な
お
､
右

｢正
誤
｣
な
ら
び
に

｢増
補
改
正
｣
の
指
定
個
所
の
中
に
は
､
本
文
と
異
な
る
頁
数

･
行
数
が
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
､

｢正
誤
｣
｢増
補
改
正
｣
の
表
現
と
本
文
の
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
､
指
定
さ
れ
た
内
容
が
本
文
で
は
す
で
に
訂
正
済
み
に
な
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っ
て
い
る
も
の
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が
存
在
す
る
｡
以
下
に
､
そ
れ
ら
の
個
所
を
抜
き
書
き
し
て
お
く
｡

《
各
巻
の

｢正
誤
｣
と
本
文
が

一
致
し
な
い
個
所
》
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獲

得

ノ
部

下
巻

正

誤

(第

四
編

正

誤
に

つ
い
て
は
'
本

文

と

7
致
し
な
い
個

所
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存

在

し
な
い
)

(第
五
編

正
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も
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本

文
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第
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編
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義
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得
ノ
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下
巻
巻
末
掲
載

｢法
文
並

二
註
樺
ノ
増
補
改
正
｣
と
本
文
が

一
致
し
な
い
個
所
》

第
二
編
物
権
ノ
部

(上

｡
下
巻
)

〔-
〕
〔2
〕
〔3
〕
〔ヰ
〕

第
五
百
一
俵
第
二
項

第
五
百
二
候
第
八
項

第
五
百
三
候
第

1
項

第
五
百
二
十
五
候
第
七
､
第
八
及
ヒ

第
九
第
五
百
二
十
九
候

第
五
百
三
十
七
候
第

一
項

第
五
百
三
十
七
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一
項
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下
□
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原
文
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(債
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ヲ

(人
権
)
ト
改
ム
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(即
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債
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ヲ
加
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(法
律
二
定
メ
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期
限
ヲ
-
-

(総
テ
ノ
保
有
者
二
対
シ
-
-

(第
三
編
)
ハ

(第
五
編
)
ニ
改
ム

1

本
文
で
は

｢対
人
ノ
権
即
債
権
｣

1

該
当
個
所
不
明

1

訂
正
済
み

-

訂
正
済
み

-

訂
正
済
み

-

本
文
で
は

(総
テ
其
物
ノ
所
持
人
二

対
シ
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有
ノ
訴
権
又
ハ
所
有
取
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ノ

訴
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
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1

訂
正
済
み

1

本
文
で
は
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七
百
十
二
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)
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僚
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九
十
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二
十
四
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十

一
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三
編
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ハ

(第
五
編
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ノ
誤

(自
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ノ
鳥
メ
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他
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-

1

本
文
で
は

(第
六
百
二
十

1
健
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-

訂
正
済
み
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本
文
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は

(自
己
ノ
鳥
メ
其
地
)
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二
編
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権
ノ
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･
中
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第
八
百
五
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ー

第
八
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三
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三
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第
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称
ス

ル
)
解
除
訴
権
ア
ル
カ
故
ニ
-
-

-

第
千
二
百
六
候
註
解

〔二
六
二
〕

-

本
文
で
は

(第
千
二
百
十

1
健
二
於

テ
既
二
総
テ
ノ
契
約
ノ
為
メ
-
-

-

第
千
二
百
二
十
八
候
註
解
〔三
〇
二
〕

-

第
千
二
百
三
十
四
健
註
解
〔三
1
五
〕

-

第
千
二
百
三
十
四
候
註
解
〔三
一
五
〕

-

第
千
二
百
三
十
四
榛
註
解
〔三

一
五
〕

-

第
千
二
百
四
十
五
儀
註
解
〔三
四

二

-

第
千
二
百
四
十
九
榛
註
解
〔三
四
六
〕

lxxvi『再開修正民法草案註釈』について



〔35
〕
〔･36
〕
〔37
〕

〔5,,]
〔39
〕
〔40
〕
〔朋
〕
軸謂

〔

43

〕

第
千
二
百
五
十
五
篠
第

叫
項
末
尾

第
千
二
百
五
十
七
榛
註
解
〔三
七
四
〕

第
千
二
百
六
十
三
健
註
解
〔三
八
八
〕

第
千
二
百
六
十
三
億
註
解
〔三
八
八
〕

第
千
二
百
六
十
五
俵
註
解
〔三
九
九
〕

第
十
章
不
確
実
契
約
ノ
次

第
千
三
百
四
十

1
候
第
二
項
ノ
末
尾

第
千
三
百
六
十
七
候
第
三
項
ノ
末
尾

第
千
三
百
六
十
七
儀
註
解
〔六
三
五
〕

ノ
末
尾

第
千
三
百
七
十
七
榛
註
解
〔六
五
五
〕

第
二
項
目
ノ
末
尾

第
千
三
百
八
十
儀
註
解

〔六
六
六
〕

-i-&,I-88--I-II88lf8--lll-I-I-I8llll-lfll8IIIII88llIlBll
(傍
民
第
千
七
百
六
十
四
候
)
ト
ア
ル
ハ
-
-

第
四
項
目
ノ
第

1
中
ノ
小
分
別

(
ハ
)
ノ

-

末
尾
ニ

(第
千
三
百
三
十
二
候
参
観
)
ヲ
-

附
言

(イ
)
ノ
中
-
-

第
二
六
項
ノ
末
尾
ニ
-
-

別
行
ニ
テ

(前
置
健
例
)
四
字
ヲ
加
フ

(傍
商
第
三
百
六
十
五
候
-
-

(傍
商
第
三
百
七
十
七
候
)
ヲ
加
フ

(備
商
第
三
百
七
十
七
儀
)
ヲ
加
フ

(借
用
物
ノ
全
部
又
ハ
山
部
分
ノ
意
外
ノ
滅

義
)
云
々
ハ
-
-

附
言

〔イ
〕
(銀
行
二
其
割
引
)
云
々
ノ
-
-

,lll-fll-l

第
十
七
草
第
二
節
無
期
年
金
権
ノ
総
…tI

論

二
ハ
八
〇
〕
第
五
項
目

(以
上
第
千
百
六
十

1
候
及
ヒ
本
候
増
加
ノ
部

参
観
又
第
千
三
百
八
十
九
僚
ヲ
参
観
ス
ヘ
シ
)

-

第
千
二
百
五
十
六
健
第

1
項
末
尾

-

第
千
二
百
五
十
八
健
註
解
〔三
七
四
〕

-

第
千
二
百
六
十
四
健
註
解
〔三
八
八
〕

-

第
千
二
百
六
十
四
健
註
解
〔三
八
八
〕

-

第
千
二
百
六
十
六
健
註
解
〔三
九
九
〕

-

本
文
で
は

｢第
十
六
章
｣

-

第
千
三
百
四
十
二
候
第
二
項

-

第
千
三
百
六
十
八
僚
第
三
項

-

第
千
三
百
六
十
八
候
註
解
〔六
三
五
〕

-

本
文
で
は

(貸
借
物
件
ノ
全
部
又
ハ

1
分
ノ
不
慮
ノ
滅
失
)

-

訂
正
済
み

(本
文
の
表
現
は

｢傍
蘭

西
銀
行
ヲ
シ
テ
其
為
替
料
及
ヒ
立
替

利
子
ヲ
-
-
)

-

本
文
に
は

(第
十
七
草
第
二
節
無
期

年
金
権
ノ
契
約
)
と
あ
る
｡
ま
た

(上
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I一-lJtIll-ll8

第
千
三
百
九
十

一
俵
第
二
項
ノ
末
尾
…lllIII

第
千
四
百
三
十
八
健
第
二
項
ノ
初
メ
…lIlll-

第
千
四
百
五
十
八
健
註
解

〔七
九
七
〕
…l

第

i
項
ノ
初
メ

…

818ll8
pl88l

第
二
十

三
早
第
四
節
工
作
又
ハ
工
業
…ll

ノ第千
百

六十一俵ハ-
…

(期
限ヲ
得

ル)云々
ハ

(裁
判
所
ヨリ
期
限

ヲ得ル)
ト烏
スヘシ

(残額タ
ル

金
額
二付テ
ハ
)
云
ノ々
(残

額
)

ノ(只)
ノ
一字
ヲ加
へ-
-

(手代又
ハ

雇
人
ノ使役
)

云々
ノ
前
ニ

(然

レトモ)
ノ字
ヲ脱
ス

後二左ノ
1候
ヲ追加ス
-
-

ノ
賃
貸
事
項
第
千
四
百
八
十
八
儀

}

第
二
十
二
章
畜
類
ノ
賃
借
総
論

〔八
…BI

五
四
〕
最
終

…

lllt-
ll

第
二
十
二
章
第

1
節
単
純
ナ
ル
畜
借
…l

(第三半
二

於
ケ
ル即チ
禽

社
二
於
ケ
ル

畜

借)ハ
(
共有
二於ケル
即
チ
骨
社
二於
ケ

ル畜倍
)

ニ改
ム

(賃借人
ハ

群畜
ノ保存
飼

養
及
ヒ
世話
二任

第
千
百
六
十

1
候
及
ヒ
該
候
ノ
追
加

並
二
贋
千
三
百
八
十
九
榛
参
観
)
と

あ
る
｡

-

本
文
の
表
現
は

(必
要
ノ
猶
予
期
限

ヲ
請
フ
テ
之
ヲ
許
ス
可
キ
ト
キ
)

-

本
文
の
表
現
は

(計
算
ノ
残
額
二
関

シ
テ
ハ
-
-

-

第
三
編
下
巻
冒
頭
の
注
書
に
よ
り
､

〔七
九
六
〕
を

〔七
九
七
〕
と
訂
正
｡

第

1
項
三
行
め
に

(番
頭
若
ハ
雇
人

ノ
使
役
)
と
あ
る
｡

-

本
文
で
は

(第
四
節
工
作
及
ヒ
工
業

ノ
賃
貸
)

-

本
文
で
は

(第
三

合
社
ノ
性
質
ア

ル
畜
倍
)

-

本
文
で
は

(借
主
-
-
保
存
シ
及
ヒ
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事
項
第
千
四
百
九
十

1
候
第

7
項
ノ
川-l

初
メ

…一

第
千
四
百
九
十

7
儀
第

一
項
ノ
主
尾
,:llllllllllbll-ll
ス
ル
)
云
々
ノ
賃
借
人
ノ
下
ニ

(即
チ
畜
借

入
)
ノ
字
ヲ
加
フ
ヘ
シ

(其
畜
類
ノ
産
物
ノ
一
部
分
ヲ
得
テ
畜
類
ノ
幾

分
数
ヲ
)
云
々
ハ
暑
シ
テ

(其
畜
類
ノ
産
物

ノ
一
部
分
ヲ
得
テ
之
力
全
数
若
ク
ハ
幾
分
数

ヲ
)
云
々
卜
為
ス

飼
養
ス
ル
コ
ト
ニ
任
ス
ル
)

-

本
文
で
は

(其
群
畜
ヨ
リ
生
ス
ル
産

物
ノ
1
分
ヲ
得
テ
其
全
数
又
ハ
幾
分

数
ヲ
)

五

終
わ
り
に

今
回
配
本
を
も
っ
て
､
本
資
料
集
成
第

i
期
に
お
い
て
企
図
さ
れ
た
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
起
草
の
仏
文
草
案
注
釈

･
活
版
本
と
､
こ

れ
に
対
応
す
る
邦
文
の
草
案
注
釈

･
活
版
本
の
復
刻
は
完
了
し
た
｡
今
後
は
､
第
四
回

｡
第
五
回
配
本
の
補
遺
と
し
て
､
『
A
B
C

順
字
類
撮
録
表
』
『
伊
呂
波
順
芋
類
撮
録
表
』
の
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
､
第
二
期
刊
行
計
画
と
し
て
､
民
法
編
纂
局

｡
法

律
政
調
委
員
会

二
刀
老
院

･
枢
密
院

･
公
布
と
い
っ
た
立
法
過
程
の
各
段
階
に
お
け
る
結
節
点
で
の
草
案
の
復
刻
が
考
え
ら
れ
て
い

る
｡
今
回
の
復
刻
が
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
中
心
の
資
料
引
用
傾
向
の
中
で
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た

『
再
開
修
正
民
法
草
案

註
釈
』
の
資
料
価
値
に
つ
き
正
当
な
評
価
を
与
え
､
他
の
復
刻
資
料
と
相
侯
っ
て
､
旧
民
法
の
立
法
過
程
に
現
れ
た
諸
草
案

･
資
料

を
綿
密
に
追
跡
す
る
手
法
確
立
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
｡

『再開修正民法草案註釈』について1ⅩXix



《
注
》

(
-
)

な
お
､
本
書
の
書
名
表
記
に
関
し
て
は
､
従
来
､
①

『
註
釈
』
と
表
記
す
る
も
の
､
②
原
表
記
に
忠
実
に

『
註
帝
』
と
表
記
す
る
も
の
'
③
当
用
漢
字

に
直
し

『
注
釈
』
と
表
記
す
る
も
の
等
が
あ
る
｡
本
復
刻
で
は
'
従
来
の
研
究
お
よ
び
図
書
館
の
蔵
書
目
録
に
お
い
て
最
も
使
用
さ
れ
て
い
る
表
記
で
あ

る
①

『
註
釈
』
の
表
記
を
用
い
た
｡
ま
た
､
著
者
名
に
関
し
て
､
本
復
刻
の
底
本
は
､
『
第
二
編
物
権
部

(上

･
下
巻
)』
『
第
二
編
人
権
部

(上

｡
中

｡

下
巻
)』
が

｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
｣､
『第
三
編

(上

｡
中

･
下
巻
)』
が

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
｣､
『第
二
編
第
三
編
摘
要
』
が

｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
｣
'
『第
四
編
』

『
第
五
編
』
が

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
｣
と
な
っ
て
い
る
0
本
復
刻
版
の
背
表
紙
等
で
は
'
こ
れ
を

｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
｣
の
表
記
に
統

1
し
た
｡
な
お
､
そ
の

他
の
異
本
に
お
け
る
書
名

･
著
者
名
表
記
に
関
し
て
は
､
後
掲

《
図
表
2

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
表
紙

1
覧
》
を
参
照
さ
れ
た
い
.

(2
)

星
野

【
1
】

1
八
三
頁
注

(三
)
(五
)
(六
)
(七
)
(
三

一)
(
1
四
)
二

五
)
二

六
)
二

七
)
-
-
所
収
頁
で
引
用
す
る
｡
以
下
同
様
｡

(
3
)

星
野

【
2
】
八
三
貢
注

二

九
)｡
な
お
､
右
個
所
に
つ
い
て
は
､
池
田

【
柑
山
が

｢教
授
は
p
rojet
の

nouvelle
editionを
二
版
と
さ
れ
る
が
､
少
な

く
と
も
財
産
編
を
基
準
に
考
え
る
限
り
､
三
版
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
指
摘
す
る

(池
田

叩
18
】
四
九
貢
注
(

3

)
)

0

(
4
)

星
野

【
3
】

二
〇
七
-
八
貢
注

(五
)､
耶
4
】

1
七
二
貢
注

(三
)O

(
5
)

三
ケ
月

【
5
】
は

『プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
の
み
を
使
用
す
る

蔓
元

頁
注

(
1
))｡
三
ケ
月

【
6
】
の
う
ち
､
二
九
貢
注

二

三
)
は

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』

を
引
用
す
る
が
p
三
七
貢
注

(九
)
は
版
不
明

(お
そ
ら
く
新
版
)O
三
ケ
月

叩
7
】
の
引
用
す
る

『
プ
ロ
ジ

エ
』
も
版
不
明

二

九
五
頁
注

(≡
))o

(
6
)

内
地

【
8
】
｢旧
民
綾
の
規
定
と
そ
の
理
論
｣
の
章
に
関
す
る
二
〇
九
貢
注
(2
)に

｢ボ
ア
ソ
ナ
-
ド
氏
起
稿

再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

第
二
編
人

権
五
八
貢
｣
と
あ
る
｡

(
エ

内
地

【
9
】
三
四
九
頁
｡

(
8
)

内
地

【
9
】
三
四
八
頁
｡

(
9
)

内
地

【
9
二

二
四
九
頁
｡

(
描
)

内
地

【
9
】
三
四
九
頁
｡

(
H
)

内
地

【10
】六
四
頁
注

(9
)
に
は

｢ボ
ア
ソ
ナ
-
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈

･
第
二
編
人
権
二
二
六
貢
以
下
｣
と
あ
り
､
八

1
貢
注
(
;
)
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に
は

｢再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈

･
第
四
編
四
三
六
貢
｣
と
あ
る
｡

(
㍑
)

内
地

【
〓
】
八
八
頁
注
(
3
)に
は

｢再
開
修
正
草
案

1
九
九
八
粂

(projet,art.149
8)｣
と
あ
り
p
九

1
貢
注
(
9
)に
は

｢再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈

(五
)

(二
五
四
)
五

7
九
頁
｣
と
あ
り
､
九
六
貢
注
(
-
)に
は

｢再
開
注
釈

(二
)
(七
〇
七
)

1
〇
四
九
頁
｣
と
あ
り
'
九
六
頁
注
(
6
)に
は

｢前
掲
再
開
注

釈

(五
)
(二
六
八
)
五
五
三
頁
以
下
｣
と
あ
り
r
九
六
貢
注
(
9
)に
は

｢前
掲
再
開
注
釈

(二
)
(七
三
三
-

四
)

1
〇
八
七
貢
以
下
｣
と
あ
る
｡

(COM
)

内
地

【
ほ
】

一
九
〇
貢
注
(
12
)0

(
i

)

小
林

【
13
】

一
四
八
貢
注
(
2

)
0

(
ほ
)

小
林

【
退

1
六
九
頁
注
(
8
)は
'
｢再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

･
第
二
編
人
権
ノ
部
上
巻

1
三

1
頁
以
下
｣
を
引
用
し
っ
つ
､
同
書
は

｢ボ
氏
の
仏
語

版
の
旧
版

〔-

『プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
指
す
〕
と
序
文
や
そ
の
日
付
も
同
じ
で
同
仏
語
版
の
訳
本
と
思
わ
れ
る
｣
と
L
t
小
林
【
川

】
八
九
頁
は
､
｢
〔プ

ロ
ジ

エ
〕
第
二
版
に
つ
い
て
は
邦
訳
さ
れ
､
『ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

｡
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
(全

一
〇
冊
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
｣
と
す
る
O

(
柑
)

小
林

【
柑
】
八
九
頁
は
､
｢最
高
裁
所
蔵

『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
稿

｡
再
開
民
法
草
案
』
も
同
じ
く
第
二
版
の
邦
訳
と
思
わ
れ
る

(分
冊
方
陰
な
ど
は
異

な
り
多
数
に
分
冊
さ
れ
て
い
る
が
'
内
容
は
前
者

〔-

『
再
開
民
法
草
案
註
釈
』
を
指
す
〕
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
｡
『
注
釈
民
法
草
案
』
へ法
務
図
書
館
所

蔵
)
は

〔プ
ロ
ジ

エ
〕
初
版
本
の
訳
か
?
)｣
と
す
る
｡

(
描
)

有
地

【
ほ
】
1
五
二
頁
に
は

｢(
7
)
『ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

第
二
編
第

1
部
物
権
』
｣
と
あ
り
p
そ
の
注

二

五
八
頁
注
(

3

)
)

に

｢
こ
れ
は
(
3
)､
(
6
)
〔=

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
〕
を
訳
出
し
た
も
の
で
'
す
で
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
(4
)
〔-

『
再
閲
民
法
草
案
』
〕
｣
を
さ
ら
に
改

訳
し
て
手
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
九
大
所
蔵
本
に
よ
る
と
七
冊
で
あ
り
-
-
｣
と
あ
る
｡

(
i
)

瀬
川

【摘
】

(
柑
)

内
田

【
け
】

(2
)

瀬
川

【摘
】

(2
)

池
田

【
柑
】

四
六
頁
､
二

1
人
貢
､
内
田

【
け
】
六

1
貢
｡

二
九
頁
-
三

一
貫

(『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
引
用
)
'
三

1
頁

(『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
を
引
用
)0

7
1
0
貢
､

1
〓

1～

一
二
二
貢

(『プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
を
引
用
)'

7
〓

貢
､

二

二
貢

(『プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
引
用
)0

一
〇
七
八
～
1
〇
七
九
貢

(所
収

『
債
権
譲
渡
の
研
究
』
四
九
貢
)
の
'
｢付

･
旧
民
法
理
由
書
解
題
｣
の
註
(
2
)参
照
｡

(22
)

同
資
料
の
復
刻
に
至
る
ま
で
の
経
線
に
つ
い
て
は
､
池
田

｢
〔輔
車
〕
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
等
の
立
法
資
料
に
つ
い
て
｣
『債
権
譲
渡
の
研
究
』

初
版
四
五
三
貢
以
下
'
同
増
補
版
四
九

一
貫
以
下
参
照
｡

(2
)

｢は
し
が
き
｣
並

頁
o

lxxxi 『再開修正民法草案註釈』について



(2
)

｢は
し
が
き
｣
…m
頁
｡

(2
)

相
本

【
別
】

1
四
〇
頁
注
(
I
)に
､
財
産
取
得
編

二

八
粂
注
釈
部
分
に
関
し
て

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

｡
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
三
編

(中
)

〓

l五
～
三
〇
頁

(司
法
省
､
発
行
年
不
明
)
｣
と
あ
る
O

(2
)

前
田

【
22
】
二
〇
九
頁
注
(
8
)
(旧
民
法
財
産
編
三
七
三
条
該
当
条
文
に
関
す
る
注
)
に
'
｢ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

｡
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二

編
人
権
の
部

(上
)
六

一
九
貢

(司
法
省
､
明
治

1
六
年
)
｣
と
あ
る
｡
こ
こ
に

｢明
治

〓
ハ
年
｣
と
い
う
の
は
､
序
の
記
載
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
ろ

ーフ
0

(2
)

松
久

【
望

五
四
八
頁
注
(
I8
)は
'
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
t.5,
no
2
5
)
に
つ
き

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
証
拠
及

ヒ
時
効
五
〇
八
貢

〔司
法
省
､
刊
行
年
不
明
〕
の
訳
に
よ
る
｣
と
す
る
｡

(2
)

山
崎

【
24
】
五
九
七
頁
注
(
ほ
)に
'
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

｡
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
人
権
九
七
七
丁

〔司
法
省
'
明
治

1
六
年
〕
｣
と
あ

る
｡

(
諮

)

鎌
田

【
25
】
八

1
頁
注
(
ほ

)

に
､
｢ボ
ワ
ソ
ナ
-
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
人
権
二
七
三
頁
以
下

(司
法
省
へ
発
行
年
不
明
)
｣
と

あ
る
｡

(3
)

検

印
26
二

二
〇
四
貫
注
(3
)に
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
～
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
四
三
玉
東
以
下

(司
法
省
､
明
治

1
六
年
)
｣
と
あ
る
｡

(封
)

船
越

【
27
二
二
三
八
頁
注
(2
)に
'
｢旧
民
法
草
案
に
関
し
て
は
'
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
人
権
七
五
三
頁
以
下

(司

鮭
省
)
が
あ
る
｣
と
あ
る
｡

(32
)

同

州
28
】
四
七
七
頁
注
(4
)は
､
『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
『
プ

ロ
ジ

エ
新
版
』
を
参
照
し
た
後
'
｢前
者
の
翻
訳
と
し
て
､
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

｡
再
開

修
正
民
法
草
案
註
釈

｡
第
三
編

(特
定
名
義
獲
得
之
部
)
(下
)
第

一
四
二
七
粂

〓

橋
大
学
図
書
館
所
蔵
の
も
の
を
参
照
し
た
〕
が
あ
る
｡
な
お
､
司

蔭
省
版
の
同
名
の
も
の
で
は

1
四
二
九
条
と
な

っ
て
お
り
､
条
文
の
訳
も
該
当
頁
も
多
少
異

っ
て
い
る
｣
と
す
る
.

(33
)

浦
川

【29

】

一
九
六
貢
注
(6
)に
'
｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

｡
第
二
編
人
権
三
五
八
頁

(司
法
省
､
明
治

〓
ハ
年
)
｣
と

あ
る
｡

(
34

)

田
上

【
30
】
四
六
二
貢
注
(2
)は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
説
明
を
引
用
す
る
際
､
『
プ

ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と
と
も
に
､
｢邦
語
の
文
献
と
し
て
､
司
法
省

･

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

(第
二
編
人
権
〉
(明
治

1
六
年
)
お
よ
び
加
太
邦
憲
=

一
瀬
勇
三
郎
-1
藤
林
忠
良

･
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
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ド
氏
起
稿

･
民
法
草
案
財
産
編
第
二
部

(明
治

1
五
年
)
を
参
照
し
た
｣
と
す
る
｡

(仰望

高
橋

【
(,)
～
】
二
7
0
頁
注
T

)に
､
｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
人
権

(司
法
省
､
明
治

1
六
年
)｣
と
あ
る
｡

(36
)

藤
原

【
32
】
六
頁
注
(
5

)
0

(3
)

藤
原

【
32
】
二
二
二
頁
注
(柑
)O

(38
)

こ
れ
に
続
く
小
柳
の
一
連
の
業
績
と
し
て
､
小
柳

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
に
お
け
る
貸
借
権
｣
山
梨
大
学
法
経
論
文
集
三
二
号

二

九
八
五

(昭

和
六
〇
)
年
)

〓

1頁
､
小
柳

｢賃
借
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
の
登
記
-

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
財
産
編
三
七
〇
条
と
民
法
六
〇
五
条
-

｣
山
梨
大
学

法
経
論
文
集
三
三
号

二

九
八
六

(昭
和
六

こ

年
)

一
〇
貢
､
小
柳

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
貸
借
権
物
権
論

(
こ

～

(四
)
｣

山
梨
大
学
法
経
論
文
集
三
四
号

(
1
九
八
七

(昭
和
六
二
)
年
)

1
0
頁
'
三
五
号

二

九
八
八

(昭
和
六
三
)
午
)

7
貢
､
三
六
号

二

九
八
九

(辛

成
元
)
年
)

1
貢
'
三
七
号

二

九
九
〇

(平
成
二
)
年
)

1
三
賞
'
小
柳

｢旧
民
法
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
に
お
け
る
貸
借
権
規
定
に
つ
い
て
｣
法
制
史

研
究
三
九
号

二

九
八
九

(平
成
元
)
年
)

二

二

頁
､
小
柳
春

i
郎

｢旧
民
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
貸
借
権
論
争
｣
法
学
政
治
学
論
究

(慶
大
)
八
号

二

九
九

1

(平
成
三
)
年
)
九
三
貢
が
あ
る
｡

(
3

)

た
と
え
ば
'
大
島
俊
之
の

｢イ
タ
リ
ア
民
法
を
継
受
し
た
わ
が
民
法
規
定
｣
の
表
題
を
も
つ
7
連
の
業
績

二

九
八
九

(平
成
元
)
年
～
)
は

『
プ
ロ

ジ

エ
』
の
み
を
使
用
し
､
森
田
宏
樹

｢軍
艦
担
保
責
任
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

(
こ

～

(≡
)｣
法
学
協
会
雑
誌

1
〇
七
巻
二
号

二

九
九
〇

(平
成

二
)
年
)

1
頁
'
六
号

1
頁
'

1
八
巻
五
号

二

九
九

1

(平
成
三
)
年
)
七
五
頁
は

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
の
み
を
使
用
し
､
上
野
芳
昭

｢日
本
法
に
お

け
る
所
有
権
の
推
定
に
つ
い
て
｣
山
形
大
学
紀
要

(社
会
科
学
)
二
1
巻
二
号

二

九
九

1

(平
成
三
)
午
)
二
九

1
貢
は

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
み

を
使
用
し

(上
野

｢法
律
行
為
の
無
効
取
消
の
効
果
に
つ
い
て
-

当
事
者
間
に
お
け
る
目
的
物
の
返
還
を
め
ぐ
っ
て
-

｣
幾
代
通
先
生
献
呈
論
集

『
財

産
法
学
の
新
展
開
』
(有
斐
閣
､

1
九
九
三

(平
成
五
)
年
)

1
〇
五
頁
も
同
様
)'
押
野
鼻
巳

｢契
約
の
解
釈
に
関
す
る

1
考
察
-

フ
ラ
ン
ス
法
を
手

が
か
り
と
し
て
-

〓
)
～

(三
完
)
｣
法
学
協
会
雑
誌

1
〇
九
巻
二
号

二

九
九
二

(平
成
四
)
年
)
六

1
頁
､
四
号

1
貢
､
八
号

1
貢
は

『
プ
ロ

ジ

エ
第
二
版
』
お
よ
び

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
の
み
を
使
用
す
る
｡
な
お
､
押
野
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
と

『新
版
』
の
引
用
方
法
に
つ
き
'
｢
〔プ
ロ

ジ

エ
〕
第
三
版

(新
版
)
は
旧
民
法
の
公
布
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
新
版
は
ボ
ワ
リ
ナ
ー
ド
の
見
解
を
知
る
た
め
に
は
重
要
で

あ
る
が
､
旧
民
法
の
編
纂
過
程
か
ら
は
は
ず
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
〔本
論
文
〕
第
三
款
で

『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
』
と
し
て
第
二
版
を
扱
い
､

新
版
に
つ
い
て
は
変
更
さ
れ
た
箇
所
を
注
で
指
摘
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る

(｢
二

二
五
八
貢
注
(
け
)
)

0
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(
聖

円
谷

円空

五
頁
は
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
検
討
に
つ
い
て
は
'
原
則
と
し
て
'
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
原
文
(p
rojet
de
C
ode
C
iv
ii
pou
r
IfE
m
p
ire
du

lapo
n
,
accom
pagn
e
dfun
com
m
enmi
re)の
翻
訳
書
と
し
て
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
'
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

申
再
開
修
正
民
法
草
案
註
樺
｣
(全
九
巻
'

発
行
者

･
発
行
年
月
日
と
も
不
明
)
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
｡
と
く
に
､
第
三
編
上
巻
を
用
い
る
｣
と
す
る
｡
も
っ
と
も
､

1
0
貢
注
(
捕
)に
は
'
｢ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
帯
第
二
編
人
権
之
部
上
巻
三
五
七
頁
i
二
八
六
貢
｣
の
引
用
も
あ
る
｡
さ
ら
に
､

1
0
貢
注
(
ほ
)に
は
､
｢本

文
で
使
用
紹
介
し
た

一
文
は
'
プ
ロ
ジ

エ
の
第
三
版
p
o
u
v
E
L
L
E
,
B
D
m
O
N
,
189
1)に
よ
っ
た
(T
om
e
ili,
no
334
).
最
近
わ
が
国
で
復
刻
さ
れ
た
プ

ロ
ジ
工
は
第
二
版
(D
E
U
X
i酔
M
E
称
D
m

ON
,
)883)で
あ
る
が
'
そ
れ
に
は
本
文
引
用
部
分
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
｡
な
お
'
筆
者
は
'
第

1
版
も
参
照

し
え
な
か
っ
た
｣
と
あ
る
｡

(4
)

高
橋

【
35
】
｢
二

四
七
八
頁
注
(
9
)に
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

『
再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈
第
二
編
人
権
ノ
部
』
三
七
八
頁
'
同

『
再
開
修
正
民

法
草
案
注
釈
第
四
編
完
』
七
九
八
貢
以
下
｣
と
あ
る
｡
な
お
'
こ
れ
に
続
く
高
橋
の
旧
民
法
関
係
の
業
績
と
し
て
は
､
高
橋

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
二
重
譲

渡
論
に
つ
い
て
-

『
倫
理
(m
orale)』
去
自
然
法
(d
TOit)』
･
『実
定
法
(le
i)』
を
め
ぐ
る
覚
書
-

｣
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
〇
巻

7
号

二

九

八
九

(平
成
元
)
年
)
六
三
五
貢
､
高
橋

｢旧
民
法
草
案
に
お
け
る
保
証
人
の
代
位
の
た
め
の
欄
外
記
載
(m
en
tion
en
ma
ge)｣
東
京
都
立
大
学
法
学
会

雑
誌
三
〇
巻
二
号

二

九
八
九

(平
成
元
)
年
)
三
〇
三
頁
'
高
橋

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
と
旧
民
法
典
-

日
本
民
法
形
成
の
7
道
程

(旧
民
法
典
公

布

1
0
0
年
を
記
念
し
て

)
-

(上
)
(下
)
｣
法
律
時
報
六
二
巻

二

号

(
l
九
九
°

(平
成
二
)
年
)
七
六
貢
p

〓

1号

二

一
頁
'
高
橋
良
彰

｢不

動
産
物
権
変
動
に
お
け
る
証
書

･
帳
簿
と
日
付

(1
)
-

旧
民
法
草
案
を
素
材
に
実
態
の
分
析
の
た
め
に

-

二
)｣
山
形
大
学
紀
要

(社
会
科
学
)

二
六
巻

一
号

二

九
九
五

八平
成
七
)
年
)

1
貢
が
あ
る
.

(42
)

戸
田

【
36
】

l
四
七
東
経
(
8
)に
'
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
注
滞
｣
と
あ
る
｡
も
っ
と
も
､
論
文
で
は
､
基
本
的
に
は

『
エ
ク

ス
ポ
ゼ
』
と

『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
が
使
用
さ
れ
'

一
部

『プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
が
使
用
さ
れ
て
い
る
｡

(4
)

新
井

【
37
】
｢
〓

1
八
貢
注
(
42
)に
p
｢ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

･
第
五
編
全

二
三

三
貢
以
下
｣
と
あ
る
.
本
論
文
に

お
い
て
は
､
後
述
の
上
山

叩
42
】
｡
草
野

E
45
】
叩
46
】
に
お
け
る
と
同
様
､
内
池
の
時
効
関
係
論
文

(M
9
】
叩
10
】
M
H
】
叩
12
】)
の
影
響
が
認
め
ら
れ

る
｡

(44
)

小
山

【
3各
】
八
八
頁
注
(
摘

)

に
'
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
二
編
人
権
の
部
上
巻
序
文
｡

1
八
八
三
年
四
月
二
〇
日
(明
治

1

六
年
)｣
と
あ
る
｡
な
お
'
こ
れ
に
続
く
小
山
の
旧
民
法
関
係
論
文
に
は
'
小
山

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
理
論
!

慣
習
法
理
論
の
伝
来

(二
)
(三
完
)｣
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関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要
二
号

二

九
九

一

(平
成
三
)
年
)
四
九
貢
'
西
巻
二
号

二

九
九
四

(平
成
六
)
寧
)

i
九
五
頁
p
小
山

r法
と
正
義
-

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
関
連
し
て
-

｣
関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要
三
巻
二
号

二

九
九
三

(平
成
五
)
年
)
九
七
頁
が
あ
る
O

(
翌

筏
津

【
39
山
七
四
貢
注
(
7
)に
'
｢第

7
部
物
権
の
修
正
案
三

二
二
条
が

7
八
八
二
年
九
月
､
第
二
部
人
権
の
部
二
八
七
条
が

1
八
八
三
年
に
出
来
上
が

り
､
『
ボ
ワ
リ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
(以
下

『
再
開
註
釈
』
と
略
記
)
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
｣
と
あ
る
｡
し
か
し
'
邦
文
草
案

注
釈
に
は
'
『
註
釈
民
法
草
案
』
な
い
し

『
民
法
草
案
』
(本
資
料
集
成

第
三
回
配
本

･
第
五
回
配
本
)
､
『
再
開
民
法
草
案
』
(第
四
回
配
本
)
'
『
再
開

修
正
民
法
草
案
註
釈
』
(今
回
配
本
)
の
三
種
が
あ
り
､
｢再
開
｣
の
表
記
は
そ
の
第
二
版
'
｢再
開
修
正
｣
の
表
記
は
第
三
版
に
当
た
る
の
だ
か
ら
､
『
再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を

｢再
開
註
釈
｣
と
略
記
す
る
こ
と
は
混
同

･
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
｡
略
記
す
る
な
ら
ば
､
芦
野

【49
】

が
行
う
よ
う

に

(後
褐
注
(56
)参
照
)､
『
再
開
修
正
』
と
す
べ
き
で
あ
る
｡

(
S
)

筏
津

円
40
】
七

1
頁
p
八

7
貢
注

(
66

)
0

(
4
)

筏
津

円
40
】

1
五
八
頁
｡
な
お
､
上
記
【
39

】

と
同
様
t
M
40
山
に
お
い
て
も

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
1
五
八
頁
は
､
『
再
開
註
釈
』
と
略
記

さ
れ
て
い
る

(筏
津

【
40
】

1
五
八
頁
)｡
そ
の
問
題
に
関
し
て
は
'
前
掲
注
(3
)参
照
｡

(
S
)

熊
谷

M
41
】

1
九
二
頁
注
(3
)に
は
'
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
五
五
頁
｣
と
あ
る
.

(
S

)

上
山

叩
42
3

一
五

1
貢
注
(6
)
O

(
5
)

前
田

器

如
五

1
四
頁
注
疏

)に
､
｢『
ボ
ア
ソ
ナ
～
ド
氏
起
稿

｡
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
滞

･
第
武
編
人
権
ノ
部
上
巻
』
(訳
者

･
刊
行
年
不
詳
)
三
〇

一
i
二
〇
二
貢
｡
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
p
rojetに
は
第

一
～
第
三
版
ま
で
が
存
在
す
る
が
､
本
稿
で
は
第
二
版
を
用
い
る

(-
-
).
な
お
'
こ
の
日
本
語
訳

で
あ
る

『ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
帝

･
第
武
編
人
権
ノ
部
上
巻
』
に
つ
い
て
､
以
下
で
は

〔再
開
〕
と
略
し
て
参
照
貢
を
示
す
｣

と
あ
る
O

な
お
'
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を

｢
〔再
開
〕
｣
と
省
略
す
る
の
は
'
筏
津

【
39
】
【
舶
】
と
同
様
で
あ
る
が
'
そ
の
問
題
に
関
し
て
は
'

前
掲
注
義5
X
S
:)､
茄

)参
照
O

(
別
)

前
田

円
44
軸
四
二
二
頁
注
(6
)に
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
に
つ
き
､
｢『ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

｡
再
開
修
正
民
法
草
案
註
碍

･
第
武
編
人
権
ノ
部
上

･
中

･
下
巻
』
(訳
者

｡
刊
行
年
不
詳
)
と
い
う
日
本
語
訳
も
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
以
下

〔再
開
〕
と
略
し
て
引
用
L
t
参
照
頁
を
示
す
｣
と
あ

る
｡
な
お
､
『
再
開
修
正
民
睦
草
案
註
釈
』
を
単
に

｢再
開
｣
と
省
略
す
る
こ
と
の
問
題
に
関
し
て
は
､
前
掲
注
(
45

)
(

47
)(50
)を
参
照
｡

(
rq.n
)

草
野
叩

45

細

の
使
用
す
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
'
｢第
五
編
｣
に
関
し
て
は
､
表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
表
記
の
あ
る
版
で
あ
る
O
す
な
わ
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ち
､

〓
ハ
貢
注
(3
)に
は

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
』
三
四

1
頁

(司
法
省
'
刊
年
不
明
)｣
と
あ
り
'
九

1
貢
注
(
6
)
に
は

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
』
四
二
八
頁

(司
法
省
'
刊
行
年
不
明
)
に
は
､
再
開
修
正
民
法
草
案

一
九
七
六
条

(旧
民
法
証

拠
編

1
四
〇
粂

1
項
の
草
案
の
参
照
条
文
と
し
て
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
六
五
条
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
)｣
と
あ
る
O
こ
れ
に
対
し
て
'
｢第
二
編
｣
に
関

し
て
は
､
｢第
五
編
｣
に
つ
き
引
用
と
し
た
と
は
違
う
版
が
用
い
ら
れ
て
い
る
O
す
な
わ
ち
'
人
権
部
に
つ
き
'
五
七
貢
注
(
捕
)に
は

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

『再

開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
人
権
之
部
下
巻
』
(発
行
所
無
記
載
､
刊
行
年
不
明
)
の
自
然
義
務
に
つ
い
て
述
べ
た
付
録

(四
二
四
貢
以
下
)
に
お
い

て
も
'
時
効

(同
書
で
は

『暗
証
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
)
に
関
し
て
は
､
時
効
を
援
用
し
て
そ
の
利
益
を
得
た
後
､
弁
済
し
た
り
承
認
し
た
り
し
た
場
合

に
つ
い
て
の
み
説
明
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
-
-

『
註
釈
第
二
編
人
権
之
部
下
巻
』
四
八
八
貢
に
お
い
て
､
免
責
時
効

(現
行
民
法
の
消
滅
時
効
)

に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
自
然
義
務
の
弁
済
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
'
そ
の
弁
済
が
自
然
義
務
の
弁
済
で
あ
る
こ
と
を
義
務
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
要

す
る
t
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
う
｣
と
あ
り
､
物
権
部
に
つ
き
､
九
三
貢
注
(恥
)に
は

｢再
開
修
正
民
法
草
案
六
九
四
条
～

〔略
〕
(ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
二
編
物
権
ノ
部
下
巻
』
五
五
貢

〔発
行
所
無
記
載
へ
刊
行
年
不
明
〕)｣
と
あ
る
｡

(
幻
)

草
野

【46

】
で
引
用
さ
れ
る
巻
は

｢第
四
編
｣
お
よ
び
.｢第
五
編
｣
で
あ
る
が
､
そ
こ
で
は
'
表
紙
に

｢司
法
省
｣
の
記
載
の
あ
る
版
が
使
用
さ
れ
て

い
る
｡
す
な
わ
ち
'
六
四
貢
注
(
54
)で
は

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

『
再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈
第
四
編
』
〔五
五

二

(司
法
省
､
刊
行
年
不
明
)｣
と
あ
り
'
七

九
頁
注
(
3
)に
は

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

『再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈
第
五
編
』
〔二
五
二
〕
(司
法
省
､
刊
行
年
不
明
)｣
と
あ
る
o

(
54
)

ち
な
み
に
'
野
村
は
'
前
出

『
民
法
講
座
』
の
執
筆
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
が

(野
村

｢法
律
行
為
の
解
釈
｣
星
野
英

一
編
集
代
表

『
民
法
講
座
1
民

法
総
則
』
(有
斐
閣
､

1
九
八
四

(昭
和
五
九
)
年
)
二
九

一
貫
'
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
の
み
が
参
照
さ
れ
､
『
再
開

修
正
民
法
草
案
註
釈
』
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
な
お
､
右
論
文
は
､
『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』
を
指
し
て

｢第
二
次
草
案
｣､
『
プ
ロ
ジ

エ
新
版
』
を

指
し
て

｢第
三
次
草
案
｣
と
呼
称
し
て
い
る

(二
九
九
貢
注
(
2

)
)
0

(
a
)

野
村

M
47
】
二
六
二
頁
O

(
R
)

芦
野

M
48
】
の
引
用
原
本
が

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
稿

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈

第
式
編
人
権
ノ
部
上
巻
』
二
九
三
､
二
九
四
頁

(出
版
社
､
出
版

年
不
明
)｣
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て

(【
鯛
】

1
三
三
頁
注
(
15
))
'
芦
野
M
49

】

は

｢『ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
/
再
開
修
正
民
法
草
案
註
滞

第
式
編

人
権
之
部

上
巻
』
(宗
文
館
､

1
九
八
四
年
)
(以
下
､
『
再
開
修
正
』
と
引
用
)
に
-
-
依
拠
し
て
い
る
｣
(円
空

二
七
二
-
三
貢
注
(
F3))
0

(
57
)

芦
野
【
49

】

二
七
三
貢
注
(
26
)
0
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(
58
)

｢は
し
が
き
｣
-
貢
｡

(
.,
)
o
t
)

平
山

E
50
】
四
九
貢
注
(
-
)に
'
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

『
再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈
第
三
編
下
巻
』
第
二
〇
章
代
理

二

四
二
五
-
1
四
五
〇
条
)
｣

と
あ
る
｡

(60
)
月
岡

叩
51
】

(
61
)

岸
上

【
52
】

(
62
)

中
舎

【
53

】

(
朗
)

山
本
叩

54

】

(6
)
安
永

E
55
】

(65
)

生
熊

【
56
】

1
二
二
貢
に
'
｢『ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
注
釈

(第
弐
編

や
人
権
之
部
)
上
巻
』
｣
と
あ
る
｡

六
八
貢
注
(

5

)
0

四
〇
二
貢
注
(
7
)に
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

｡
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
二
九
五
貢
以
下

(発
行
年
不
明
)｣
と
あ
る
｡

二
六
三
貢
注
(
7
)に
'
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
五
五

1
頁
以
下

(刊
行
年
不
詳
)｣
と
あ
る
｡

四
六

1
貢
に
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
五
編
』
(司
法
省
)
四
三
四
頁
以
下
｣
と
あ
る
｡

五
四
四
頁
注
(3
)に
は
､
旧
民
法
債
権
担
保
編

二
二
三
条
の
基
と
な
っ
た

｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
草
案

二

三
八
条

(-
再
開
修
正
民
法
草

案

1
六
三
八
条
)｣
の
引
用
原
典
に
つ
き
､
｢ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
四
編

(第
九

1
回

二

八
八

1

(明
治

1
四
)
年

一

1
月

〓

1日
)｣
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢第
九

一
回

二

八
八

1

(明
治

1
四
)
年

二

月

〓

1日
｣
の
記
述
は
､
ボ
ワ
リ
ナ
ー
ド
が
司
法
省

法
学
校
速
成
科
第
二
期
生
に
対
し
て
行
っ
た

『
プ
ロ
ジ

エ
初
版
』
財
産
編
人
権
部
の
初
回
講
義
の
日
付
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註

釈
』
と

『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
の
混
同
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

(6
)

大
塚

M
57
】
六
七
九
貢
注
(
1
)に
は
､
｢司
法
省

･
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈

(第
二
編
人
権
)
三
六
五
京

(本
書
は
､
ボ
ワ

ジ
ナ
ー
ド
の
注
釈

(第
二
版
)
〔=

『
プ
ロ
ジ

エ
第
二
版
』〕
の
翻
訳
で
あ
る
)｣
と
あ
る
｡

(
6

)

池
田
叩
18

】

一
〇
四
八
頁
-
1
〇
五
五
貢

(所
収

『
債
権
譲
渡
の
研
究
』

1
九
貢
～
二
五
頁
)
は
'
債
権
譲
渡
の
通
知
を
す
る
者
に
関
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
の
原
案
が
'
法
律
取
詞
委
員
会
以
下
の
検
討
の
中
で
誤
訳
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
理
由
で
変
化
し
て
旧
民
法
成
文
と
な
る
過
程
を
論
証
し
､
さ
ら
に

梅
謙
次
郎
ら
現
行
民
法
起
草
者
が
そ
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
最
初
の
原
案
の
ほ
う
を
再
評
価
し
て
現
行
民
法
に
復
活
さ
せ
る
ま
で
を
記
述
し
て
い
る
｡
た
だ

し
池
田

【
18
】
は
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
資
料
価
値
に
つ
い
て
は

｢プ
ロ
ジ

エ
の
翻
訳
｣
と
の
み
理
解
し
て
お
り
､
か
つ
本
文
叩

掴
】
お
よ

び
次
注
(
68
)に
後
述
す
る
よ
う
に
､
『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
誤
訳
等
の
問
題
点
を
指
摘
し
'
論
文
中
で
も

『
プ
ロ
ジ

エ
』
の
ほ
う
を
多
用
し
て
い

る
｡

(6
)

池
田

押
18
】

1
〇
六
三
貢

(所
収

『債
権
譲
渡
の
研
究
』
三
三
頁
)
は
､
旧
民
法
第
五
編
証
拠
編
の
審
議
の
中
で
､
私
書
証
書
が
確
定
日
付
を
取
得
す
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る
場
合
を
列
挙
し
た
プ
ロ
ジ

エ
二
二
五
〇
条
に
つ
い
て
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
原
案
が

｢公
の
登
録
｣
(-̀enregistr
em
ent
ofTtcieD
と
し
て
い
た
部
分
が
'
｢租

税
ノ
為
ノ
記
録
｣
と
訳
さ
れ
て
い
た
た
め
に
'
法
律
取
調
委
員
会
の
再
調
査
薬
議
事
が
紛
糾
す
る
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

(こ
の

｢租
税
ノ
為
ノ
記

録
｣
と
い
う
訳
語
に
つ
い
て
'
池
田

【
柑
】
は
'

1
〇
六
六
貢
で
'
学
術
振
興
会
版

『
法
律
取
詞
委
員
会
民
法
草
案
証
拠
編
再
調
査
案
議
事
筆
記
』
と
､

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
五
編
で
同

1
の
訳
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
､
さ
ら
に
所
収
の

『
債
権
譲
渡
の
研
究
』
三
七
貢
で
は
そ
の
誤
訳
な

い
し
意
訳
の
さ
れ
た
理
由
の
分
析
を
追
加
し
て
い
る
.
ち
な
み
に
'
池
田

【
柑
】

1
〇
六
三
貢
が
明
記
す
る
よ
う
に
'
こ
の
再
調
査
案
審
議
が
行
わ
れ
た

の
は
明
治
二

1
年

〓

1月

1
五
日
で
あ
る
の
で
'
本
解
題
で
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
時
点
で
ま
だ

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
五
編
は
刊
行
さ
れ
て

い
な
い
と
推
定
さ
れ
る
)0

(S
)
全
国
の
大
学
図
書
館
等
が
所
蔵
す
る
図
書

･
雑
誌
の
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
-
ス
及
び

R
E
C
O
N

フ
ァ
イ
ル
を
､
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

(W
W
W
)
上
で
検

索
す
る
シ
ス
テ
ム
O
国
立
情
報
学
研
究
所

(N
il)
(平
成

〓

1
(二
〇
〇
〇
)
年
四
月

一
日
'
従
来
の
学
術
情
報
セ
ン
タ
-
を
改
組
し
て
設
立
さ
れ
た
組

織
)
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
｡
U
R
L
は
t
h暑
‥Jfw
ebe
at.nacsishe
jpJo

(g

)

o
n
嘉

ne
P
ublic
A
ccess
C
atalo
g
の
略
｡
各
図
書
館
が
作
成
し
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
の
図
書

｡
雑
誌
目
録
O
オ
ン
ラ
イ
ン
の
形
態
に
は
'
テ
ル
ネ

ッ
ト

(Telnet)に
よ
る
も
の
と
'
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
(W
W
W
)に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
が
､
今
日
で
は
多
く
の
図
書
館
が
後
者
を
利
用
し
て
い
る
.
な

お
､
各
図
書
館

o
p
A
C

の

u
R
L

に
つ
い
て
は
､
農
林
水
産
情
報
セ
ン
タ
ー

｡
林
賢
紀
氏
作
成
の

｢
日
本
国
内
図
書
館

o
pA
C

リ
ス
ト
｣

(http‥JJss.cc.a
ff
r
c.go
.jpJri
C＼op
acJop
aclist.h
ぎ
l)
を
利
用
し
た
｡

(那
)

司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
草
案
審
議
は
､
第

一
次
審
議

(
｢原
案
｣
審
議
)
と
第
二
次
審
議

(
｢再
調
査
案
｣
審
議
)
と
に
分
か

れ
る
.
前
者
は
'
明
治
二
〇
二

八
八
七
)
年

7
二
月
四
日

(実
際
に
は
三
日
か
?
)
か
ら
明
治
二
1

二

八
八
八
)
隼
九
月
二
五
日
ま
で
'
後
者
は
同

年
七
月
三
日
か
ら

〓

1月
二
五
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
.
Bl
記
載
の
出
版
年
月
日
は
､
そ
の
う
ち
の
第

1
次
審
議
の
第

1
四
回
審
議
日
に
当
た
る
が
p
こ
の

日
､
法
律
取
詞
委
員
会
は
'
ま
さ
に
本
巻
所
収
の
草
案
部
分

(
｢第
四
章

占
有
権
｣)
の
審
議
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(7
)
法
律
取
詞
委
員
会
は
審
議
を
終
え
た
草
案
を
明
治
二

7

二

八
八
八
)
年

二

一月
二
八
日
に
内
聞
に
提
出
､
内
閣
は
翌
明
治
二
二

二

八
八
九
)
年

1

月
二
四
日
こ
れ
を
第
六

1
四
号
議
案

｢民
法
｣
と
し
て
元
老
院
に
下
付
'
元
老
院
は
同
年
七
月
三
〇
日
に
最
終
の
上
奏
案
を
内
閣
に
提
出
'
内
閣
は
翌
明

治
二
三

(
1
八
九
〇
)
年

1
月
二
八
日
に
議
案
を
枢
密
院
に
諮
飽
､
枢
密
院
は
同
年
三
月
二
五
日
の
議
決
の
後
こ
れ
を
上
奏
L
p
同
月
二
七
日
の
天
皇
の

裁
可
を
経
て
､
翌
四
月
二

一
日
に
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
.
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(
73
)

福
島
大
学

o
p
A
C

に
よ
れ
ば
'
同
大
学
蔵
本
の
出
版
元
は
p
第
二
編
物
権
部

(坐
)p
第
四
編

(坐
)'
第
五
編

(全
)
が

｢司
法
省
Lt
第
二
轟
人
権

部
上
巻

･
下
巻
､
第
三
編
上
巻

･
下
巻
が

｢東
京

｡
秀
英
舎
印
刷
｣
で
あ
る
と
い
う
｡
こ
こ
に
い
う

｢秀
英
舎
印
刷
｣
は
､
明
治
三
〇
年
代
に
中
央
公
蘇

な
ど
を
印
刷
し
た
印
刷
所
と
同
名
で
あ
る
が

(夏
目
淑
石
が
高
浜
虚
子
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
も
そ
の
名
が
出
て
く
る
)
､
他
の
図
書
館
の
蔵
本
で
､
右

出
版
元
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
｡
し
か
し
､
残
念
な
が
ら
､
右
蔵
本
に
関
し
て
は
､
複
写
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
｡

(
E
)

第
二
編

(財
産
編
)
が
物
権
部

･
人
権
部
の
二
部
か
ら
な
る
の
と
同
様
､
第
三
編

(財
産
取
得
編
)
は
特
定
名
義
獲
得
部
と
包
括
名
義
獲
得
部
の
二
部

か
ら
な
る
｡
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
を
担
当
し
た
の
は
'
こ
の
う
ち
の
特
定
名
義
獲
得
部
の
部
分
で
あ
っ
て
､
包
括
名
義
獲
得
部
に
関
し
て
は
'
第

1
編

ハ人
事
編
)
と
と
も
に
'
日
本
人
委
員
が
起
草
を
担
当
し
た
O
し
た
が
っ
て
､
第
二
編
に
つ
き
物
権
部

･
人
権
部
の
区
別
を
表
示
す
る
以
上
は
'
こ
こ
で

も
､
第
三
編
の
う
ち
の
特
定
名
義
獲
得
部
で
あ
る
旨
を
明
記
す
る
の
が
本
筋
で
は
あ
る

(《
図
表
2
》
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
本
書
の
表
紙
も

｢ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿

･
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈

･
第
三
編

｡
特
定
名
義
獲
得
ノ
部

｡
上
巻

(中
巻

･
下
巻
)｣
と
表
記
し
て
い
る
)｡
し
か
し
な
が
ら
'

こ
の
点
に
関
し
七
は
'
従
来
よ
り
､
部
に
関
す
る
記
載
を
省
略
す
る
の
が

1
般
的
で
あ
る
た
め
､
本
解
題
に
お
い
て
も
､
以
下
単
に

｢第
三
編

(財
産
取

得
編
)｣
と
だ
け
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
｡

(
7
)

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が

『
再
開
民
法
草
案
』
(本
資
料
集
成

･
第
四
回
配
本
)
の
改
訂
版
で
あ
る
こ
と
は
､
た
と
え
ば
本
復
刻
版
の
物
権
部

下
巻
五
四
八
頁
に

｢-
-
次
ノ
第
十
七
冊
ノ
義
務
ノ
虞
二
於
テ
之
レ
カ
必
要
ナ
ル
敷
術
二
遭
遇
ス
へ
シ
｣
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
に
い
う

｢第
十
七
冊
｣
と
い
う
の
は

『
再
開
民
法
草
案
』
の
冊
数
で
あ
っ
て
'
右

『
再
開
民
法
草
案
』
の
記
述
が
'
改
訂
の
際
､
変
更
し
忘
れ
た
ま

ま
残
っ
た
も
の
で
あ
る
.
芦
野

【
49
】
が
指
摘
す
る

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
異
本
に
お
け
る

｢
(第

1
冊
第
四
葉
第
五
十
五
葉
及
第
五
十
八
葉
)｣

の
頁
数
指
示

二
削
掲
注
(
耶豊
該
当
本
文
参
照
)
も
､
同
様
で
あ
る
｡

(
76
)

た
だ
し
､
目
次
冒
頭
の
書
名
表
記
の
部
分
に
関
し
て
､
R
は
こ
れ
を

｢再
閲
民
法
草
案
註
釈
｣
と
し
て
い
る
｡
だ
が
'
第
二
編
物
権
部
に
関
す
る
D
の

目
次
冒
頭
の
書
名
表
記
も

｢再
開
民
法
草
案
註
釈
｣
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
少
な
く
と
も
こ
の
部
分
に
関
す
る
表
記
は
､
単
純
な
る
誤
植
と
理
解
す
べ
き
も

の
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡

(
77
)

な
お
'
こ
の
点
は
'
仏
文
草
案
注
釈

(-
『
プ
ロ
ジ

エ

(第
二
版
)』
)
第
四
巻

｡
第
五
巻
-

そ
れ
は
第
四
編

･
第
五
編
の
邦
文
草
案
注
釈

(-
T
･

Ⅴ
)
と
同
じ
く

1
八
八
九

(明
治
二
二
)
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
I

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
､
そ
の
結
果
､
藤
原

【
32
山
も
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
'
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両
者
記
載
の
内
容
に
つ
き
､
あ
る
個
所
で
は

『
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
記
載
内
容
が

『
プ
ロ
ジ

エ

(第
二
版
)』
の
そ
れ
よ
り
時
代
的
に
古
く
､

他
の
個
所
で
は
時
代
的
に
新
し
い
､
と
い
っ
た
現
象
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
｡

(
78
)

法
務
図
書
館
に
は
'
『
プ

ロ
ジ

エ

(第
二
版
)』
第
四
巻

･
第
五
巻
に
先
行
す
る
第
四
編

(債
権
担
保
編
)
･
第
五
編

(証
拠
編
)
部
分
の
条
文
な
ら
び

に
注
釈
に
関
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
-
ド
の
仏
文
草
稿
(m
anuscrit)が
遺
さ
れ
て
い
る
0
着
資
料
記
載
の
日
付
に
よ
れ
ば
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
､
第
g
]編

･
第
五

編
に
つ
き
'
ま
ず
条
文
の
起
草
を
す
べ
て
完
成
さ
せ
て
か
ら
､
注
釈
の
執
筆
に
入
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
明
治
二
〇
二

八
八
七
)
年

1
1
月

1
日
に

第
四
編
の
冒
頭
部
分
の
条
文
を
完
成
､
翌
明
治
二

1

二

八
八
八
)
年
二
月
二
九
日
に
第
五
編
最
終
条

二

五
〇
1
条
)
の
条
文
を
完
成
､
次
い
で
､
同

年
三
月
四
日
よ
り
第
四
編
の
注
釈
部
分
の
執
筆
に
着
手
'
そ
の
完
了
後
､
同
年
九
月
二
〇
日
よ
り
第
五
編
の
注
釈
に
着
手
L
t
翌
明
治
二
二

二

八
八
九
)

年
三
月
二
日
に
こ
れ
を
完
了
t
と
い
う
順
で
あ
る
｡

(
7
)

七
戸

｢
(民
法

1
0
0
年
と
梅
謙
次
郎
)
外
国
法
学
説
の
影
響
｣
法
律
時
報
七
〇
巻
七
号

二

九
九
八

(平
成

1
0
)
午
)
二
〇
貢
注
(
1
)0

(
S
)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の

｢陰
源
｣
性
に
関
し
て
は
､
さ
し
あ
た
り
､
七
戸
克
彦

｢『法
源
』
と
し
て
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典

!

物
権
変
動
を
素
材

と
し
て
-

｣
法
律
時
報
七
〇
巻
九
号

二

九
九
八

(平
成

一
〇
)
年
)
三
六
頁
と
同
論
文
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
｡
な
お
､
同
様
の
問
題
意
識
に
立
っ

て
物
権
変
動
関
係
の
明
治
前
期

(-1
現
行
民
法
典
施
行
前
)
大
審
院
判
例
を
検
討
し
た
業
績
と
し
て
は
､
す
で
に
石
田
剛

｢不
動
産
二
重
売
買
に
お
け
る

公
序
良
俗
｣
奥
田
昌
道
先
生
還
暦
記
念
論
文
集

『
民
事
法
理
論
の
諸
問
題

(下
)』
(成
文
堂
'

一
九
九
五

(平
成
七
)
午
)

1
七
六
貢
が
あ
る
｡
ま
た
､

前
田
達
明

『
判
例
不
法
行
為
法
』
(青
林
書
院
新
社
､

一
九
七
八

(昭
和
五
三
)
年
)
五
三
頁
注
(
8
)は
'
｢
1
つ
の
推
測
で
あ
る
が
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
と

そ
れ
の
日
本
訳
と
も
い
う
べ
き
旧
民
法

(明
二
三
年
公
布
｡
明
二
九
年
廃
止
｡
施
行
さ
れ
ず
)
は
明
治
大
正
期
に
活
躍
し
た
裁
判
官
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
の
で
は
な
い
か
｣
と
し
､
前
田

【
22
】
二
〇
九
貢
注
(5
)も
､
｢現
民
法
典
の
な
い
と
き
､
法
律
実
務
家
が
､
旧
民
法
典
を
､
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
と

は
い
え
､
参
照
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
'
し
か
も
､
彼
等
の
な
か
に
は
'
英
法
系
も
い
た
が
仏
法
の
薫
陶
を
受
け
て
成
長
し
た
者
も
多
く
､
そ
の
影
響

下
の
旧
民
法
は
よ
く
研
究
し
た
で
あ
ろ
う
｣
と
す
る
｡

『再開修正民法草案註釈』について Xc



〔後

記
〕

本
稿
の
成
る
に
あ
た
っ
て
は
､
七
戸
が
す
べ
て
の
資
料
の
収
集

･
検
討
を
行
い
､
池
田
は
草
稿
の
最
終
段
階
で
若
干
の
補
筆

･
訂

正
を
加
え
て
校
正
を
担
当
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡
も
し
不
備
な
点
が
あ
れ
ば
も
と
よ
り
池
田
が
そ
の
責
め
を
負
う
が
､
積
極
的
な
評
価

を
受
け
る
部
分
が
あ
れ
ば
､
そ
れ
は
す
べ
て
七
戸
の
業
績
で
あ
る
｡

(池
田
記
)
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